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一　

は
じ
め
に

　

私
が
水
戸
市
堀
の
吉
田
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
る
堀
区
有
文
書
の
整
理
を

始
め
た
の
は
、昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
）
四
月
一
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

当
時
、
内
原
町
史
の
専
門
委
員
を
し
て
い
た
私
は
、
内
原
町
史
の
担
当
者
で

あ
っ
た
武
藤
和
彦
氏
と
と
も
に
九
時
こ
ろ
に
神
社
に
着
い
て
、
史
料
を
広
げ

て
大
分
類
を
し
た
。
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
終
わ
っ
た
一
一
時
こ
ろ
に
、
芳
賀
元

理
事
長
ら
、
水
戸
市
史
の
近
代
史
部
会
の
委
員
た
ち
数
名
が
見
学
に
来
た
の

を
思
い
出
す
。

　

午
後
に
な
っ
て
区
有
文
書
す
べ
て
を
お
借
り
し
て
、
内
原
の
公
民
館
へ
運

ん
だ
。
そ
こ
で
以
後
、
十
数
回
か
け
て
、
内
原
町
の
町
の
歴
史
を
学
ぶ
会
の

会
員
た
ち
の
協
力
を
え
て
、
補
修
を
し
な
が
ら
総
数
一
三
六
六
点
の
仮
目
録

を
作
製
し
た
。

　

そ
の
後
の
利
用
状
況
は
、
私
が
徳
川
光
圀
の
農
政
や
近
隣
の
農
村
分
析
の

た
め
に
年
貢
関
係
の
史
料
を
一
部
使
用
し
た（

（
（

ほ
か
は
、『
水
戸
市
史
』
が
「
堀

区
定
例
総
会
議
決
録
」
を
取
り
上
げ
た（

（
（

。
ま
た
、
私
は
私
の
主
催
す
る
水
戸

古
文
書
の
会
に
お
い
て
、
堀
の
御
用
留（

（
（

を
テ
キ
ス
ト
に
用
い
て
、
一
〇
年
ほ

ど
か
け
て
解
読
に
あ
た
っ
た
。
お
と
と
し
の
春
に
そ
れ
を
終
え
た
と
き
、
私

は
い
ま
だ
堀
区
有
文
書
の
報
告
書
を
書
い
て
い
な
い
こ
と
へ
の
、
自
責
の
念

に
駆
ら
れ
た
。
調
査
を
し
た
ら
、
学
問
的
に
批
判
に
耐
え
ら
れ
る
報
告
書
を

な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
書
く
と
は
、
日
本
史
学
を
研
究
す
る
も
の
の
責
務
で

あ
り
、
恩
師
遠
山
・
辻
両
先
生
の
指
導
で
あ
り
、
私
の
信
念
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、
私
は
量
的
に
報
告
書
を
十
分
書
け
る
は
ず
の
文
書

調
査
の
報
告
を
二
、三
〇
件
、
放
置
し
た
ま
ま
に
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

前
職
の
茨
城
県
立
歴
史
館
の
研
究
員
で
あ
っ
た
と
き
は
、
調
査
に
追
わ
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
職
に
就
い
て
か
ら
は
、
自
分
の
固
有
の
研
究
を
授
業

と
の
関
係
も
あ
り
、
優
先
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る（

（
（

。

　

か
く
し
て
、
私
は
お
そ
ま
き
な
が
ら
も
本
稿
、
堀
区
有
文
書
の
調
査
報
告

を
書
く
決
意
を
し
た
。
し
か
し
、
豊
か
な
内
容
を
誇
る
こ
の
文
書
で
あ
る

が
、
紀
要
に
は
枚
数
制
限
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
題
を
限
定
せ
ざ
る
を
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え
な
い
。
そ
こ
で
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
以
来
の
年
貢
割
付
状（

（
（

が
ほ
ぼ

揃
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
分
析
を
一
つ
中
心
に
据
え
た
。
そ
し
て
、
享
保
二

年
（
一
七
一
七
）
以
来
の
年
貢
小
割
付
帳（

（
（

が
、
か
な
り
よ
く
残
っ
て
い
る
の

で
、
土
地
移
動
に
関
し
て
も
着
目
し
た（

（
（

。

　

近
世
の
農
民
は
近
代
的
な
土
地
所
有
を
し
て
い
た
の
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な

い
。
上
に
は
領
主
権
が
あ
り
、
村
請
制
の
下
、
共
同
体
的
な
規
制
も
あ
っ
た
。

そ
の
う
え
、
同
族
団
的
な
規
制
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
か
ら
地
主
制
が

形
成
さ
れ
始
め
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
農
民
の
農
地
に
抱
く
意
識
は
独
特
の

も
の
が
あ
っ
た
。

　

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
理
論
的
に
解
明
し
よ
う
と
は
意
図
し
て
い
な

い
。
た
だ
重
い
年
貢
の
た
め
に
荒
廃
化
す
る
な
か
で
、
共
同
体
的
な
規
制
の

下
、
い
か
に
村
を
維
持
し
、
復
興
し
て
い
っ
た
か
を
、
土
地
移
動
を
一
つ
入

れ
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
て
、
近
世
の
農
民
的
な
土
地

所
有
の
あ
り
か
た
の
一
例
を
提
示
し
た
い
と
思
う
。

二　

正
保
の
検
地

　

掘
村
は
水
戸
の
城
下
か
ら
西
へ
、
常
盤
村
の
次
に
位
置
す
る
。
こ
れ
だ

け
水
戸
に
近
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
堀
村
が
水
戸
藩
領
に
な
っ
た
の

は
、
秋
田
家
の
宍
戸
か
ら
陸
奥
三
春
へ
の
転
封
に
と
も
な
う
、
正
保
三
年

（
一
六
四
六
）
の
一
万
石
の
領
知
替
の
と
き
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
堀

村
の
検
地
は
正
保
四
年
で
あ
っ
た
。

　

表
1
は
こ
の
検
地
に
よ
る
田
畑
の
位
付
の
一
覧
で
あ
る
。
堀
村
は
田
畑
合

計
八
三
町
九
反
四
畝
五
歩
、
六
八
三
石
六
八
九
の
、
畑
勝
ち
の
上
田
・
上
畑

の
少
な
い
村
で
あ
っ
た
。
水
戸
の
城
下
か
ら
西
へ
展
開
す
る
丘
陵
の
上
に

あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ど
れ
だ
け
の
打
出
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

寛
永
検
地
に
よ
る
水
戸
藩
の
打
出
の
平
均
は
二
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り（

（
（

、

同
じ
く
領
知
替
の
結
果
、
正
保
検
地
を
受
け
た
現
水
戸
市
の
石
川
村
の
場
合

は
、
三
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た（

（
（

か
ら
、
二
、三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
打
出

は
あ
っ
た
と
展
望
で
き
る
。

　

表
2
は
農
民
階
層
で
あ
る
。
堀
村
に
は
六
八
軒
の
農
家
が
あ
る
。
平
均
持

高
は
除
地
と
寺
社
所
持
地
な
ど
を
除
く
と
、
九
石
四
三
四
と
な
り
、
水
戸
藩

─ 211 ─

表 1　堀村正保検地田畑位付

種類 面積　長反畝歩 石高
上田 　4.6.9.　0   60.970
中田 　5.6.1.　3   61.721
下田  15.5.3.15  139.815

下々田   3.4.8.20   24.407
田　計  29.3.2.　8  286.913
屋敷   4.4.9.11   44.937
上畑   9.3.8.26   93.887
中畑  11.3.9.13   91.155
下畑  24.7.1.　9 148.279

下々畑   4.6.2.28   18.518
畑　計  54.6.1.27  396.776
合計  83.9.4.　5  683.689

堀区有文書「常陸国茨城郡堀村御検地帳」
（1，2）より作製。

表 2　堀村正保検地農民階層

面積　反 人数 人数 ％
40 ～ 45 　1

19 27.9
35 ～ 40 　0
30 ～ 35 　1
25 ～ 30 　7
20 ～ 25 10
15 ～ 20 　3

20 29.410 ～ 15 12
　5 ～ 10 　5
　0 ～　5 29 29 42.7

合計 68 68 100
出典は表１と同じ。寺社関係７軒は除いた。
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領
の
平
均
七
石
よ
り（
（1
（

、
か
な
り
高
い
。
階
層
別（
（（
（

に
み
る
と
、
二
町
以
上
の
上

層
農
民
が
一
九
軒
、
二
七
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
町
未
満
五
反
以
上
の
中
層

農
民
が
二
〇
軒
、二
九
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、五
反
未
満
の
下
層
農
民
が
二
九
軒
、

四
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
堀
村
は
上
層
が
非
常
に
多
く
、
中
層
が
少

な
い
。
各
階
層
の
所
有
面
積
を
み
る
と
、
上
層
は
四
九
町
九
反
九
畝
九
歩
で

五
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、中
層
は
二
四
町
六
反
一
畝
で
二
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、

下
層
は
四
町
七
反
七
畝
五
歩
で
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。

　

堀
村
は
上
層
農
民
の
支
配
力
の
強
い
、
中
世
的
な
農
村
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
た
だ
し
、
人
名
を
み
る
と
、
二
町
四
反
余
を
所
持
す
る
右
馬
丞
以
外
は
、

全
村
民
皆
、
兵
衛
や
衛
門
な
ど
の
近
世
的
な
農
民
名
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た

分
付
は
一
二
筆
、
ほ
か
に
名
請
人
の
右
肩
に
「
内
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る

も
の
が
四
筆
、
ほ
か
に
作
右
衛
門
に
は
「
新
町
」
三
筆
と
「
水
戸
」
一
筆
が

あ
る
。
分
付
的
な
記
載
は
少
な
い
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
名
や
分
付

記
載
か
ら
み
る
と
、
近
世
的
な
農
村
に
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
さ
ら
に
堀
村
の
検
地
帳
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
、
田
畑
を
一

筆
一
筆
測
っ
て
い
な
い
点
が
指
摘
で
き
る
。
総
数
一
六
八
九
筆
あ
る
う
ち
田

方
は
二
三
八
筆
で
、
こ
の
う
ち
一
四
八
筆
が
一
反
以
上
で
あ
る
。
表
1
と
照

ら
し
合
わ
せ
て
も
、
田
方
は
一
筆
あ
た
り
平
均
一
反
二
畝
余
と
な
る
。
な
お

畑
方
に
も
一
反
以
上
の
畑
が
五
三
筆
あ
る
。
か
つ
て
の
田
は
、
一
筆
あ
た
り

一
日
の
労
働
力
に
み
あ
っ
た
五
畝
程
度
が
普
通
で
あ
っ
た
。
し
か
も
耕
地
整

理
以
前
の
堀
の
田
は
、
沢
渡
川
が
幾
筋
に
も
分
か
れ
て
流
れ
て
い
た
の
で
あ

る（
（（
（

。

　

検
地
は
生
産
力
を
掌
握
す
る
た
め
に
一
筆
づ
つ
正
確
に
測
り
、
中
間
搾
取

者
を
排
除
す
る
小
農
自
立
化
政
策
を
採
用
す
る
。
し
か
し
、
右
に
み
た
よ
う

に
堀
村
の
正
保
検
地
は
、
こ
の
検
地
の
基
本
方
針
が
貫
徹
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
点
が
一
つ
指
摘
で
き
る
。

　

寛
永
一
八
年
（
一
六
四
一
）
の
寛
永
検
地
は
、
一
八
、一
九
年
の
大
飢
饉

と
重
な
り
、
領
内
農
村
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
、
荒
廃
化
さ
せ
た
。
そ

の
た
め
と
い
え
よ
う
、
多
賀
郡
金
沢
村
で
は
照
山
修
理
に
よ
る
検
地
免
除
の

強
訴
が
決
行
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
の
領
民
の
具
体
的
な
動
き
を
示
す
史
料

に
欠
け
る
が
、
か
な
り
不
穏
な
動
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
正
保
元
年

（
一
六
四
四
）
四
月
二
九
日
に
、
四
人
の
郡
奉
行
の
う
ち
二
人
、
野
沢
太
郎

左
衛
門
と
跡
部
円
正
と
が
、「
検
地
を
命
セ
ラ
ル
」「
執
ル
処
宜
シ
カ
ラ
ヌ
故
」

切
腹
と
な
っ
た（
（（
（

。

　

寛
永
検
地
と
同
様
に
正
保
検
地
に
お
い
て
も
、
打
出
に
よ
る
増
徴
が
な
さ

れ
た
こ
と
は
、
石
川
村
の
事
例
か
ら
首
肯
で
き
る
。
そ
の
と
き
、
寛
永
検
地

の
際
の
失
政
を
反
省
し
た
水
戸
藩
は
、
村
方
の
反
発
を
憂
慮
し
て
、
一
定
の

妥
協
を
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
検
地
の
繩
を
緩
く
し
、

ま
た
村
方
の
階
層
秩
序
を
破
壊
し
な
い
よ
う
に
留
意
し
た
の
で
あ
る（
（（
（

。
村
方

に
対
す
る
温
和
的
な
姿
勢
は
ほ
か
に
も
指
摘
で
き
る
。

　

検
地
後
の
最
初
の
年
貢
割
付
で
あ
る
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
の
割
付
状

に
よ
る
と
、
田
方
の
取
箇
は
二
ツ
五
分
、
畑
方
は
二
ツ
八
分
で
し
か
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
こ
の
時
期
と
し
て
は
、
異
常
に
低
い
。
水
戸
藩
の
寛
永
一
七
年

（
一
六
四
〇
）
の
取
箇
の
平
均
は
、
五
ツ
一
六
九
余
で
あ
っ
た（
（（
（

。
検
地
後
は

打
出
の
た
め
に
取
箇
は
多
少
減
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
検
地
後
、
も
っ
と
も
収

奪
率
の
高
か
っ
た
万
治
か
ら
寛
文
の
初
め
の
平
均
は
四
ツ
七
、八
分
で
あ
っ

た（
（（
（

。
こ
の
異
常
に
低
い
堀
村
の
取
箇
は
、
こ
の
西
に
位
置
す
る
中
妻
郷
の
旧

水
戸
藩
領
の
農
村
が
、
寛
永
検
地
の
打
出
と
飢
饉
の
た
め
に
荒
廃
化
し
、
領

知
替
の
対
象
に
な
る
原
因
と
な
っ
た（
（（
（

こ
と
か
ら
、
同
様
に
荒
廃
化
し
て
い
た

た
め
と
、
一
つ
に
は
類
推
で
き
る
。

　

そ
の
一
方
に
お
い
て
、
沢
渡
川
の
細
流
し
か
水
源
の
な
い
こ
の
村
の
田
方

は
、
生
産
性
が
低
か
っ
た
点
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
対
策
と
し
て
検
地
帳
に

は
、「
外
三
間
ニ
卅
六
間
半
水
道
ニ
成
」
る
と
記
さ
れ
た
も
の
が
一
筆
、
ほ

か
に
「
江
代
ニ
引
」
く
と
記
さ
れ
た
も
の
が
八
筆
、
合
計
田
方
の
六
畝
一
一

─ 210 ─
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歩
余
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
用
水
路
や
池
と
し
て
引
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
勧
農
策
が
寛
永
の
検
地
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
の
を
、
私
は
見
た
こ

と
が
な
い
。
そ
れ
だ
け
水
戸
藩
は
村
方
に
配
慮
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
、
堀
村
は
復
興
し
、
ま
た
生
産
力
を
高
め
て
い
く
。
し
か
し
、
水

戸
藩
の
年
貢
増
徴
政
策
の
た
め
に
困
難
な
状
況
に
陥
っ
て
い
く
。
次
に
そ
れ

を
分
析
し
て
い
こ
う
。

三　

初
期
の
年
貢

　

表
3
は
、
堀
村
の
時
期
別
の
年
貢
平
均
割
付
高
を
み
た
も
の
で
あ
る
。

堀
村
の
年
貢
地
は
、
検
地
の
打
出
高
六
八
三
石
六
八
九
の
う
ち
、
一
六
石

五
六
四
は
寺
社
領
と
し
て
除
地
に
な
っ
て
お
り（
（（
（

、
六
六
七
石
一
二
五
で
あ
っ

た
。

　

第
一
期
の
最
初
の
年
で
あ
る
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
の
取
箇
は
前
節
に

み
た
よ
う
に
、
田
方
二
ツ
五
分
、
畑
方
二
ツ
八
分
で
し
か
な
か
っ
た
。
定
例

引
高
は
な
い
が
、
田
方
の
検
見
引
は
、
一
五
石
二
三
四
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、

検
見
引
は
慶
安
二
年
以
外
は
み
な
あ
る
。
最
高
は
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）

の
七
二
石
余
、
平
均
で
一
八
石
余
も
あ
る
。
寛
文
の
初
期
ま
で
の
水
戸
藩
は

検
見
引
を
で
き
る
だ
け
認
め
な
い
方
針
を
と
っ
て
い
た
。
ほ
か
の
村
で
は
こ

の
時
期
は
検
見
引
の
な
い
年
の
ほ
う
が
多
い（
（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の

堀
村
の
年
貢
割
付
に
検
見
引
の
あ
る
年
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
堀
村
が
十
分
に
復
興
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
生
産
力
が
低
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
取
箇
は
着
実
に
上
昇
し
、
こ
の
時
期
の
最
後

の
年
で
あ
る
明
暦
元
年
に
は
田
方
三
ツ
二
分
、
畑
方
三
ツ
三
分
に
な
っ
た
。

一
方
で
堀
村
は
復
興
し
、
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

か
く
し
て
第
一
期
の
平
均
年
貢
は
田
方
で
七
四
石
一
三
四
、
畑
方
で

一
一
五
石
三
三
四
、
全
体
と
し
て
は
一
八
九
石
四
六
八
で
あ
っ
た
。
年
貢
率
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表 3　堀村時期別年貢平均割付高

年代（西暦） 田方　石 畑方　石 合計　石 年貢率 年数
1  慶安 1（1648）～明暦 1（1655） 　74.134  115.334  189.468 28.4 　8
2  明暦 2（1656）～寛文 7（1667）  100.502  151.102  251.603 34.9 　9
3  寛文 8（1668）～延宝 1（1673） 　93.781  157.224  251.005 33.8 　6
4  延宝 2（1674）～延宝 8（1690） 　86.841  155.923  242.764 31.6 　4
5  天和 1（1681）～元禄 3（1690） 　77.868  157.741  235.609 30.6 　5
6  元禄 4（1691）～宝永 4（1707）  104.915  169.530  274.445 35.2 　5
7  宝永 5（1708）  123.868  238.958  362.826 46.5 　1
8  宝永 6（1709）～享保 2（1717）  114.470  178.542  293.012 37.5 　7
9  享保 3（1718）～享保14（1729）  125.223  184.794  310.017 39.7 11
10 享保15（1730）～延享 1（1744）  112.444  189.583  302.027 38.6 15
11 延享 2（1745）～宝暦 5（1755） 　80.051  187.700  267.751 34.2 　8
12 宝暦 6（1756）～安永 3（1774） 　65.590  185.726  251.316 32.1 12
13 安永 4（1775）～天明 2（1782） 　81.444  161.137  242.581 31.0 　8
14 天明 3（1783）～寛政 2（1790） 　70.348  160.091  230.431 29.5 　7
15 寛政 3（1791）～享和 2（1802） 　79.117   82.834  161.951 20.7 10
16 享和 3（1803）～文政 2（1819） 　78.473   82.043  160.517 20.5 17
17 文政 3（1820）～文政12（1829） 　75.077   80.174  155.251 19.8 10
18 天保 1（1830）～天保13（1842） 　75.003   80.460  155.463 19.9 13
19 天保14（1843）～嘉永 5（1852） 　73.957   58.468  132.425 17.8 　9
20 嘉永 6（1853）～慶応 2（1866） 　78.735   63.430  141.565 18.0 13
21 慶応 3（1867）～明治 3（1870） 　79.082   65.316  144.398 18.0 　4
年数とは年貢割付の史料のあった年の数。年貢割付状（457 ～ 616）、年貢小割付帳（30，73 ～ 109，111 ～
116，118 ～ 299）より作製。
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は
二
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

堀
村
が
着
実
に
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
の
が
、
新
田
開
発
で
あ
る
。

第
二
期
の
最
初
の
年
で
あ
る
明
暦
二
年（

（1
（

（
一
六
五
六
）
に
は
、
四
五
石
〇
三

（
内
田
方
五
石
六
）
の
新
田
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）

に
も
九
石
五
〇
三
（
内
田
方
一
石
六
一
五
）、二
年
に
も
〇
石
二
一
（
皆
田
方
）

の
新
田
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
取
箇
も
着
実
に
上
昇
し
、
明
暦
三
年
の
田
方
は

本
郷
分
三
ツ
五
分
、
新
田
分
一
ツ
五
分
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
の
最
後
の

年
で
あ
る
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
は
本
郷
分
三
ツ
八
分
、
新
田
分
二
ツ

二
分
ま
で
上
昇
し
た
。
畑
方
は
明
暦
三
年
に
本
郷
分
三
ツ
七
分
、
新
田
分
一

ツ
五
分
で
あ
っ
た
が
、
寛
文
七
年
に
は
本
郷
分
三
ツ
八
分
、
新
田
分
二
ツ
七

分
に
上
昇
し
た
。
検
見
引
の
な
い
年
も
、
割
付
高
の
確
認
で
き
る
九
年
の
う

ち
五
年
あ
る
。
検
見
引
の
高
は
不
作
で
あ
っ
た
寛
文
三
年（
（（
（

（
一
六
六
三
）
の

五
八
石
六
四
を
除
け
ば
、
八
石
か
ら
二
〇
石
弱
で
し
か
な
か
っ
た
。

　

か
く
し
て
第
二
期
は
第
一
期
よ
り
も
年
貢
は
、
田
方
で
二
六
石
余
増
え

て
、
一
〇
〇
石
五
〇
二
で
あ
っ
た
。
畑
方
も
三
五
石
余
増
え
て
、
一
五
一

石
一
〇
二
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
も
年
貢
は
六
二
石
余
も
増
加
し
て
、

二
五
一
石
六
〇
三
で
あ
っ
た
。
年
貢
率
は
六
・
五
ポ
イ
ン
ト
も
上
昇
し
て
、

三
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
寛
文
元
年（
一
六
六
一
）に
、

徳
川
光
圀
は
水
戸
藩
第
二
代
藩
主
に
就
任
し
た
。
光
圀
は
年
貢
増
徴
政
策
を

支
持
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
限
界
に
達
し
て
い
た
。
堀
村
に
お

い
て
も
、
以
後
は
低
下
す
る
。

　

第
三
期
の
最
初
の
年
で
あ
る
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
年
は
、光
圀
治
下
、

最
初
の
飢
饉
に
襲
わ
れ
た
年
で
あ
る
。
光
圀
は
、「
公
仁
政
を
施
し
饑
荒
を

救
ふ
。
闔
境
歓
声
街
に
満
つ（
（（
（

」
と
、
仁
政
を
施
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
よ
り

具
体
的
に
は
他
領
へ
の
米
穀
の
販
売
を
禁
じ
、
他
領
か
ら
の
米
穀
の
買
入
を

許
可
し
た
。
ま
た
、
領
内
の
飢
民
に
藩
庫
か
ら
稗
を
貸
し
付
け
、
不
足
分
は

現
金
を
貸
し
付
け
た
。
こ
れ
ら
の
合
計
は
稗
に
換
算
し
て
、
二
万
三
八
四
四

石
に
な
っ
た（

（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
対
策
は
不
十
分
で
あ
り
、
こ
の
年
の
飢
饉
を

き
っ
か
け
に
し
て
水
戸
藩
領
農
村
の
荒
廃
化
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

堀
村
に
お
い
て
も
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
の
田
方
の
検
見
引
は
三
一

石
余
で
し
か
な
か
っ
た
。
取
箇
は
田
方
で
前
年
に
比
べ
て
本
郷
分
で
三
ツ
八

分
か
ら
三
ツ
七
分
と
一
分
減
ら
し
た
の
み
で
、
新
田
分
は
二
ツ
二
分
と
同
じ

で
あ
っ
た
。
畑
方
は
本
郷
分
で
三
ツ
八
分
か
ら
三
ツ
三
分
へ
、
新
田
分
で
二

ツ
七
分
か
ら
二
ツ
二
分
と
、
五
分
減
ら
し
た
の
み
で
あ
る
。
大
幅
な
減
免
は

実
施
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

堀
村
は
こ
の
飢
饉
の
た
め
に
か
な
り
の
痛
手
を
受
け
た
。
取
箇
を
み
る

と
、
こ
の
時
期
の
最
後
の
年
で
あ
る
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
ま
で
に
、
畑

方
は
本
郷
分
三
ツ
七
分
、
新
田
分
三
ツ
と
、
第
二
期
の
水
準
近
く
ま
で
回
復

し
た
が
、
田
方
は
本
郷
分
三
ツ
七
分
、
新
田
分
二
ツ
二
分
の
数
値
が
維
持
さ

れ
た
。
そ
の
う
え
、
田
方
は
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
以
降
、
毎
年
検
見

引
を
計
上
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
間
の
寛
文
一
一
年
に
四
一

石
四
六
四
（
内
田
方
一
石
六
一
一
）、
延
宝
元
年
に
三
石
一
六
一
（
内
田
方

一
石
二
五
七
）
の
新
田
の
打
出
を
え
た
。

　

か
く
し
て
、
第
三
期
は
第
二
期
と
比
べ
て
年
貢
は
、
田
方
で
六
石
余

減
っ
て
、
九
三
石
七
八
一
で
あ
っ
た
。
畑
方
は
六
石
余
増
え
て
、
一
五
七

石
二
二
四
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
は
一
石
未
満
の
減
少
で
、
二
五
一
石

〇
〇
五
に
な
っ
た
。
年
貢
率
も
一
・
一
ポ
イ
ン
ト
下
降
し
て
、
三
三
・
八
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

第
四
期（
（（
（

の
最
初
の
年
で
あ
る
延
宝
二
年（
一
六
七
四
）も
飢
饉
の
年
で
あ
っ

た
。
そ
れ
も
被
害
が
翌
年
に
及
ぶ
よ
う
な
飢
饉
の
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
対
策

と
し
て
光
圀
は
、「
御
救
」
を
施
す
よ
う
に
指
令
す
る（
（（
（

と
と
も
に
、「
公
ノ
膳

部
朝
夕
一
汁
三
、四
菜
、
節
句
式
日
二
汁
五
菜
タ
ル
ヘ
シ（
（（
（

」
と
、
食
事
の
量

を
減
ら
し
、
率
先
し
て
倹
約
に
励
ん
だ
。

　

し
か
し
、
こ
の
と
き
も
十
分
な
対
策
は
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
延
宝
二
年

─ 208 ─
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（
一
六
七
四
）
の
田
方
の
検
見
引
は
、
五
八
石
余
し
か
な
か
っ
た
。
取
箇
を

前
年
と
比
べ
る
と
、
田
方
で
は
本
郷
分
で
三
ツ
七
分
か
ら
三
ツ
四
分
へ
、
新

田
分
で
二
ツ
二
分
か
ら
二
ツ
へ
減
ら
し
て
い
る
。
畑
方
で
は
本
郷
分
で
三
ツ

七
分
か
ら
三
ツ
四
分
へ
、新
田
分
で
三
ツ
か
ら
二
ツ
八
分
へ
減
ら
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
お
よ
そ
飢
饉
対
策
の
た
め
の
減
免
措
置
と
い
え
る
数
値
で

は
な
い
。
そ
の
う
え
、
畑
方
本
郷
分
の
う
ち
か
ら
二
二
石
七
〇
一
、
取
箇
の

よ
り
高
い
三
ツ
五
分
の
町
付
分（
（（
（

を
新
た
に
設
定
し
た
の
で
あ
る
。

　

延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
も
飢
饉
の
年
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
年
以

降
、
水
戸
藩
領
全
体
で
田
方
の
検
見
引
が
、
毎
年
飢
饉
時
な
み
の
二
、三
万

石
以
上
を
計
上
す
る
よ
う
に
な
っ
た（
（（
（

。
長
期
に
わ
た
る
年
貢
増
徴
政
策
と
不

十
分
な
飢
饉
対
策
の
結
果
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
堀
村
で
確
認
す
る
。
田
方
の
検
見
引
は
二
七
石
余
し
か
な
か
っ

た
。
取
箇
を
前
年
と
比
べ
る
と
、
田
方
で
は
本
郷
分
で
三
ツ
五
分
か
ら
三
ツ

へ
、
新
田
分
で
二
ツ
二
分
か
ら
二
ツ
へ
減
ら
し
た
。
畑
方
で
は
本
郷
分
で
三

ツ
四
分
か
ら
三
ツ
一
分
へ
、
町
付
分
で
四
ツ
か
ら
三
ツ
八
分
へ
、
新
田
分
で

三
ツ
か
ら
二
ツ
八
分
へ
減
ら
し
た
の
み
で
あ
っ
た
。

　

か
く
し
て
第
四
期
は
第
三
期
に
比
べ
て
年
貢
は
、田
方
で
六
石
余
減
っ
て
、

八
六
石
八
四
一
で
あ
っ
た
。
畑
方
で
も
一
石
余
減
っ
て
、
一
五
五
石
九
二
三

で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
も
八
石
余
減
少
し
て
、
二
四
二
石
七
六
四
に
な
っ

た
。
年
貢
率
も
二
・
二
ポ
イ
ン
ト
下
降
し
て
、
三
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ

た
。

　

第
五
期（
（（
（

は
水
戸
藩
が
、
本
格
的
に
改
革
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
と
き
で
あ
る
。
光
圀
は
率
先
し
て
仁
政
を
施
し
た
。
た
と
え
ば
、
天

和
三
年
（
一
六
八
三
）
に
は
藍
瓶
役
な
ど
の
諸
雑
税
を
廃
止
・
減
免
し
た（
（1
（

。

ま
た
、元
禄
二
年（
一
六
八
九
）三
年
に
は
農
民
に
検
見
を
任
せ
た
。
し
か
し
、

光
圀
の
仁
政
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、藩
財
政
に
負
担
を
か
け
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
う
え
中
長
期
的
な
効
果
の
ほ
ど
は
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
藩
政
府
は
、
地
道
な
元
禄
改
革
を
実
施
し
た
。
勧
農
に
努
め
、
本
年

貢
を
軽
減
し
て
、
発
展
す
る
農
民
的
商
品
貨
幣
経
済
の
成
果
を
取
り
込
む
諸

雑
税
へ
の
課
税
を
強
化
し
た（

（（
（

。

　

こ
の
時
期
、
堀
村
の
荒
廃
は
着
実
に
進
行
し
た
。
以
前
は
田
方
の
検
見

引
は
二
〇
石
程
度
で
あ
っ
た
の
に
、
判
明
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
貞
享
三
年

（
一
六
八
六
）
に
五
四
石
余
、
四
年
に
八
五
石
余
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）

に
八
五
石
余
を
計
上
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
元
禄
三
年
の
分
は
農
民
に
検
見

を
任
せ
た
た
め
で
も
あ
る
。
取
箇
は
以
前
に
比
べ
る
と
低
く
停
滞
的
で
あ
っ

た
。
こ
の
時
期
の
最
後
の
年
で
あ
る
元
禄
三
年
を
み
る
と
、
田
方
は
本
郷
分

三
ツ
三
分
、
新
田
分
二
ツ
四
分
で
あ
り
、
本
郷
分
で
減
っ
て
い
る
。
一
方
、

畑
方
は
本
郷
分
三
ツ
四
分
、
町
付
分
四
ツ
二
分
、
新
田
分
三
ツ
と
、
第
四
期

の
水
準
を
維
持
し
た
。

　

か
く
し
て
第
五
期
は
第
四
期
と
比
べ
て
年
貢
は
、
田
方
で
九
石
近
く
減
っ

て
、
七
七
石
八
六
八
で
あ
っ
た
。
畑
方
は
一
石
余
増
え
て
、
一
五
七
石

七
四
一
に
な
っ
た
。
全
体
と
し
て
は
七
石
余
減
少
し
て
、
二
三
五
石
六
〇
九

で
あ
っ
た
。
年
貢
率
も
一
ポ
イ
ン
ト
下
降
し
て
、
三
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
っ
た
。
堀
村
で
も
ほ
か
の
村
ほ
ど
で
は
な
い（
（（
（

が
、
光
圀
治
世
末
期
の
荒
廃

化
が
、
数
値
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
か
ら
の
第
六
期（
（（
（

は
、
元
禄
改
革
の
成
果
と
し
て

復
興
期
で
あ
る
。
堀
村
も
前
期
に
比
べ
て
大
幅
に
年
貢
が
増
大
し
た
。
田
方

で
二
七
石
余
も
増
え
て
、
一
〇
四
石
九
一
五
で
あ
っ
た
。
畑
方
も
一
一
石
余

増
え
て
、
一
六
九
石
五
三
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
も
三
八
石
余
増
加
し

て
、
二
七
四
石
四
四
五
に
な
っ
た
。
年
貢
率
も
四
・
六
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
、

三
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

　

田
方
の
検
見
引
も
減
っ
て
、
判
明
す
る
か
ぎ
り
一
石
余
か
ら
二
四
石
余
で

あ
る
。
取
箇
も
順
調
に
上
昇
し
た
。
こ
の
時
期
の
最
後
の
年
で
あ
る
宝
永
四

年
（
一
七
〇
七
）
に
は
、
田
方
で
本
郷
分
四
ツ
一
分
、
新
田
分
二
ツ
八
分
、
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畑
方
で
本
郷
分
三
ツ
八
分
、
新
田
分
三
ツ
三
分
で
あ
る（
（（
（

。

　

堀
村
の
取
箇
の
上
昇
は
畑
方
よ
り
田
方
の
ほ
う
が
優
勢
で
あ
る
。
以
前

に
田
畑
の
も
っ
と
も
高
か
っ
た
の
は
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
で
あ
っ

た
。
本
郷
分
で
み
る
と
、
田
畑
と
も
に
三
ツ
八
分
で
あ
っ
た
。
宝
永
四
年

（
一
七
〇
七
）
の
畑
方
は
こ
の
数
値
を
回
復
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
田
方
は

そ
れ
を
超
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
堀
村
の
田
方
が
回
復
と
い
う
よ
り
も
発
展

し
て
き
た
理
由
の
一
つ
は
、用
水
路
の
改
善
で
あ
っ
た
。
慶
安
の
検
地
帳
に
、

用
水
路
な
ど
の
引
方
が
記
さ
れ
て
い
る
の
を
前
節
の
最
後
に
み
た
。
第
一
期

第
二
期
に
堀
村
が
上
昇
傾
向
を
示
し
た
大
き
な
背
景
の
一
つ
は
、
こ
の
点
に

あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
堀
村
が
光
圀
末
期
の
荒
廃
化
が
軽
微
で
あ
っ

た
理
由
も
、
こ
の
点
が
認
め
ら
れ
て
よ
い
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
改
善

の
努
力
を
継
続
し
た
の
で
あ
る
。そ
れ
を
示
す
の
が
、宝
永
三
年（
一
七
〇
六
）

の
割
付
状
か
ら
、
田
方
に
九
升
五
合
の
江
代
が
定
例
引
高
と
し
て
計
上
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
九
升
五
合
と
い
え
ば
、
面
積
に
し
て
三
〇
坪
程
度
に
す
ぎ

な
い
が
、
見
過
ご
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
に
築
か
れ
た
の

で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
こ
の
年
、
松
波
勘
十
郎
の
登
用
に
よ
っ
て
本
格
化
し

た
宝
永
の
新
法
の
一
方
策
と
し
て
、
こ
の
年
に
登
録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

安
定
化
し
た
田
方
の
年
貢
増
徴
を
保
障
す
る
論
拠
と
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

第
七
期
の
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
は
、
松
波
勘
十
郎
の
主
導
す
る
宝
永

の
新
法
に
よ
る
、
大
増
税
が
実
施
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
田
方
の
検
見
引
は
三

石
余
と
少
な
く
、
取
箇
も
本
郷
分
で
四
ツ
三
分
、
新
田
分
で
三
ツ
と
、
い
ず

れ
も
前
年
よ
り
二
分
増
え
て
過
去
最
高
で
あ
る
。
畑
方
は
記
載
様
式
が
変

わ
っ
た
。
本
郷
分
は
「
壱
石
ニ
永
弐
百
拾
文
」
掛
け
で
、「
取
永
八
拾
六
貫

四
三
七
文
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
二
石
五
斗
一
両
の
換
算
率
で
計
算

す
る
と
、
取
米
は
二
一
六
石
〇
九
三
、
取
箇
は
五
ツ
二
分
五
厘
で
あ
る
。
新

田
は
「
壱
石
ニ
永
百
三
拾
文
」
で
「
取
永
九
貫
百
四
拾
六
文
」
と
あ
る
か
ら
、

取
米
で
二
二
石
八
六
五
、
取
箇
は
三
ツ
二
分
五
厘
で
あ
る
。
畑
方
は
大
増
税

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
田
方
の
年
貢
は
第
六
期
に
比
べ
て
、
一
八
石
余
増
え
て
一
二
三

石
八
六
八
で
あ
っ
た
。
畑
方
は
六
九
石
余
も
増
え
て
、
二
三
八
石
九
五
八
で

あ
っ
た
。全
体
と
し
て
も
八
八
石
余
も
増
加
し
て
、三
六
二
石
八
二
六
に
な
っ

た
。
年
貢
率
も
一
一
・
三
ポ
イ
ン
ト
も
上
昇
し
て
四
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
、

飛
び
ぬ
け
て
高
い
、
全
期
間
の
最
高
値
と
な
っ
た
。

　

宝
永
の
新
法
は
百
姓
一
揆
が
起
き
て
廃
止
に
な
っ
た
。
翌
宝
永
六
年

（
一
七
〇
九
）
の
年
貢
割
付
は
、
元
禄
改
革
の
路
線
に
戻
り
、「
丑
の
本
取（
（（
（

」

と
い
わ
れ
て
後
年
の
基
準
と
さ
れ
た
。
表
4
に
み
る
よ
う
に
、
田
方
の
検
見

引
は
一
六
石
六
、
本
郷
分
の
取
箇
は
四
ツ
一
分
、
新
田
分
は
二
ツ
八
分
で

あ
っ
た
。
畑
方
は
本
郷
分
三
ツ
七
分
、
町
付
分
四
ツ
六
分
、
新
田
分
三
ツ
一

分
で
あ
っ
た
。
取
箇
の
平
均
、
す
な
わ
ち
、
年
貢
率
は
三
六
・
八
パ
ー
セ
ン
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表 4　宝永 6年堀村年貢割付

種類 取箇　ツ分 年貢地高　石 年貢高　石

引方
田方検見    16.600
定例     3.728
引方計    20.328

田方
本郷分 4.1　  268.369   110.031
新田分 2.8　    10.162     2.845
田方計  278.531   112.876

畑方

本郷分 3.7　  404.354   149.611
町付分 4.6　     7.249     3.335
新田分 3.1　    71.000    22.010
畑方計   482.603   174.956

合計　取箇平均 3.68   781.462   287.832
引高は本郷新田の合計。年貢割付状（495）より作製。
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ト
、
第
六
期
よ
り
も
一
・
六
ポ
イ
ン
ト
高
か
っ
た
。
取
米
の
合
計
も
二
八
七

石
八
三
二
で
あ
り
、
第
六
期
よ
り
も
一
三
石
余
も
高
く
な
っ
た
。

　

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
年
貢
割
付
が
後
年
の
基
準
と
さ
れ
た
こ
と
か

ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
第
八
期（
（（
（

は
も
っ
と
も
安
定
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
水
戸
藩
の
年
貢
増
徴
政
策
は
継
続
さ
れ
た
。
堀
村
は
そ
の
典
型
で

あ
る
。
第
八
期
の
最
後
の
年
で
あ
る
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
は
、
田
方
の

検
見
引
が
七
〇
石
余
も
あ
る
か
ら
不
作
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
昇

し
た
取
箇
は
軽
減
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
郷
分
の
み
示
す
と
、
田
方
は
四
ツ
三

分
、
畑
方
は
三
つ
八
分
に
据
え
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
第
八
期
は
第
六
期
に
比
べ
て
年
貢
は
、
田
畑
と
も
に
九
石
余
増

え
て
、
田
方
一
一
四
石
四
七
〇
と
畑
方
一
七
八
石
五
四
二
で
あ
っ
た
。
全
体

と
し
て
も
一
八
石
余
増
加
し
て
、
二
九
三
石
〇
一
二
で
あ
っ
た
。
年
貢
率
も

二
・
三
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
、
三
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

四　

享
保
二
年
の
堀
村

　

表
5
は
も
っ
と
も
安
定
し
た
時
期
で
あ
っ
た
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の

堀
村
の
農
民
階
層
で
あ
る
。
全
部
で
一
〇
七
軒
の
農
家
が
認
め
ら
れ
る
。
こ

の
当
時
の
除
地
を
除
い
た
村
高
は
、
七
八
一
石
八
九
四
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

百
姓
持
の
高
は
七
六
三
石
〇
二
一
で
あ
り
、
一
軒
あ
た
り
七
石
一
三
一
に
な

る
。
ほ
ぼ
水
戸
藩
領
の
一
軒
あ
た
り
の
持
高
七
石
に
近
い
数
値
で
あ
る
。
階

層
別
に
み
る
と
、
一
五
石
以
上
の
上
層
農
民
が
九
軒
で
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、

一
五
石
未
満
三
石
以
上
の
中
層
農
民
が
六
四
軒
で
五
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、

三
石
未
満
の
下
層
農
民
が
三
四
軒
で
三
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
表
2

の
正
保
の
検
地
は
面
積
で
、
こ
こ
で
は
石
高
と
違
っ
て
い
る
が
、
七
石
を
一

町
と
み
な
し
て
比
較
で
き
る
数
値
で
あ
る
。

　

農
家
軒
数
は
三
九
軒
増
え
て
い
る
。
上
層
農
民
を
み
る
と
、
一
九
軒
か
ら

九
軒
に
減
っ
て
い
る
か
ら
、
分
家
を
出
し
た
り
、
ま
た
検
地
の
と
き
と
比
べ

る
と
、
新
田
開
発
な
ど
に
よ
り
一
一
四
石
七
六
九
も
村
高
が
増
え
て
い
る
か

ら
、
正
保
の
時
点
で
は
ま
だ
自
立
し
て
い
な
か
っ
た
農
民
を
取
り
立
て
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

一
見
、
中
層
農
民
が
多
く
、
小
農
自
立
化
が
か
な
り
達
成
さ
れ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
内
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
中
層
農
民
の
う
ち
半
分
の
三
二
軒

が
、
平
均
以
下
の
六
石
未
満
の
田
畑
し
か
所
持
し
て
い
な
い
。
下
層
農
民
と

合
せ
る
と
六
七
軒
、
六
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
。
そ
の
対
極
に
あ
る
の

が
上
層
農
民
で
あ
る
。
九
軒
も
上
層
農
民
が
い
る
の
も
多
い
と
い
え
る
が
、

と
く
に
六
〇
石
台
・
五
〇
石
台
・
四
〇
石
台
・
三
〇
石
台
に
各
一
軒
あ
る
の

が
注
目
さ
れ
る
。
当
時
の
堀
村
は
、
農
民
層
分
解
の
進
行
す
る
村
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
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表 5　享保 2年堀村農民階層

持高　石 人数 人数 ％
63 ～ 66 1

9 8.4

51 ～ 54 1
42 ～ 45 1
30 ～ 33 1
27 ～ 30 0
24 ～ 27 1
21 ～ 24 1
18 ～ 21 0
15 ～ 18 3
12 ～ 15 2

64 59.8
　9 ～ 12 11
　6 ～　9 19
　3 ～　6 32
　0 ～　3 34 34 31.8

合計 107 107 100
年貢小割付帳（73，74）より作製。宗教関係者と「村中」、
苗字を持つ者を除いた。



筑波学院大学紀要11 2016

（9）

　

堀
村
の
農
家
は
よ
く
潰
れ
、
ま
た
新
た
に
取
り
立
て
ら
れ
た
。
表
6
と
7

は
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
か
ら
一
〇
年
後
ま
で
の
間
に
取
り
立
て
ら
れ

た
、
ま
た
潰
れ
た
農
家
で
あ
る
。
表
6
を
み
る
と
、
取
り
立
て
ら
れ
た
農
家

は
一
二
軒
あ
る
。
そ
の
う
ち
七
軒
が
分
家
と
確
認
で
き
る
。
本
家
は
二
二
番

家（
（（
（

吉
郎
兵
衛
が
一
九
石
余
の
上
層
農
民
で
あ
る
ほ
か
は
、
み
な
中
層
農
民
で

あ
る
。
た
だ
し
、
二
五
番
家
吉
十
郎
が
九
石
余
の
ほ
か
は
一
〇
石
以
上
で
、

幕
府
の
分
地
制
限
令
の
一
〇
石
の
水
準
は
守
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
取
り

立
て
ら
れ
た
農
家
は
、
一
二
二
番
家
喜
惣
次
が
九
石
余
の
ほ
か
は
、
み
な
六

石
未
満
で
あ
る
。
一
一
七
番
家
勘
平
の
ご
と
き
は
一
石
余
の
下
層
農
民
で
し

か
な
い
。
そ
の
う
え
本
家
を
み
る
と
、
二
五
番
家
吉
十
郎
、
二
六
番
家
門
衛

門
、
七
八
番
家
権
兵
衛
の
三
家
も
六
石
未
満
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
中
層

農
民
か
ら
の
分
家
取
立
は
、
脆
弱
な
経
営
体
質
の
農
家
の
創
出
を
意
味
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
分
家
を
出
し
た
理
由
は
、
農
民
の
相
続
の
意
識
、
単

独
相
続
で
は
な
く
分
割
相
続
と
の
意
識
が
、
根
強
く
残
っ
て
い
た
か
ら
と
み

な
せ
る
。

　

残
り
の
五
軒
の
出
自
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
農
家

は
、
一
度
潰
れ
た
農
家
を
再
興
し
た
事
例
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
農
家
に
は
百
姓
株
が
あ
っ
て
、
一
時
的
に
潰
れ
た
と
し
て
も
、
再
興
さ

れ
て
永
続
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た（
（（
（

。
潰
れ
と
は
、
村
の
内
外
に
相
続

人
が
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
用
語
で
あ
る
。
も
し
完
全
に
い
な
く
な

れ
ば
、
絶
前
の
用
語
が
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

彼
ら
が
取
り
立
て
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
相
応
の
自
己
資
金
も
必
要
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
村
落
共
同
体
の
理
解
と
援
助
が

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
持
高
は
一
一
五
番
家
平
衛
門
が
五

石
余
の
ほ
か
は
、
み
な
三
石
未
満
の
下
層
農
民
で
あ
っ
た
。
表
7
を
み
て
わ

か
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
う
ち
一
一
三
番
家
八
助
と
一
二
〇
番
家
権
衛
門
は
早

そ
う
に
潰
れ
て
し
ま
っ
た
。
な
お
一
一
七
番
家
勘
平
も
潰
れ
た
。
脆
弱
な
体

質
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
彼
ら
の
う
ち
の
一
一
四
番
家
甚
五
兵
衛

は
、
後
に
五
石
余
ま
で
成
長
し
た
。
ま
た
、
一
一
五
番
家
は
一
一
石
余
ま
で

成
長
し
た
。

　

表
7
は
潰
れ
た
農
家
で
あ
る
。
一
〇
軒
あ
る
。
う
ち
三
軒
は
表
6
で
取
り

立
て
ら
れ
て
、
早
そ
う
に
潰
れ
た
農
家
で
あ
る
。
わ
ず
か
な
持
高
の
脆
弱
な

体
質
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
残
り
の
農
家
の
多
く
は
、
も
と
も
と
こ
の
持

高
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
家
勢
の
衰
え
と
と
も
に
持
高
を
減
ら
し
た
結
果
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表 6　享保前期堀村新百姓

家番号 人名 年代 持高　石 備考　（　）内元持高　石

113 八助 享保 3 年 2.455
114 甚五兵衛 享保 3 年 0.540
115 平衛門 享保 4 年 5.362
116 市之丞 享保 5 年 5.040 78番家（10.082）より分家
117 勘平 享保 5 年 1.629 23番家（10.110）より分家
118 源兵衛 享保 5 年 5.199 26番家（10.398）より分家
119 平左衛門 享保 7 年 5.958 60番家（14.999）より分家
120 権衛門 享保 9 年 1.520
121 孫三郎 享保 9 年 3.890 25番家（　9.329）より分家
122 喜惣次 享保 9 年 9.228 22番家（19.943）より分家
125 市兵衛 享保10年 1.496
124 千之助 享保12年 3.130 23番家（10.110）より分家

小割付帳より作製。年代はこの年から確認できる年。持高はこの年で確認で
きない場合は最近の数値。
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と
い
え
る
。
百
姓
は
労
働
力
が
確
保
で
き
な
く
な
る
よ
う
な
不
幸
に
襲
わ
れ

る
と
、
田
畑
を
切
り
売
り
し
て
没
落
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
一
〇
軒
の
う

ち
一
一
七
番
家
奥
衛
門
の
田
畑
は
三
〇
番
家
吉
兵
衛
に
、
一
二
〇
番
家
権
衛

門
の
田
畑
は
七
八
番
家
権
兵
衛
に
、全
部
移
動
し
た
。
こ
う
し
た
事
例
で
は
、

後
年
、
親
戚
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
一
一
七
番
家
は
二
三
番

家
作
衛
門
か
ら
分
家
し
た
農
家
で
あ
る
が
、
三
〇
番
家
と
の
親
戚
関
係
は
不

明
で
あ
る
。
一
二
〇
番
家
と
七
八
番
家
も
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
土

地
移
動
に
当
た
っ
て
は
、
同
族
団
も
し
く
は
共
同
体
が
関
与
し
て
い
た
こ
と

は
疑
い
な
い
。
残
り
の
八
軒
の
処
理
は
ど
う
な
さ
れ
た
の
か
確
認
で
き
な

か
っ
た
が
、
切
り
売
り
し
た
残
り
の
田
畑
は
普
通
は
あ
ま
り
良
い
も
の
と
は

期
待
で
き
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
引
き
請
け
さ
せ
る
た
め
に
共
同
体
が
関
与
し

て
い
た
、
と
推
測
で
き
る
。

　

貧
し
い
農
民
の
経
営
が
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
て
き
た
。
堀
村
に
は

貧
し
い
、
経
営
の
不
安
定
な
農
民
が
多
い
。
彼
ら
は
い
か
に
生
計
を
た
て
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
論
述
し
た
な
か
か
ら
明
ら
か
に
い
え
る
点

は
、
上
層
農
民
の
小
作
を
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
視
点
を
変
え

て
み
る
と
、
彼
ら
が
か
な
ら
ず
し
も
貧
し
く
な
か
っ
た
、
経
営
が
不
安
定
で

あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
堀
村
の
実
態
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。

　

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
村
役
人
を
み
る
と
、
庄
屋
は
持
高
三
二
石
余

の
二
一
番
家
平
兵
衛
で
あ
る
。
四
人
の
組
頭
の
う
ち
三
人
は
、
一
番
組（
（（
（

は

一
六
石
余
の
二
番
家
兵
左
衛
門
、二
番
組
は
六
五
石
余
四
二
番
家
三
郎
兵
衛
、

四
番
組
は
九
石
余
七
三
番
家
次
郎
兵
衛
で
あ
る
。
残
り
の
三
番
組
与
衛
門
の

名
は
、
こ
の
年
の
小
割
付
帳
に
は
な
い
。
小
割
付
帳
な
ど
を
み
て
い
く
と
、

与
衛
門
は
享
保
元
年
か
ら
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
ま
で
組
頭
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
五
六
番
家
の
当
主
名
は
享
保
一
〇
年
か
ら
延
享
四
年
ま
で
与
衛
門

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
三
番
家
が
与
衛
門
の
家
な
の
で
あ
る
。
享
保
二
年

の
当
主
名
は
喜
兵
衛
、
持
高
は
一
一
石
余
で
あ
っ
た
。
村
役
人
を
一
見
し
て

い
え
る
こ
と
は
、
持
高
に
し
た
が
っ
て
序
列
化
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

庄
屋
・
組
頭
の
村
役
人
は
年
貢
皆
済
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
で
、
上
位
の

高
持
が
就
任
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
こ
の
時
期
の
堀
村
の

農
民
は
苗
字
を
名
乗
っ
て
い
な
い
か
ら
庄
屋
よ
り
持
高
の
多
い
上
層
農
民
と

い
え
ど
も
、
郷
士
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
庄
屋
の
う
え
で
あ
る
大
山
守
で

あ
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

庄
屋
平
兵
衛
の
順
位
は
四
位
で
あ
る
。
平
兵
衛
の
属
す
る
一
番
組
に
は
、

ほ
か
に
上
層
農
民
と
し
て
二
位
五
三
石
余
三
番
家
八
郎
兵
衛
と
三
位
四
三
石

余
二
〇
番
家
藤
左
衛
門
が
い
る
。
平
兵
衛
と
兵
左
衛
門
は
彼
ら
を
超
え
て
、
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表 7　享保前期堀村潰百姓

家番号 人名 年代 持高　石 備考　（　）持高　石

　70 杢兵衛 享保 2 年 2.298
111 吉平 享保 3 年 1.858
　98 利左衛門 享保 5 年 2.027
110 孫衛門 享保 5 年 0.281
113 本助 享保 5 年 0.281
　69 弥衛門 享保 9 年 0.816
103 権次郎 享保 9 年 0.376
　14 武衛門 享保10年 0.437
117 奥衛門 享保10年 3.213 30番家（8.256）に吸収
120 権衛門 享保12年 1.520 78番家（5.042）に吸収

出典は表 6 と同じ。年代はこの年まで確認できる年。持高はこの年
で確認できない場合は最近の数値。
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庄
屋
・
組
頭
で
あ
っ
た
。

　

二
番
組
を
み
る
と
、
村
内
一
位
で
あ
っ
た
三
郎
兵
衛
が
組
頭
で
あ
っ
た
点

も
解
し
か
ね
る
。
三
郎
兵
衛
の
組
に
は
六
位
二
一
石
余
二
二
番
家
吉
郎
平
と

九
位
一
五
石
余
四
三
番
家
次
左
衛
門
が
い
る
。
常
識
的
に
は
三
郎
兵
衛
が
庄

屋
で
、
彼
ら
が
組
頭
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

三
番
組
に
は
五
位
二
五
石
余
五
三
番
家
善
六
と
八
位
一
五
石
余
六
七
番
家

伝
六
が
い
る
。
与
衛
門
は
彼
ら
を
超
え
て
、
一
一
石
余
の
中
層
農
民
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
組
頭
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

四
番
組
は
新
田
組
と
い
っ
て
、
一
〇
石
余
以
下
の
中
下
層
農
民
で
構
成
さ

れ
た
組
で
あ
る
。
次
郎
兵
衛
の
上
に
は
一
〇
石
余
の
七
八
番
家
権
兵
衛
と

七
九
番
家
勘
之
丞
が
い
て
、
次
郎
兵
衛
は
組
内
三
位
の
持
高
で
あ
っ
た
。
こ

の
組
内
の
構
成
か
ら
す
れ
ば
、
次
郎
兵
衛
の
組
頭
就
任
は
や
む
を
え
な
か
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
年
貢
皆
済
の
責
任
は
果
た
せ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

な
ぜ
、
堀
村
の
村
役
人
は
持
高
に
比
例
し
て
序
列
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
中
層
農
民
が
組
頭
で
あ
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
念
の

た
め
に
、
さ
ら
に
享
保
末
ま
で
の
庄
屋
・
組
頭
の
家
を
確
認
し
て
お
く
。
一

番
組
で
は
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
三
一
石
余
二
〇
番
家
勘
衛
門
が
組
頭

に
な
り
、
九
年
に
勘
衛
門
の
庄
屋
就
任
に
と
も
な
い
、
三
石
余
一
七
番
家
幾

衛
門
が
組
頭
に
な
っ
た
。
二
番
組
で
は
四
年
に
二
七
石
余
五
三
番
家
市
郎
衛

門
が
組
頭
に
な
っ
た
（
組
頭
の
移
動
に
関
し
て
は
六
節
に
述
べ
る
）。
四
番

組
で
は
七
年
に
七
石
余
八
九
番
家
惣
左
衛
門
が
組
頭
に
な
っ
た
。
こ
れ
以
後

も
中
層
農
民
の
組
頭
は
多
い
。そ
の
理
由
と
し
て
一
つ
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、

当
時
の
堀
村
は
持
高
の
み
が
貧
富
の
基
準
で
は
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。

　

堀
村
の
指
銭
帳
は
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
以
降
の
分
が
よ
く
残
さ
れ

て
い
る（
（1
（

。
一
八
世
紀
の
公
納
分
の
項
を
み
る
と
、「
ほ
う
き
懸
」「
御
城
内
懸
」

が
散
見
さ
れ
る
。
堀
村
は
近
郊
農
村
と
し
て
、
御
城
の
清
掃
の
役
を
負
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
毎
年
賦
課
さ
れ
る
も
の
に
、「
炭
付
萱
付
懸
」
が

あ
る
。
堀
村
は
、
御
城
で
消
費
さ
れ
る
炭
と
萱
を
賦
課
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
の
銘
細
書
上
に
よ
る
と
、
堀
村
に
は
御
立
山
四

町
三
反
二
三
歩
、
分
附
山
三
七
町
六
反
一
畝
二
九
歩
、
他
村
と
の
入
会
散
野

五
七
町
六
反
五
畝
ほ
ど
が
あ
っ
た（
（（
（

。
水
戸
の
中
心
へ
歩
い
て
一
時
間
も
か
か

ら
な
い
堀
村
の
農
民
は
、
薪
炭
を
上
納
す
る
の
み
で
な
く
、
積
極
的
に
市
中

に
販
売
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る（
（（
（

。
ま
た
、
こ
の
村
の
農
民
は
個
別
に
野
菜

な
ど
を
売
り
に
行
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

水
戸
の
町
方
と
の
濃
厚
な
関
係
を
示
す
の
が
、
畑
方
の
町
付
分
で
あ
る
。

一
七
世
紀
後
半
、
水
戸
の
町
は
街
道
筋
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
堀
村
を
通
る

宇
都
宮
街
道
の
東
隣
の
袴
塚
村
で
は
、「
延
宝
三
年
こ
ろ
ま
で
全
然
な
か
っ

た
家
屋
敷
が
貞
享
二
年
に
は
七
、八
軒
と
な
り
、
享
保
十
一
年
に
は
七
三
軒

に
増
加（
（（
（

し
」
た
。
こ
の
延
長
上
に
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
、
堀
村
の
町

付
分
二
二
石
七
〇
一
は
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

堀
村
の
町
付
分
に
は
変
動
が
あ
る
が
、
正
徳
年
間
に
な
る
と
確
実
に
減

少
傾
向
を
示
し
た
。
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
は
本
新
田
合
せ
て
五
石

四
七
九
で
あ
る
。
享
保
一
五
年
に
は
一
度
、
消
滅
し
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由

は
、
水
戸
城
下
町
の
経
済
的
発
展
は
元
禄
こ
ろ
が
最
盛
期
で
、
そ
の
後
、
衰

退
し
た（
（（
（

た
め
で
あ
ろ
う
。

　

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
堀
村
の
小
割
付
帳
に
は
、
三
人
の
苗
字
を
名

乗
る
高
持
が
い
る
。
彼
ら
は
町
付
分
の
所
持
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
持
高
は
、

大
森
源
八
は
町
付
分
三
石
六
二
四
、
関
屋
六
左
衛
門
は
同
分
一
石
八
五
五
で

あ
っ
た
。
二
人
は
こ
の
年
の
町
付
分
の
す
べ
て
を
所
持
し
て
い
た
。
三
人
目

の
渡
井
寿
貞
の
一
石
二
五
五
に
は
、「
当
酉
よ
り
町
付
分
郷
分
ニ
成
」
る
と

注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
、
郷
分
地
に
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
渡

井
は
〇
石
五
〇
七
の
畑
を
所
持
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
以
前
は
町
付
分
で
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あ
っ
た
と
み
な
し
て
間
違
い
な
い
。

　

町
付
分
は
郷
分
地
で
は
な
く
、
家
が
建
ち
並
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
右
の

苗
字
を
持
つ
三
人
は
堀
村
の
農
民
で
は
な
く
、
水
戸
の
町
人
で
あ
っ
た
と
み

な
せ
る
。
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
商
売
を
営
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

を
示
す
史
料
に
欠
け
る
が
、
表
8
に
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
の
堀
村
の

営
業
人
を
示
し
た
。
旅
籠
屋
が
二
軒
あ
る
。
菓
子
を
商
っ
て
い
る
者
が
六
軒
、

酒
が
六
軒
、
荒
物
が
一
軒
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
店
の
多
く
は
街
道
筋
に
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
。

　

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
と
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
と
で
は
一
六
五

年
も
時
間
差
が
あ
り
、
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
城
下
町
水
戸
の
経
済

が
発
展
し
て
い
た
当
時
は
、
近
郊
農
村
の
堀
村
も
水
戸
の
商
圏
に
強
く
結
び

つ
い
て
い
た
こ
と
を
町
付
分
は
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
町
付
分
は
消
滅
し

て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
関
係
が
村
民
の
よ
っ
て
継
続
し
た
こ
と

は
、次
の
事
実
が
十
分
に
示
し
て
い
る
。
一
つ
に
は
指
銭
帳
に
「
納
真
木
掛
」

の
項
が
明
治
に
至
る
ま
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
表
8
に
材
木
を

商
う
者
が
二
軒
、
薪
炭
を
商
う
者
が
一
軒
、
米
穀
肥
料
を
商
う
者
が
二
軒
、

塩
を
商
う
者
が
一
軒
、
糀
を
商
う
者
が
一
軒
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
享
保

一
一
年
（
一
七
二
六
）
に
水
戸
の
町
人
が
、
近
郊
農
村
で
商
人
・
職
人
が
増

加
し
た
の
で
町
方
が
衰
え
た
と
訴
え
た
訴
状
の
書
上
に
よ
れ
ば
、
堀
村
に
は

一
〇
人
の
商
人
が
い
て
、「
元
酒
屋
・
清
酒
・
塩
・
糀
・
古
着
・
穀
物
」
を
商
っ

て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
（（
（

。

　

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
堀
村
は
城
下
町
水
戸
の
商
圏
に
組
み
込
ま
れ

て
、
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
し
た
村
に
な
っ
て
い
た
。
農
民
層
分
解
も
そ
の

た
め
に
起
き
た
と
い
え
る
。
所
持
石
高
の
み
で
は
貧
富
の
基
準
に
な
ら
ず
、

一
〇
石
程
度
の
、
さ
ら
に
は
そ
れ
以
下
の
農
民
が
組
頭
を
務
め
る
ほ
ど
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五　

増
徴
の
進
行
と
荒
廃
化

　

ふ
た
た
び
表
3
に
戻
る
。堀
村
の
豊
か
さ
は
水
戸
藩
に
、堀
村
の
よ
り
い
っ

そ
う
の
年
貢
増
徴
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
九
期（
（（
（

の
は
じ
め
の
年
で

あ
る
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
、
田
方
本
郷
分
は
一
分
上
が
っ
て
四
ツ
四

分
に
な
っ
た
。
新
田
分
は
前
と
同
じ
二
ツ
八
分
で
あ
っ
た
。
畑
方
は
す
べ
て

の
項
目
で
一
分
上
が
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
郷
分
三
ツ
九
分
、
本
郷
町
付
分

四
ツ
七
分
、
新
田
分
三
ツ
二
分
、
新
田
町
付
分
三
ツ
四
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
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表 8　明治15年堀村営業人

人名 商金高　円 業種 営業品目
川崎助重 90 　小売業 油類
青木三代次 90 　小売業 材木
川崎直七 　旅籠屋
川崎吉太郎 40 　小売商 菓子類、豆腐
山田伊兵衛 陸運営業
大原粂之介 990 　仲買商 米雑穀、塩、粕干鰯、薪炭
渡辺亨 　　水車
安蔵秀介 400 　　質屋
市毛平八 90 　小売商 古銅類
桜井安衛門 　旅籠屋
須能惣十郎 　　紺屋
安蔵周蔵 55 　小売商 酒類、菓子類
須能長八 90 　小売商 豆腐、酒
須能蔵衛門 390 　仲買商 米雑穀、粕類、材木
安蔵与吉 40 　小売商 絵紙類、菓子類
須能善五郎 50 　小売商 菓子
安蔵勇之助 400 　卸売商 醤油
安蔵金次郎 90 　小売商 糀
須能太衛門 95 　小売商 酒類、菓子
安蔵錠 90 　小売商 油類
桜井安衛門 70 　小売商 酒類、菓子
須能惣十郎 90 　小売商 藍玉
川崎直七 90 　小売商 酒類

「十五年度地方税営業人等級報告書」（1115）より作製。
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こ
の
時
期
に
畑
方
の
取
箇
は
、
新
田
分
と
新
田
町
付
分
が
享
保
五
年
に
三
ツ

三
分
と
三
ツ
五
分
に
、七
年
に
三
ツ
四
分
と
三
ツ
六
分
に
上
が
っ
た
。
一
方
、

田
方
も
強
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
享
保
五
年
に
新
田
分
が
二
ツ
九
分
に
、

七
年
に
本
郷
分
が
四
ツ
五
分
に
、九
年
に
は
本
郷
分
が
四
ツ
六
分
に
な
っ
た
。

検
見
引
も
少
な
く
、
表
4
に
み
る
基
準
と
さ
れ
た
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）

の
検
見
引
高
一
六
石
六
を
上
回
っ
た
年
は
、
享
保
六
年
二
八
石
余
、
八
年

二
九
石
余
、
一
三
年
二
六
石
余
し
か
な
く
、
一
〇
石
に
み
た
な
い
年
が
五
年

も
あ
っ
た
。

　

か
く
し
て
第
九
期
は
第
八
期
に
比
べ
て
年
貢
は
、
田
方
で
八
石
余
増
え
て

一
二
五
石
二
二
三
で
あ
っ
た
。
畑
方
で
六
石
余
増
え
て
一
八
四
石
七
九
四
で

あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
は
一
七
石
余
増
加
し
て
、
三
一
〇
石
〇
一
七
で
あ
っ

た
。
年
貢
率
も
二
・
二
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
、
三
九
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ

た
。

　

第
一
〇
期
に
な
っ
て
も
増
徴
は
継
続
さ
れ
た
。
取
箇
を
み
る
と
、
畑
方
で

は
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
に
本
郷
分
が
四
ツ
に
な
っ
た
。
二
年
に
は
本
郷

分
が
四
ツ
一
分
、
新
田
分
が
三
ツ
五
分
に
な
っ
た
。
田
方
で
は
五
年
に
本
郷

分
が
四
ツ
七
分
に
な
っ
た
。

　

こ
の
増
徴
は
無
理
で
あ
っ
た
。
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
に
町
付
分
が

消
え
た
の
は
、
堀
村
が
困
窮
化
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
堀
村

の
皆
済
状
は
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
分
か
ら
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
分

ま
で
よ
く
残
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
以
前
は
享
保
三
年
分
と
九
年

分
が
未
進
で
あ
っ
た
の
み
で
あ
る
が
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
分
以
降
は

天
明
年
間
に
至
る
ま
で
、
毎
年
未
進
を
繰
り
返
し
た
の
で
あ
る
。

　

田
方
の
検
見
引
を
み
て
も
、
享
保
一
六
年
に
四
一
石
余
を
出
し
て
か
ら

は
、
年
々
増
加
の
傾
向
を
示
し
た
。
こ
の
時
期
に
検
見
引
が
二
〇
石
以
下

で
あ
っ
た
の
は
、
享
保
一
五
年
一
一
石
余
、
一
七
年
一
八
石
余
、
元
文
三

年
（
一
七
三
八
）
一
四
石
余
、
四
年
二
〇
石
余
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
あ
と
は

三
〇
石
以
上
で
あ
る
。
五
〇
石
以
上
の
年
を
列
挙
す
る
と
、
享
保
一
九
年

九
七
石
余
、
元
文
元
年
八
〇
石
余
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
七
三
石
余
、

二
年
一
〇
七
石
余
、
三
年
五
七
石
余
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
六
四
石
余

で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
だ
け
検
見
引
が
増
大
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

取
箇
が
下
げ
ら
れ
た
の
は
、
元
文
四
年
に
畑
方
本
郷
分
で
四
ツ
と
一
分
下
げ

ら
れ
た
の
み
で
あ
る
。
い
か
に
水
戸
藩
の
増
徴
政
策
が
強
烈
で
あ
っ
た
か
を

示
し
て
い
る
。

　

か
く
し
て
第
一
〇
期
は
第
九
期
に
比
べ
て
年
貢
は
、
田
方
で
一
二
石
余

減
っ
て
、
一
一
二
石
四
四
四
で
あ
っ
た
。
畑
方
は
四
石
余
増
え
て
、
一
八
九

石
五
八
三
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
は
、
七
石
余
減
少
し
て
、
三
〇
二
石

〇
二
七
で
あ
っ
た
。
年
貢
率
も
一
・
一
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
、
三
八
・
六
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
に
水
戸
藩
は
財
政
難
の
た
め
に
幕
府
に
拝
借
金

を
願
っ
た
が
、
逆
に
改
革
を
命
じ
ら
れ
た
。
第
一
一
期（
（（
（

は
そ
の
改
革
の
時
期

で
あ
る
。
改
革
は
一
応
成
功
し
た
と
さ
れ
る（
（（
（

が
、
そ
れ
は
過
酷
な
年
貢
収
奪

の
実
行
に
よ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
下
伊
勢
畑
村
で
は
繩
下
・
入
牢
が
頻
繁
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（
（1
（

。
こ
の
時
期
の
堀
村
は
年
貢
が
激
減
し
た
と
き
で

あ
る
。
天
災
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
、長
年
の
過
酷
な
増
徴
政
策
の
た
め
に
、

堀
村
が
疲
弊
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）、
田
方
本
郷
分
の
取
箇
が
一
分
下
が
っ
て
四
ツ

五
分
に
な
っ
た
。
こ
の
年
の
田
方
は
大
変
な
不
作
で
、
検
見
引
は
一
四
二
石

余
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
、ほ
か
の
項
目
の
取
箇
は
前
年
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

翌
三
年
も
大
不
作
で
検
見
引
が
一
四
四
石
余
も
あ
っ
た
が
、
取
箇
は
前
年
と

同
じ
で
あ
っ
た
。
翌
四
年
も
大
不
作
で
あ
っ
た
。
検
見
引
は
一
一
七
石
余
も

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
こ
の
年
は
、
ふ
た
た
び
田
方
本
郷
分
の
取
箇
が
一
分

下
げ
ら
れ
て
四
ツ
四
分
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
年
ふ
た
た
び
畑
方
本
郷

分
に
一
石
五
〇
七
、
新
田
分
に
〇
石
三
四
八
の
町
付
分
が
設
定
さ
れ
た
が
、
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疲
弊
し
た
堀
村
で
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
。
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
ま
で

し
か
続
か
な
か
っ
た
。

　

寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
の
堀
村
は
飢
饉
と
い
う
ほ
か
な
い
。
田
方
検

見
引
は
二
五
七
石
余
も
あ
っ
た
。
表
4
に
み
た
よ
う
に
田
方
の
年
貢
地
は

二
九
四
石
余
で
あ
っ
た
か
ら
、
実
に
八
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
田
方
が
引
か

れ
た
の
で
あ
る
。
取
箇
は
畑
方
本
郷
分
で
一
ツ
減
っ
て
三
ツ
一
分
、
新
田
分

で
二
分
減
っ
て
三
ツ
三
分
と
な
っ
た
が
、
田
方
は
本
新
田
と
も
に
前
年
と
同

じ
四
ツ
四
分
と
三
ツ
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
は
小
康
を
え
た
よ
う
で
あ
る
。
判
明
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
寛
延
三

年
（
一
七
五
〇
）
の
田
方
検
見
引
は
一
九
石
余
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）

は
二
九
石
余
、
三
年
は
六
四
石
余
で
あ
っ
た
。
取
箇
も
田
方
本
郷
分
四
ツ
四

分
、
新
田
分
三
ツ
、
畑
方
本
郷
分
は
四
ツ
か
四
ツ
一
分
、
新
田
分
は
三
ツ
四

分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
宝
暦
五
年
に
ふ
た
た
び
一
一
四
石
余
も
検
見
引
を

出
し
た
。
そ
の
た
め
に
田
方
本
郷
分
の
取
箇
は
二
分
下
げ
ら
れ
て
、
四
ツ
二

分
に
な
っ
た
。

　

か
く
し
て
第
一
一
期
は
第
一
〇
期
に
比
べ
て
年
貢
は
、
田
方
で
三
二
石
余

も
減
っ
て
、
八
〇
石
〇
五
一
で
あ
っ
た
。
畑
方
も
一
石
余
減
っ
て
、
一
八
七

石
七
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
も
三
四
石
余
減
少
し
て
、
二
六
七
石
七
五
一

で
あ
っ
た
。
年
貢
率
も
四
・
四
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
、
三
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
っ
た
。

　

第
一
二
期（
（（
（

は
第
一
一
期
か
ら
の
不
安
定
さ
が
継
続
し
た
。
判
明
す
る
か
ぎ

り
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
ま
で
の
田
方
検
見
引
を
列
挙
す
る
と
、
宝
暦
七

年
（
一
七
五
七
）
は
一
一
二
石
余
、九
年
は
七
〇
石
余
、一
一
年
は
八
三
石
余
、

明
和
元
年
は
七
二
石
余
、
四
年
は
一
二
八
石
余
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
取
箇

は
宝
暦
五
年
以
来
の
、
田
方
本
郷
分
四
ツ
二
分
、
新
田
分
三
ツ
、
畑
方
本
郷

分
四
ツ
一
分
、
新
田
分
三
ツ
四
分
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
明
和
の
末
か
ら
安

永
の
初
め
に
か
け
て
の
飢
饉
に
襲
わ
れ
た
。

　

明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
の
田
方
検
見
引
は
一
五
〇
石
余
に
も
な
っ
た
。

こ
の
年
、
田
方
本
郷
分
の
取
箇
は
一
分
下
が
っ
て
四
ツ
一
分
に
、
畑
方
新
田

分
も
一
分
下
が
っ
て
三
ツ
三
分
に
な
っ
た
。
七
年
に
は
検
見
引
は
さ
ら
に
増

え
て
二
三
一
石
余
で
あ
る
。
取
箇
は
田
方
は
五
年
と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
畑

方
は
大
幅
に
下
が
っ
て
、
本
郷
分
三
ツ
三
分
、
新
田
分
二
ツ
五
分
に
な
っ

た
。
八
年
は
さ
ら
に
ひ
ど
く
、
検
見
引
は
田
方
の
九
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、

二
八
七
石
余
に
も
な
っ
た
。
取
箇
は
田
方
は
前
年
と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
畑

方
は
回
復
し
て
本
郷
分
三
ツ
八
分
、
新
田
分
三
ツ
一
分
で
あ
っ
た
。
翌
安
永

元
年
（
一
七
七
二
）
も
検
見
引
が
二
一
七
石
余
も
あ
り
、
田
方
の
取
箇
が
一

分
下
が
っ
て
、
四
ツ
に
な
っ
た
。
二
年
に
な
る
と
小
康
を
え
た
よ
う
で
、
検

見
引
は
八
七
石
余
に
減
り
、畑
方
の
取
箇
が
本
新
田
と
も
に
一
分
上
が
っ
て
、

三
ツ
九
分
と
三
ツ
二
分
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
翌
三
年
の
検
見
引
は
又
増
え

て
一
〇
八
石
余
に
な
っ
た
が
、取
箇
は
田
畑
と
も
に
前
年
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
期
、
農
民
を
苦
し
め
た
の
は
年
貢
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
指
銭
帳

を
み
る
と
、
こ
の
時
期
に
御
用
金
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
明
和
四
年

な
ど
に
は
「
常
輪
御
用
金
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
毎
年
、
賦
課
さ
れ

た
の
で
あ
る
。ま
た
拝
借
金
が
支
給
さ
れ
た
が
、こ
れ
も
村
方
の
負
担
に
な
っ

た
。
い
か
に
ひ
ど
い
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
取
立
に
郡
方
役
人
が
村
方
に
き

て
、
何
泊
も
し
た
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
。
明
和
七
年
に
は
、「
是
ハ
諸
拝
借

金
御
取
立
ニ
御
出
被
レ
成
候
節
、
七
泊
り
分
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で

あ
る
。

　

か
く
し
て
第
一
二
期
は
第
一
一
期
に
比
べ
て
年
貢
は
、
田
方
で
一
四
石
余

も
減
っ
て
、
六
五
石
五
九
で
あ
っ
た
。
畑
方
も
一
石
余
減
っ
て
、
一
八
五

石
七
二
六
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
も
一
六
石
余
減
少
し
て
、
二
五
一
石

三
一
六
で
あ
っ
た
。
年
貢
率
は
二
・
一
ポ
イ
ン
ト
下
降
し
て
、
三
二
・
一
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

長
年
の
加
重
な
増
徴
政
策
の
た
め
に
、
堀
村
は
荒
廃
化
し
た
。
水
戸
藩
は
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十
分
な
対
策
を
と
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
田
方
に
多
額
の
検
見
引
を
計
上

し
て
も
、
飢
饉
の
年
で
さ
え
も
取
箇
は
前
年
に
比
べ
て
、
一
分
し
か
下
げ
な

か
っ
た
。
こ
の
間
、
畑
方
も
同
様
で
最
高
時
の
取
箇
、
本
郷
分
で
み
る
と
四

ツ
一
分
か
ら
三
ツ
九
分
に
下
げ
た
の
み
で
あ
る
。

　

荒
廃
化
し
た
堀
村
を
、
水
戸
藩
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
達
し

た
。
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）、
水
戸
藩
は
表
9
の
よ
う
に
、
堀
村
に
全
面

的
な
取
下
を
断
行
し
た
。
以
前
の
よ
う
に
検
見
引
を
し
、
ま
た
取
箇
を
操
作

で
き
る
田
方
は
、「
本
郷
分
」
の
一
〇
三
石
余
の
み
に
な
っ
た
。
ま
た
取
箇

を
操
作
で
き
る
畑
方
は
「
本
郷
分
」
三
〇
五
石
余
と
、「
新
田
分
」
五
五
石

余
、
合
計
三
六
〇
石
余
の
み
で
あ
っ
た
。
残
り
の
田
方
一
九
二
石
余
、
田
方

の
六
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
畑
方
一
二
二
石
余
、
畑
方
の
二
五
・
四
パ
ー
セ

ン
ト
は
荒
廃
の
た
め
に
取
下
と
な
り
、
そ
の
う
え
定
免
・
各
免
と
な
っ
て
取

箇
は
一
定
に
な
っ
た
。
と
く
に
田
方
の
二
〇
石
余
と
畑
方
の
一
八
石
余
は
荒

地
と
し
て
認
定
さ
れ
た
。
年
貢
高
は
田
方
八
一
石
四
四
四
、
畑
方
一
六
一
石

一
三
七
、
合
計
二
四
二
石
五
八
一
で
あ
る
。

　

こ
の
減
免
は
適
正
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
第
一
三
期

の
期
間
中
に
破
免
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、田
方
の
検
見
引
は
な
か
っ
た
。

そ
の
う
え
、
田
方
の
「
本
郷
分
」
と
畑
方
の
「
本
郷
分
」「
新
田
分
」
の
取

箇
も
据
え
置
か
れ
て
、
四
ツ
・
三
ツ
九
分
・
三
ツ
二
分
で
あ
っ
た
。
年
貢
高

は
毎
年
、
右
に
み
た
の
と
同
額
で
あ
っ
た
。
一
見
、
安
定
し
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
第
一
二
期
と
比
べ
る
と
年
貢
は
、
田
方
で
一
五
石
余
増
え
、

畑
方
は
二
四
石
余
減
っ
た
。
全
体
と
し
て
は
八
石
余
減
少
し
た
。
年
貢
率
も

一
・
一
ポ
イ
ン
ト
下
降
し
て
、
三
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

一
見
、
水
戸
藩
は
年
貢
を
減
免
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
う
え
、
表

9
に
み
る
よ
う
に
畑
方
本
郷
分
の
取
下
地
は
、
み
な
舫
夫
金
丸
免
に
な
っ
て

い
る
。
舫
夫
金
は
百
石
に
つ
き
四
両
賦
課
さ
れ
た（
（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
多

く
減
免
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
単
純
に
は
い
え
な
い
。
実
は
畑

方
の
換
算
率
は
二
石
五
斗
一
両
で
あ
っ
た
か
ら
、畑
方
の
年
貢
は
実
際
は
二
・

五
分
の
一
の
額
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
畑
方
の
本
郷
分
に
は
、
三

分
の
一
の
増
徴
に
な
っ
た
と
評
さ
れ
る
三
雑
穀
切
り
返
し
法
が
あ
る（
（（
（

。
こ
れ

を
加
え
て
も
畑
方
の
減
免
分
は
少
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
取

下
は
、
畑
方
の
減
免
分
が
田
方
の
増
徴
分
を
超
え
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な

い
。
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
の
取
下
は
、実
際
に
は
以
前
と
ほ
ぼ
同
額
か
、

多
少
の
増
徴
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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表 9　安永 4年堀村田畑取下

種類 取箇　ツ分 年貢地高　石 備考
定例引高    3.724

田方

本郷分 4.0  103.189
同分内定免 3.0   39.172
同分内表田分定免 2.6   17.250
同分内手余分定免 2.1   69.724
同分内悪所分定免 1.5   36.891
同分内荒地分定免 1.0   18.200
新田分定免 2.5    2.720
同分内悪所分定免 1.9    6.011
同分内荒地分定免 0.5    2.265

田方計 295.422

畑方

本郷分 3.9  305.029
同分内新田坪分各免 2.6   76.365 舫夫金丸免
同分内同所悪所分各免 1.3   17.760 舫夫金丸免
同分内同所荒地分各免 0.5   12.567 舫夫金丸免
新田分 3.2   55.669
同分内新田坪分各免 2.2    1.856
同分内同所悪所分各免 1.1    7.779
同分内同所荒地分各免 0.5    6.128

畑方計  483.153
合計  782.299

年貢割付状（542）、小割付帳（163，164）より作製。
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六　

荒
廃
の
進
行
へ
の
対
策

　

堀
村
は
荒
廃
化
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
は
堀
村
は
、
こ
の
現
実
に
い
か
に

対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

表
10
と
11
は
享
保
一
三
年
（
一
六
二
八
）
か
ら
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）

ま
で
の
間
に
取
り
立
て
ら
れ
、
ま
た
潰
れ
た
農
家
の
一
覧
で
あ
る
。
こ
れ
を
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表10　享保13年より安永 3年まで堀村新百姓

家番号 人名 年代 持高　石 備考　（　）内元持高　石

126 八郎次 享保20年   6.912 2 番家（15.205）より分家
127 清衛門 元文元年  14.704 42番家（65.988）より分家
128 清七 元文 3 年   1.344
129 徳衛門 寛保元年   2.305
130 忠兵衛 寛保 2 年  13.317 53番家（41.610）より分家
132 吉六 延享 2 年   5.289 4 番家（11.264）より分家
157 次郎左衛門 延享 2 年   0.956
134 孫四郎 延享 4 年  0.712
135 甚八 寛延 2 年   3.027
136 勘次平 宝暦 5 年   2.563
137 彦重 宝暦 9 年  23.125 42番家（51.867）より分家
138 仁平治 宝暦13年   2.321
139 伝蔵 明和元年   8.110 113番家（14.158）より分家
140 六蔵 明和 4 年   5.173
141 八郎兵衛 明和 8 年  20.836 3 番家（63.455）より分家

出典・注記、表 6 と同じ。

表11　享保13年より安永 3年まで堀村潰百姓

家番号 人名 年代 持高
石

備考
（　）内持高　石

家番号 人名 年代 持高
石

備考
（　）内持高　石

12 重兵衛 享保13年 5.879 95 市郎兵衛 延享 4 年 1.050
15 太郎衛門 享保17年 2.107 112 源衛門 延享 4 年 0.430

5 庄兵衛 元文元年 2.893 119 林蔵 延享 4 年 2.252 6 番家（6.527）
の分家

92 次郎左衛門 元文元年 0.486 124 林蔵 延享 4 年 2.781 23番家（2.471）
の分家

28 六衛門 寛保元年 2.969 125 市兵衛 延享 4 年 1.496
29 茂衛門 寛保元年 0.853 129 徳衛門 延享 4 年 3.101
94 嘉兵衛 寛保元年 0.949 47 長衛門 宝暦 5 年 3.466
49 利平次 寛保 3 年 2.726 50 清兵衛 宝暦 5 年 3.872

100 紋兵衛 延享 2 年 1.855 114 与次衛門 宝暦 5 年 5.885

2 市郎治 延享 4 年 9.538 分家126番家
（7.942）に吸収 80 四郎治 宝暦 9 年 3.688 享保 2 年

以来存在
9 七平 延享 4 年 3.149 101 儀左衛門 宝暦13年 0.600

25 吉十郎 延享 4 年 3.723 10 孫左衛門 明和 4 年 2.365
36 善衛門 延享 4 年 1.990 157 四郎治 明和 9 年 3.517 延享 2 年取立
63 小衛門 延享 4 年 1.285 135 甚八 安永 3 年 1.702

出典と注記は表７と同じ。
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み
る
と
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
以
前
と
そ
れ
よ
り
後
と
は
、
一
線
を
画
し

て
い
る
。

　

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
以
前
の
取
立
百
姓
は
七
軒
あ
る
。
こ
れ
に
表
6

の
取
立
百
姓
一
二
軒
を
加
え
る
と
、
一
九
軒
に
な
る
。
一
方
、
延
享
二
年
以

前
の
潰
れ
百
姓
は
九
軒
あ
る
。
こ
れ
に
表
7
の
潰
れ
百
姓
一
〇
軒
を
加
え
る

と
、
一
九
軒
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
延
享
二
年
ま
で
の
堀
村
は
潰
れ
百
姓
が

出
る
と
、
相
応
に
農
家
を
取
り
立
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

延
享
四
年
以
後
は
取
立
が
八
軒
、
潰
れ
が
二
〇
軒
に
な
る（
（（
（

。
十
分
補
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

　

表
11
で
潰
れ
た
農
家
の
例
外
的
存
在
は
、
九
石
余
二
番
家
市
郎
治
が
、
分

家
七
石
余
一
二
六
番
家
兵
衛
門
に
吸
収
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
合
体
し
た
同

家
は
一
五
石
余
の
上
層
農
民
に
戻
っ
た
。
こ
れ
な
ど
は
、
た
ん
な
る
困
窮
化

が
問
題
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

潰
れ
た
残
り
の
二
八
軒
は
、
六
石
未
満
の
中
下
層
農
民
で
あ
る
。
そ
れ
も

四
石
未
満
が
二
六
軒
と
、
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。
か
く
し
て
堀
村
の
農
家
軒

数
は
減
少
し
、
と
く
に
そ
れ
は
下
層（
（（
（

に
顕
著
に
表
れ
た
。
な
ぜ
、
堀
村
の
下

層
の
農
民
は
減
少
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

表
12
は
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
の
堀
村
の
農
民
階
層
で
あ
る
。
九
七
軒

の
農
家
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
上
層
農
民
が
七
軒
で
七
・
二
パ
ー
セ
ン

ト
、
中
層
農
民
が
七
八
軒
で
八
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
下
層
農
民
が
一
二
軒

で
一
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
を
表
5
の
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）

と
比
べ
る
と
、
次
の
点
が
違
っ
て
い
る
。

　

第
一
に
全
体
で
一
〇
軒
減
っ
た
。
第
二
に
上
層
農
民
は
二
軒
減
っ
た
。
と

く
に
六
〇
石
台
・
五
〇
石
台
の
大
高
持
が
い
な
く
な
っ
た
。
第
三
に
中
層
農

民
は
一
四
軒
増
え
、
比
率
も
八
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
た
。
第
四
に
下

層
農
民
が
二
二
軒
も
減
っ
て
、
一
二
軒
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
安
永
三
年
の

堀
村
は
中
層
農
民
の
割
合
が
高
い
、
小
農
自
立
化
を
達
成
し
た
安
定
し
た
農

民
階
層
の
村
に
な
っ
た
よ
う
な
外
観
を
呈
す
る
。

　

し
か
し
、こ
れ
は
安
定
化
を
意
味
し
な
い
。
荒
廃
化
が
進
行
す
る
な
か
で
、

下
層
農
民
が
没
落
す
る
。そ
の
た
め
に
奉
公
人
の
給
金
や
小
作
料
が
高
騰
し
、

地
主
経
営
が
破
綻
し
て
上
層
農
民
も
没
落
す
る
。
か
く
し
て
中
層
農
民
が
多

数
を
占
め
る
村
に
変
貌
す
る
の
で
あ
る
。
農
村
荒
廃
下
の
中
農
肥
大
化
現
象

と
い
う
。
こ
の
現
象
が
堀
村
に
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
も
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
は
単
純
に
判
断
で
き
な
い
。

　

表
5
と
12
を
よ
り
詳
し
く
み
て
み
る
。
全
体
で
減
っ
た
の
は
一
〇
軒
で
あ

る
が
、
下
層
農
民
は
二
二
軒
減
っ
た
。
中
層
農
民
の
下
層
で
あ
る
六
石
未
満

層
も
五
軒
減
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
層
農
民
の
そ
の
上
の
九
石
未
満

層
は
一
八
軒
増
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
家
は
別
に
し
て
、
全
体
と

─ 196 ─

表12　安永 3年堀村農民階層

持高　石 人数 人数 ％
42 ～ 45 1

　7 　7.2

39 ～ 42 0
36 ～ 39 1
33 ～ 36 1
30 ～ 33 0
27 ～ 30 0
24 ～ 27 2
21 ～ 24 1
18 ～ 21 0
15 ～ 18 1
12 ～ 15 5

78 80.4
　9 ～ 12 9
　6 ～　9 37　
　3 ～　6 27　
　0 ～　3 12　 12 12.4
合　計 97　 97 100

年貢小割付帳（161，162）より作製。宗教関係者 2 名は除いた。
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し
て
六
石
未
満
の
下
層
は
一
〇
軒
潰
れ
た
が
、
減
っ
た
分
の
残
り
の
一
七
軒

は
、
そ
の
上
の
九
石
未
満
層
に
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。

　

近
世
農
村
に
お
い
て
安
定
し
た
経
営
を
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
程
度
の
規

模
で
あ
る
べ
き
か
は
、
村
方
の
産
業
や
土
壌
な
ど
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
。

し
か
し
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
堀
村
は
四
節
に
み
た
よ
う
に
、
水
戸

領
の
平
均
値
と
ほ
ぼ
同
じ
、
一
軒
当
た
り
七
石
一
三
一
の
持
高
で
あ
っ
た
。

そ
の
う
え
、
堀
村
は
水
戸
の
商
圏
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
、
豊
か
な
村

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
層
の
多
く
が
脆
弱
な
経
営
体
質
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
み
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

下
層
の
多
く
は
脆
弱
な
体
質
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

う
ち
の
一
七
軒
も
が
荒
廃
化
の
進
行
す
る
な
か
で
上
昇
し
た
と
い
う
こ
と

は
、
彼
ら
が
独
自
の
力
で
達
成
で
き
た
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
れ
故
に
村
の

対
応
策
、
脆
弱
な
農
家
を
整
理
す
る
一
方
、
労
働
力
を
確
保
し
て
い
る
下
層

の
経
営
体
質
を
安
定
化
さ
せ
る
村
の
意
向
を
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

右
の
こ
と
は
堀
村
に
お
い
て
、
中
層
肥
大
化
現
象
が
早
く
現
れ
て
い
る
点

か
ら
も
傍
証
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
明
の
大
飢
饉
を
境
に
し
て
荒
廃
前
期

は
、
人
口
は
漸
減
す
る
が
農
家
軒
数
は
維
持
さ
れ
る
。
し
か
し
、
後
期
は
人

口
・
軒
数
と
も
に
減
少
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
堀
村
の
西
六
キ
ロ
離

れ
た
宍
戸
藩
領
の
有
賀
村
に
は
、
享
保
以
降
の
人
別
帳
が
よ
く
残
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
期
に
人
口
は
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
の
四
三
九

人
か
ら
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
の
三
一
九
人
に
減
る
が
、
農
家
軒
数
は
こ

の
間
、
八
三
軒
か
ら
八
七
軒
を
上
下
し
た
。
そ
れ
が
後
期
に
な
る
と
人
口
・

軒
数
と
も
に
減
っ
て
、人
口
は
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
二
一
四
人
ま
で
、

軒
数
は
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
四
六
軒
ま
で
減
少
し
た
の
で
あ
る（
（（
（

。

　

安
定
し
た
経
営
の
農
家
の
創
出
と
い
う
堀
村
の
方
針
は
、
上
層
農
民
に
関

し
て
も
い
え
る
。
表
6
で
は
中
層
農
民
の
分
家
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、
表
10

で
は
六
〇
石
・
五
〇
石
・
四
〇
石
と
い
っ
た
大
高
持
が
分
家
を
出
し
て
い
る
。

彼
ら
は
な
ぜ
分
家
を
出
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
前
に
も
指
摘
し

た
分
割
相
続
と
い
う
農
民
的
な
意
識
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
の
み

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
下
層
の
没
落
は
奉
公
人
の
給
金
や
小
作
料
を
高
騰
さ

せ
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
、
手
作
り
経
営
の
で
き
る
規
模
へ
縮
小
し
、
経
営

の
安
定
化
を
計
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
後
も
上
層
農
民
の
経

営
規
模
の
縮
小
化
は
進
み
、
寛
政
以
後
は
最
大
で
も
三
〇
石
未
満
に
な
る
。

　

安
定
し
た
農
家
の
創
出
の
ほ
か
に
、
こ
の
時
期
の
対
策
と
し
て
次
の
点
が

指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
農
家
の
他
組
へ
の
移
動
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
例
は

享
保
か
ら
文
化
に
か
け
て
二
一
例
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
う
ち
の
一
一

例
が
、
組
頭
就
任（
（（
（

に
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
点
が
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。

他
組
へ
の
移
動
は
、
組
間
の
規
模
の
調
整
と
い
う
意
味
が
一
つ
あ
っ
た
に
違

い
な
い
が
、
組
頭
就
任
に
と
も
な
う
移
動
は
、
年
貢
皆
済
の
安
定
化
の
た
め

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
以
下
、
年
代
順
に
簡
単
に
紹
介
す
る
。

　

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
、
二
七
石
余
の
五
三
番
家
市
郎
衛
門
は
、
三

番
組
か
ら
二
番
組
に
移
動
し
て
、
二
番
組
の
組
頭
に
就
任
し
た
。
元
文
二
年

（
一
七
三
七
）
ま
で
務
め
た
。
こ
の
移
動
に
と
も
な
い
、
元
二
番
組
の
組
頭

で
あ
っ
た
五
一
石
余
四
二
番
家
三
郎
兵
衛
が
二
番
組
か
ら
三
番
組
に
移
動
し

た
。
同
家
は
享
保
二
年
の
六
五
石
か
ら
一
三
石
余
も
持
高
を
減
ら
し
て
い
る

か
ら
、
一
時
的
に
組
頭
が
務
め
ら
れ
な
い
経
営
難
に
陥
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
交
代
は
組
の
規
模
の
調
整
の
側
面
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
し
か

し
、
一
見
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
両
家
は
規
模
が
違
い
す
ぎ
る
。
そ
の

た
め
と
い
え
る
、
一
五
石
余
六
七
番
家
庄
兵
衛
が
こ
の
と
き
、
市
郎
衛
門
と

と
も
に
三
番
組
か
ら
二
番
組
に
移
動
し
た
。

　

荒
廃
が
進
行
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
移
動
に
よ
る
組
頭
就
任
は
頻
繁
に
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
は
、
五
石
余
六
一
番

家
伝
左
衛
門
が
三
番
組
か
ら
二
番
組
に
移
動
し
た
。
た
だ
し
、
彼
は
三
番
組
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に
籍
を
置
き
な
が
ら
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
以
来
、
二
番
組
の
組
頭
で

あ
っ
た
。
延
享
四
年
ま
で
務
め
た
。

　

延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
は
、
一
一
石
余
三
〇
番
家
吉
兵
衛
が
二
番
組

か
ら
一
番
組
に
移
動
し
て
、
一
番
組
の
組
頭
に
な
っ
た
。
同
家
は
明
和
三
年

（
一
七
六
六
）
ま
で
、
一
番
組
の
組
頭
を
務
め
た
。

　

宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
は
、
久
兵
衛
が
組
頭
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期

に
当
主
が
久
兵
衛
の
家
は
な
い
。
こ
の
間
の
小
割
付
帳
は
欠
け
て
い
る
が
、

宝
暦
五
年
の
小
割
付
帳
で
一
四
石
余
一
〇
九
番
家
伝
兵
衛
が
三
番
組
か
ら
二

番
組
に
移
動
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
家
の
当
主
名
は
明

和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
久
兵
衛
に
変
わ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
組
頭
久
兵

衛
の
家
は
こ
の
家
と
み
な
せ
る
。
彼
は
宝
暦
一
三
年
ま
で
二
番
組
の
組
頭
を

務
め
た
。

　

宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
に
は
、
茂
兵
衛
が
組
頭
に
な
っ
た
。
宝
暦
五
年

の
小
割
付
帳
で
は
一
〇
石
余
六
五
番
家
組
頭
茂
兵
衛
が
、
三
番
組
か
ら
四
番

組
に
移
動
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
彼
は
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
ま
で
、

四
番
組
の
組
頭
を
務
め
た
。

　

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
は
、
二
五
石
余
一
三
七
番
家
彦
重
が
三
番
組

か
ら
二
番
組
へ
移
動
し
て
、
二
番
組
の
組
頭
に
な
っ
た
。
彼
は
同
三
年
ま
で

二
番
組
の
組
頭
を
務
め
た
。

　

明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
は
、
五
石
余
六
六
番
家
利
兵
衛
が
三
番
組

か
ら
一
番
組
へ
移
動
し
て
、
一
番
組
の
組
頭
に
な
っ
た
。
彼
は
安
永
六
年

（
一
七
七
七
）
ま
で
一
番
組
の
組
頭
を
務
め
た
。

　

明
和
三
年
（
一
七
六
九
）
に
次
郎
兵
衛
が
、
四
番
組
の
組
頭
に
な
っ
た
。

こ
の
組
に
は
一
二
石
余
七
三
番
家
次
郎
兵
衛
が
い
る
が
、
お
そ
ら
く
彼
で
は

な
い
。
享
保
に
二
番
組
に
移
動
し
た
五
三
番
家
、
当
時
は
二
四
石
余
次
郎
兵

衛
が
明
和
六
年
に
四
番
組
に
移
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
安
永
三
年

（
一
七
七
四
）
ま
で
四
番
組
の
組
頭
を
務
め
た
。

　

代
わ
っ
て
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
は
、吉
次
が
四
番
組
の
組
頭
に
な
っ

た
。
と
こ
ろ
で
、
安
永
四
年
に
一
一
石
余
一
三
番
家
利
衛
門
が
、
一
番
組
か

ら
四
番
組
に
移
動
し
た
。
こ
の
家
の
当
主
名
は
、
安
永
七
年
か
ら
吉
次
で
あ

る
。
吉
次
は
安
永
八
年
ま
で
、
四
番
組
の
組
頭
を
務
め
た
。

　

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
に
は
、
享
保
に
二
番
組
に
移
動
し
た
一
二
石
余

六
七
番
家
三
郎
衛
門
が
ふ
た
た
び
三
番
家
に
移
動
し
て
、
三
番
組
の
組
頭
に

な
っ
た
。
彼
は
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
ま
で
三
番
組
の
組
頭
を
務
め
た
。

　

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
は
、
七
石
余
四
八
番
家
兵
左
衛
門
が
二
番
組

の
組
頭
に
な
っ
た
。
組
移
動
が
確
認
で
き
る
蔵
入
分
の
小
割
付
帳
は
五
年
ま

で
欠
け
て
い
る
が
、
六
年
の
も
の
で
同
家
は
三
番
組
か
ら
二
番
組
に
移
動
し

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
家
は
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
ま
で
二
番
組

の
組
頭
を
務
め
た
。

　

一
般
に
組
の
編
成
は
坪
単
位
で
な
さ
れ
、そ
の
組
か
ら
組
頭
は
選
ば
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
荒
廃
の
進
行
す
る
な
か
で
、
堀
村
で
は
一
一
例
も

他
組
か
ら
組
頭
を
迎
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
荒
廃
へ
の
対
策
と
し
て
実
力
の

あ
る
家
を
配
置
し
た
か
ら
と
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
、
二
番
組

は
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
三
番
組
か
ら
組
頭
を
迎
え
て
い
る
の
に
、
三

年
に
は
四
番
組
に
組
頭
を
送
り
出
し
て
い
る
な
ど
、
個
々
の
組
や
家
の
詳
し

い
事
情
は
解
明
で
き
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
は
引
越
を
し
た
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
堀
は
平
坦
な
地
形
の
上
に
、
あ
ま
り
広
く
な
い
村
域
に
家
が
散
在
し

て
い
た
か
ら
、
引
越
を
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
こ
の
時
期
の
対
策
と
し
て
、
田
畑
の
再
配
分
と
所
持
権
に
関
わ
る

違
っ
た
方
法
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
割
付
帳
の
各
家
の
記
載
の

一
行
目
は
、持
高
と
請
作
人
で
あ
る
。こ
の
持
高
の
右
肩
に
土
地
移
動
が
あ
っ

た
と
き
に
、
往
々
そ
の
趣
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
移
動
の
す
べ
て
に
記
さ
れ

た
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
小
割
付
帳
も
あ
る
。

記
載
・
不
記
載
の
基
準
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
か
な
り
よ
く
記
載
さ
れ
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て
い
る
。
そ
の
様
式
は
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
蔵
入
分
に
記
さ
れ
た

出
入
の
事
例
で
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。「
内
」
と
あ
る
の
が
入
手
し

た
場
合
で
、「
外
」
と
あ
る
の
が
、
手
離
し
た
場
合
で
あ
る
。

　
　

内
畠
五
斗
二
升
也
酉
よ
り
孫
兵
衛
分
入

　
　

外
ニ
畠
四
斗
八
升
二
合
酉
よ
り
藤
左
衛
門
ニ
成
引

　

こ
の
記
載
様
式
で
は
、
移
動
が
売
買
に
よ
っ
た
の
か
、
質
流
れ
な
の
か
、

共
同
体
の
仲
介
に
よ
る
も
の
か
、
判
明
し
な
い
。
と
も
か
く
宝
暦
年
間
ま
で

は
こ
の
記
載
様
式
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
か
ら

違
っ
た
記
載
が
現
れ
る
。

　

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
の
給
郷
分
の
小
割
付
帳
の
給
人
林
分
に
、
次
の

記
載
が
あ
る
。
新
六
に
、「
内
畠
四
斗
四
升
也
徳
左
衛
門
分
未
入
但
友
平
預

ル
分
」
と
、
友
平
に
「
外
ニ
畠
四
斗
四
升
也
未
よ
り
徳
左
衛
門
分
新
六
高
ヘ

入
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
徳
左
衛
門
分
の
畑
四
斗
四
升
を
友
平
が
預

か
っ
て
い
た
が
、
こ
の
と
き
そ
れ
が
新
六
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
友
平
は
二

石
余
一
〇
六
番
家
で
あ
る
。
新
六
と
徳
左
衛
門
の
名
は
蔵
入
分
に
は
な
い
。

小
割
付
帳
は
蔵
入
分
と
給
郷
分
と
で
は
請
作
人
の
名
前
が
一
致
し
な
い
事
例

が
多
く
あ
る
。
前
後
の
二
種
の
小
割
付
帳
で
確
認
す
る
と
、
新
六
は
六
石
余

一
〇
五
番
家
元
衛
門
で
あ
る
。
徳
左
衛
門
は
六
石
余
二
一
番
家
彦
左
衛
門
で

あ
る
。

　

さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
二
一
番
家
は
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
持
高

三
二
石
余
の
庄
屋
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
か
ら

延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
ま
で
は
組
頭
を
務
め
た
が
、
享
保
以
来
持
高
を

漸
減
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
は
一
二
石
三
六
あ
っ

た
林
分
の
持
高
を
九
年
に
四
石
五
八
四
に
減
ら
し
て
、
六
石
余
の
中
層
農
民

に
転
落
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
間
に
友
平
は
林
分
を
一
石
五
一
二
か
ら
一
石

九
五
二
と
、
四
斗
四
升
増
や
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
と
き
に
預
か
っ
た
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
預
か
っ
た
年
は
「
未
」
と
あ
る
が
、
宝
暦
七
、八
、九
年
は

未
年
で
は
な
い
。
更
新
さ
れ
た
年
で
あ
ろ
う
。

　

宝
暦
に
友
平
は
徳
左
衛
門
分
の
畑
四
斗
四
升
を
預
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
畑
は
何
ら
の
注
記
も
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
友
平
分
の
持
高
に
算
入
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
、
下
層
農
民
で
あ
る
友
平
の
経
営
状
況

か
ら
判
断
し
て
不
適
当
と
さ
れ
て
、
新
六
に
渡
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

右
の
よ
う
に
田
畑
を
預
け
る
と
い
う
方
法
は
、
以
前
か
ら
あ
っ
た
。
こ
こ

で
重
要
な
点
は
、
そ
れ
が
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
事
例
が
以
後
、
よ
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

表
現
の
仕
方
と
し
て
は
、
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）
の
給
郷
分
に
、
一
一
石
余
六
一
番
家
惣
衛
門
に
、「
内
田
二
石

四
升
六
合
彦
重
分
子
よ
り
寅
迄
三
ケ
年
高
ニ
入
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お

彦
重
は
前
に
み
た
組
頭
で
あ
る
。
ま
た
明
和
九
年
に
は
四
石
余
一
九
番
家
治

五
衛
門
に
、「
内
二
石
七
升
壱
合
勘
次
衛
門
分
抜
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な

お
勘
次
衛
門
は
三
石
余
四
番
家
で
あ
る
。

　

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
蔵
入
分
に
は
、
六
石
余
六
七
番
家
三
郎
衛
門

に
「
外
畠
三
石
五
升
八
合
卯
よ
り
長
十
分
引
彦
十
高
へ
入
置
」
と
あ
り
、
ま

た
彦
重
に
「
内
畠
三
石
五
升
八
合
卯
よ
り
長
十
分
入
置
」
と
あ
る
。
こ
れ
が

「
入
置
」の
初
見
で
あ
る
。
そ
し
て
、安
永
六
年（
一
七
七
七
）以
降
は「
入
置
」

の
表
現
に
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
た
。
た
だ
し
、「
預
」に
し
て
も「
入
置
」に
し
て
も
、

記
載
さ
れ
た
数
は
正
常
な
記
載
様
式
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
少
な
い
。

　

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
以
降
、
堀
村
は
村
民
の
土
地
移
動
に
積
極
的
に

関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
も
「
預
」
か
ら
「
入
置
」
と
強
い
表
現
に

変
わ
っ
た
よ
う
に
、
よ
り
積
極
的
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
荒
廃
化
が
進
行

す
る
な
か
で
、
引
請
手
の
確
保
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

つ
い
に
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
は
、
二
石
余
一
一
六
番
家
甚
五
兵
衛
が

小
割
付
帳
に
「
潰
人
」
と
記
さ
れ
た
。
こ
れ
以
前
の
小
割
付
帳
に
潰
人
の
記

載
は
な
か
っ
た
。
潰
人
の
田
畑
は
ほ
か
の
村
人
に
配
分
さ
れ
た
か
ら
に
違
い
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な
い
。掘
村
は
潰
人
の
田
畑
の
引
請
手
を
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
な
る
と
、
新
し
い
方
法
が
採
用
さ
れ
た
。
請

作
人
の
右
肩
に
本
来
の
請
作
人
名
を
誰
分
と
分
付
記
載
に
し
、
ほ
か
の
人
名

を
請
作
人
と
し
て
記
す
方
法
で
あ
る
。
安
永
七
年
に
二
四
石
余
二
〇
番
家
元

庄
屋
勘
衛
門
の
給
人
太
田
原
分
に
二
筆
と
蔵
入
分
に
一
筆
認
め
ら
れ
る
の
が

初
見
で
あ
る
。
翌
八
年
に
は
三
人
分
七
筆
に
増
え
る
が
、
安
永
九
年
に
は
二

人
分
二
筆
で
あ
る
。
こ
の
方
法
が
本
格
化
す
る
の
は
、
天
明
の
大
飢
饉
以
後

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
方
法
に
関
し
て
は
、
九
節
で
考
察
す
る
。
ま
た
九

節
で
は
、「
潰
人
」
に
は
も
っ
と
ほ
か
の
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
の
で
、
こ

の
点
も
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
入
置
は
ど
う
な
っ
た
か
も
確
認
す
る
。

七　

年
貢
の
低
迷
期

　

ふ
た
た
び
表
3
に
戻
る
。
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
か
ら
の
第
十
四
期（
（（
（

は
、

天
明
の
大
飢
饉
に
襲
わ
れ
た
時
期
と
そ
の
直
後
で
あ
る
。堀
村
に
お
い
て
も
、

天
明
三
年
・
六
年
・
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
は
破
免
に
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ

れ
一
〇
〇
石
余
・
五
六
石
余
・
一
三
七
石
余
の
田
方
検
見
引
を
計
上
し
て
い

る
。
し
か
し
、
取
箇
は
下
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
天
明
七
年
か
ら
本
郷

分
の
悪
所
分
で
〇
石
一
二
六
を
砂
置
と
し
て
、
新
田
分
で
〇
石
〇
一
四
を
押

堀
と
し
て
、
新
た
に
永
引
と
な
っ
た
。
一
方
畑
方
は
、
天
明
三
年
と
六
年
に

「
本
郷
分
」
で
三
ツ
八
分
と
一
分
下
げ
ら
れ
た
。
な
お
、「
新
田
坪
分
」
九
石

九
五
一
が
新
た
に
夫
金
丸
免
に
な
っ
た
。

　

か
く
し
て
第
一
四
期
は
第
一
三
期
に
比
べ
て
年
貢
は
、
田
方
で
一
一
石
余

減
っ
て
、
七
〇
石
三
四
八
で
あ
っ
た
。
畑
方
も
一
石
余
減
っ
て
、
一
六
〇

石
〇
九
一
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
も
一
二
石
余
減
少
し
て
、
二
三
〇
石

四
三
一
で
あ
っ
た
。
年
貢
率
も
一
・
五
ポ
イ
ン
ト
下
降
し
て
、
二
九
・
五
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

天
明
の
大
飢
饉
は
、
右
の
数
字
か
ら
連
想
さ
れ
る
以
上
の
被
害
を
堀
村
に

も
た
ら
し
た
。
こ
の
点
は
次
節
で
指
摘
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
寛
政
の
初
年
は

天
明
の
大
飢
饉
後
の
荒
廃
化
の
進
行
に
対
処
す
る
た
め
に
、
新
た
な
取
下
が

実
施
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
堀
村
で
も
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
畑
方
の

取
下
が
実
施
さ
れ
た
。
五
年
に
田
畑
の
荒
地
が
田
方
で
一
五
石
余
、
畑
方
で

二
六
石
余
増
え
る
な
ど
の
修
正
が
な
さ
れ
た
。
八
年
に
は
田
方
「
本
郷
分
」

が
一
三
石
余
減
っ
た
。
そ
し
て
一
〇
年
に
田
方
本
郷
分
に
開
発
分
九
石
余
が

計
上
さ
れ
、
新
田
分
の
荒
地
分
が
三
石
余
増
え
た
の
に
と
も
な
い
、
田
方
が

多
少
変
更
さ
れ
た
。

　

表
13
は
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
田
畑
の
年
貢
割
付
で
あ
る
。
表
9
の

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
の
割
付
と
比
べ
る
と
、田
畑
と
も
に
取
箇
は
変
わ
っ

て
い
な
い
が
、
畑
方
を
中
心
に
大
幅
な
減
免
に
な
っ
た
。
田
方
「
本
郷
分
」

が
一
五
石
余
減
っ
て
そ
の
分
、
表
田
分
・
手
余
分
・
悪
所
分
が
増
え
た
。
と

く
に
手
余
分
は
一
〇
石
余
増
え
て
い
る
。
畑
方
は
「
本
郷
分
」
が
二
八
六
石

余
も
減
っ
て
、
そ
の
分
「
各
免
分
」・
悪
所
分
・
荒
地
分
が
大
幅
に
増
え
た
。

ま
た
「
新
田
分
」
が
な
く
な
り
、
そ
の
分
、「
各
免
分
」・
悪
所
分
・
荒
地
分

が
増
え
た
。
荒
地
分
は
田
方
で
は
二
〇
石
余
と
安
永
四
年
と
同
じ
で
あ
っ
た

が
、
畑
方
で
は
一
〇
八
石
余
と
九
〇
石
近
く
増
え
た
の
で
あ
る
。
な
お
畑
方

は
こ
の
ほ
か
に
、
本
郷
分
で
舫
夫
金
や
畑
方
の
三
分
の
一
増
徴
に
な
っ
た
と

さ
れ
る
三
雑
穀
の
負
担
が
、
か
な
り
免
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
畑
方
「
本
郷

分
」
に
潰
人
分
が
計
上
さ
れ
た
点
も
見
過
ご
せ
な
い
。

　

年
貢
高
を
計
算
す
る
と
、
田
方
八
〇
石
〇
一
二
、
畑
方
八
二
石
二
五
六
、

合
計
一
六
二
石
二
六
八
に
な
る
。
し
か
し
、
寛
政
年
間
は
ま
だ
天
候
が
不
安

定
で
あ
っ
た
。
田
方
の
取
箇
は
一
定
し
て
い
た
が
、
検
見
引
が
寛
政
四
年

（
一
七
九
二
）に
四
七
石
余
、六
年
に
二
二
石
余
あ
っ
た
。畑
方
で
は「
本
郷
分
」

の
取
箇
が
、
寛
政
九
年
か
ら
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
の
間
は
三
ツ
五
分
か

ら
三
ツ
八
分
の
間
を
上
下
し
た
。
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か
く
し
て
第
一
五
期
は
第
一
四
期
に
比
べ
て
年
貢
は
、
田
方
は
八
石
余

増
え
て
、
七
九
石
一
一
七
で
あ
っ
た
。
畑
方
は
大
幅
に
七
七
石
余
も
減
っ

て
、
八
二
石
八
三
四
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
も
六
八
石
余
も
減
少
し
て
、

一
六
一
石
九
五
一
で
あ
っ
た
。
年
貢
率
も
八
・
八
ポ
イ
ン
ト
も
下
降
し
て
、

二
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

水
戸
藩
は
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
か
ら
農
村
復
興
の
た
め
の
改
革
を

本
格
的
に
開
始
し
た（
（（
（

。
き
め
細
か
な
農
政
を
実
施
す
る
た
め
に
四
郡
制
か
ら

郡
数
を
増
や
し
た
。
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
一
一
郡
制
に
確
定
し
た
。

こ
の
と
き
堀
村
は
新
任
の
長
尾
景
福
の
管
下
に
入
っ
た
が
、
長
尾
は
不
適
任

と
み
な
さ
れ
た
よ
う
で
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
一
月
一
三
日
に
留
守
居

同
心
頭
に
転
任
に
な
っ
た
。代
わ
っ
て
堀
村
は
小
原
俊
章
の
管
下
に
入
っ
た
。

文
化
七
年
ま
で
続
い
た（
（1
（

。
後
任
は
岡
野
行
従
で
あ
る
。
改
革
派
の
郡
奉
行
で

あ
る
小
原
と
岡
野
は
、
堀
村
の
年
貢
割
付
を
改
め
な
か
っ
た
。
適
正
な
も
の

と
判
断
し
た
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
堀
村
の
年
貢
は
そ
の
後
も
低
迷
し

た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　

一
般
に
文
化
文
政
年
間
は
天
候
の
安
定
し
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、
堀
村
で

は
田
方
の
取
箇
は
一
定
し
て
い
た
が
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
二
九
石

余
、
三
年
に
四
四
石
余
、
一
四
年
に
五
二
石
余
の
検
見
引
を
計
上
し
た
。
ま

た
畑
方
で
は
「
本
郷
分
」
の
取
箇
が
、
文
化
五
年
に
三
ツ
七
分
、
一
一
年
に

三
ツ
六
分
、
一
四
年
に
三
ツ
三
分
に
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
三
ツ
五

分
に
軽
減
さ
れ
た
。

　

か
く
し
て
第
一
六
期
は
第
一
五
期
に
比
べ
て
年
貢
は
、
田
方
で
一
石
未
満

で
あ
る
が
減
っ
て
、
七
八
石
四
七
三
で
あ
っ
た
。
畑
方
も
一
石
未
満
で
あ
る

が
減
っ
て
、八
二
石
〇
四
三
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
も
一
石
余
減
少
し
て
、

一
六
〇
石
五
一
七
で
あ
っ
た
。
年
貢
率
も
わ
ず
か
で
あ
る
が
〇
・
二
ポ
イ
ン

ト
下
降
し
て
、
二
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
は
郡
奉
行
全
員
が
左
遷
さ
れ
、
化
政
改
革
が
挫
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表13　寛政 8年堀村田畑取下

種類 取箇　ツ分 年貢地高　石 備考　石

定例引高     3.868

田方

本郷分 4.0    88.160
同分内定免 3.0    39.989
同分内表田分定免 2.6 19.333
同分内手余分定免 2.2    80.010
同分内悪所分定免 1.6    38.608
同分内荒地分定免 1.0    18.200
新田分定免 2.5     2.706
同分内悪所分定免 1.9     6.011
同分内荒地分定免 0.5     2.265

田方計   295.282

畑方

本郷分 3.9    18.688 内9.951潰人分夫金丸免
同分内各免 2.6   176.514 内19.433舫夫金丸免
同分内悪所分各免 2.3   144.287 内101.710雑穀丸免、内42.577舫夫金雑穀丸免
同分内荒地分各免 0.5    72.232 内37.501雑穀丸免、内34.731舫夫金雑穀丸免
新田分各免 2.2     9.147
同分内悪所分各免 1.1    26.313
同分内荒地分各免 0.5    35.972

畑方計   483.153
合計   782.299

年貢割付状（474）より作製。
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折
し
た
年
で
あ
る
。
保
守
派
政
権
は
年
貢
増
徴
の
方
針
を
採
用
し
た
。
堀
村

で
こ
の
点
を
確
認
す
る
と
、
文
政
六
年
に
わ
ず
か
な
数
量
で
あ
る
が
、
田
方

の
割
替
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
定
免
」
分
か
ら
〇
石
五
三
七
が
表
田

分
に
移
さ
れ
た
。
表
田
分
か
ら
〇
石
七
五
一
が
「
定
免
」
分
に
移
さ
れ
た
。

ま
た
開
発
分
か
ら
〇
石
二
二
九
が
荒
地
分
に
移
さ
れ
た
。
全
体
で
二
斗
の
増

徴
に
す
ぎ
な
い
が
、わ
ず
か
で
も
増
徴
し
よ
う
と
す
る
藩
の
方
針
と
い
え
る
。

　

第
一
七
期
も
第
一
六
期
と
同
様
に
、
堀
村
は
し
ば
し
ば
不
作
に
な
っ
た
。

田
方
で
は
文
政
四
年（
一
八
二
一
）に
一
一
四
石
余
の
、八
年
に
六
四
石
余
の
、

九
年
に
四
四
石
余
の
検
見
引
を
計
上
し
て
い
る
。
畑
方
の
取
箇
は
文
政
四
年

に
「
本
郷
分
」
三
ツ
二
分
、
各
免
分
で
二
ツ
二
分
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
さ

ら
に
「
本
郷
分
」
は
六
年
に
三
ツ
八
分
、
七
年
に
三
ツ
七
分
、
八
年
に
三
ツ

八
分
で
あ
っ
た
。
と
く
に
一
二
年
は
「
本
郷
分
」
が
三
ツ
七
分
、
に
引
き
下

げ
ら
れ
た
の
み
で
な
く
、
各
免
分
も
二
ツ
二
分
に
、
悪
所
分
も
一
ツ
一
分
に
、

新
田
分
の
各
免
分
も
一
ツ
八
分
に
、
悪
所
分
も
九
分
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

　

か
く
し
て
第
一
七
期
は
第
一
六
期
に
比
べ
て
年
貢
は
、
田
方
で
三
石
余

減
っ
て
、
七
五
石
〇
七
七
で
あ
っ
た
。
畑
方
で
も
一
石
余
減
っ
て
、
八
〇
石

一
七
四
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
も
五
石
余
減
少
し
て
、
一
五
五
石
二
五
一

で
あ
っ
た
。
年
貢
率
も
〇
・
七
ポ
イ
ン
ト
下
降
し
て
、
一
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
っ
た
。

　

文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
一
〇
月
一
七
日
に
、
徳
川
斉
昭
が
水
戸
藩
主

に
就
任
し
、
水
戸
藩
の
天
保
改
革
が
始
ま
っ
た
。
第
一
八
期
は
改
革
の
時
期

で
あ
る
。
堀
村
の
郡
奉
行
も
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
が
会
沢
正
志
斎
、
二

年
が
川
瀬
教
徳
、
四
年
か
ら
一
四
年
が
吉
成
信
貞
と
、
著
名
な
改
革
派
の
陣

容
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
堀
村
の
年
貢
割
付
を
改
め
な
か
っ
た
。
適

正
と
認
め
た
の
で
あ
る
。

　

天
保
年
間
は
飢
饉
に
襲
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
堀
村
に
お
い
て
も
、
田
方

で
飢
饉
の
年
で
あ
る
四
年
・
七
年
・
九
年
は
、
取
箇
は
下
げ
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
検
見
引
が
五
二
石
余
・
一
九
二
石
余
・
三
五
石
余
計
上
さ
れ
た
。
畑
方

の
取
箇
も
四
年
に
「
本
郷
分
」
が
三
ツ
六
分
に
、
七
年
に
「
本
郷
分
」
三
ツ

二
分
と
各
免
分
二
ツ
二
分
に
、
八
年
に
「
本
郷
分
」
三
ツ
二
分
と
各
免
分
二

ツ
一
分
と
悪
所
分
一
ツ
一
分
に
、
九
年
に
「
本
郷
分
」
三
ツ
六
分
に
引
き
下

げ
ら
れ
た
。

　

か
く
し
て
第
一
八
期
は
第
一
七
期
に
比
べ
て
年
貢
は
、
田
方
も
畑
方
も
ほ

ぼ
お
な
じ
水
準
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
は
〇
石
二
一
二
増
加
し
た
。
年
貢

率
は
〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
、
一
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

天
明
の
大
飢
饉
後
、
堀
村
の
年
貢
は
減
少
し
た
。
と
く
に
寛
政
の
取
下
以

後
は
低
迷
し
た
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
堀
村
の
荒
廃
が
継

続
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
享
和
の
と
き
も
天
保
の
と
き
も
、
改
革

派
の
郡
奉
行
は
改
正
し
て
、
さ
ら
な
る
減
免
を
し
な
か
っ
た
。
適
正
と
み
な

し
た
の
で
あ
る
。
堀
村
は
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
着
実
に
復
興
し
て
く
る
の

で
あ
る
。

八　

荒
廃
か
ら
復
興
へ

　

ふ
た
た
び
表
13
を
み
て
み
よ
う
。
田
方
の
う
ち
取
箇
と
引
高
を
操
作
で

き
る
本
来
の
年
貢
の
賦
課
法
を
適
用
で
き
る
の
は
、「
本
郷
分
」
の
八
八
石

余
の
み
で
あ
っ
た
。
残
り
の
二
〇
七
石
余
、
七
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
は
定
免

の
取
下
地
に
な
っ
た
。
と
く
に
労
働
力
不
足
の
「
手
余
分
」
が
八
〇
石
余
、

荒
地
が
二
〇
石
余
あ
っ
た
。
畑
方
は
取
箇
を
操
作
で
き
る
本
来
の
賦
課
法

を
適
用
で
き
る
の
は
、「
本
郷
分
」
の
一
八
石
余
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
残
り

の
四
六
四
石
余
、
九
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
は
各
免
の
取
下
地
に
な
っ
た
。
と

く
に
一
〇
八
石
余
は
荒
地
で
あ
っ
た
。
堀
村
の
田
畑
の
う
ち
六
七
一
石
余
、

八
五
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
荒
廃
化
の
被
害
を
蒙
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
く

に
一
二
八
石
余
、
一
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
荒
地
と
し
て
認
定
さ
れ
た
。
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表
14
は
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
か
ら
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
ま
で
の

潰
百
姓
の
一
覧
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
潰
百
姓
と
は
、
小
割
付
帳
に
記
載
さ

れ
な
く
な
っ
た
百
姓
で
あ
る
（
な
お
年
代
は
記
載
の
確
認
で
き
る
最
終
年
）。

こ
れ
を
み
る
と
、第
一
三
期
の
後
半
、安
永
七
年
か
ら
天
明
元
年（
一
七
八
一
）

に
か
け
て
、
八
軒
の
潰
百
姓
が
出
て
い
る
。
第
一
三
期
は
五
節
に
述
べ
た
よ

う
に
、
年
貢
高
が
毎
年
一
定
し
て
い
た
。
一
見
、
安
定
し
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
だ
が
、
内
実
は
い
か
に
農
民
に
と
っ
て
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か

を
示
し
て
い
る
。

　

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
か
ら
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
ま
で
の
天
明
の

大
飢
饉
と
そ
の
直
後
の
時
期
で
あ
る
第
一
四
期
も
、
天
明
五
年
以
来
、
毎
年

の
よ
う
に
潰
百
姓
が
出
て
、
八
軒
に
及
ん
だ
。
潰
百
姓
は
六
石
未
満
層
で
あ

り
、と
く
に
第
一
三
期
・
第
一
四
期
は
三
石
未
満
の
下
層
農
民
が
中
心
で
あ
っ

た
。

　

表
15
は
、
こ
の
間
の
新
百
姓
の
取
立
の
一
覧
で
あ
る
。
一
四
軒
が
取
り
立

て
ら
れ
た
。
と
く
に
寛
政
年
間
ま
で
は
、
潰
百
姓
に
比
べ
れ
ば
少
な
い
が
、

相
応
に
取
立
に
努
力
し
た
、
と
い
え
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
う
ち
一
四
三
〜

一
五
〇
・
一
五
三
番
家
の
九
軒
は
、
表
14
に
出
て
い
る
。
い
ず
れ
も
六
石
未

満
の
取
立
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
う
ち
の
五
軒
は
、
天
明
年
間
ま
で
に

早
そ
う
に
潰
れ
て
し
ま
っ
た
。
い
か
に
こ
の
時
期
、
六
石
未
満
の
取
立
が
困

難
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。

　

荒
廃
し
た
堀
村
で
は
、
下
層
の
経
営
が
破
綻
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
反
動
は
上
層
の
経
営
難
で
あ
っ
た
。

　

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
一
二
月
に
、
水
戸
藩
は
堀
村
の
「
困
窮
人
并
潰

絶
前
人
」
が
負
っ
て
い
る
未
進
金
・
拝
借
金
の
未
納
分
、
合
計
八
七
両
一
分

本
二
八
〇
文
を
年
賦
に
す
る
と
と
も
に
、
二
五
年
間
返
済
を
猶
予
し
た
。
困

窮
人
は
三
五
人
、
潰
絶
前
人
は
一
一
人
で
あ
っ
た
（
こ
の
潰
人
は
小
割
付
帳

に
肩
書
記
載
の
も
の
で
な
く
、
絶
前
人
と
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
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表14　安永 4年から天保 7年まで堀村潰百姓

家番号 年代 人名 持高
石

備考
（　）内持高　石 家番号 年代 人名 持高

石
備考

（　）内持高　石
102 安永 7 年 久八   0.125 126 寛政 2 年 仁左衛門   5,099

4 安永 8 年 勘次衛門   1.706 73 寛政 8 年 次郎平   4,606
72 安永 8 年 甚四郎   1.855 136 寛政 8 年 与衛門   2,020

143 安永 8 年 祐吉   4.601 6 番家（6.527）
に吸収 89 寛政11年 庄兵衛   4,700

16 安永 9 年 善之平   3.594 13番家（11.888）
に吸収 58 享和元年 八兵衛   3,170

18 安永 9 年 茂次衛門   2.926 85 享和元年 五郎兵衛   1,344
128 安永 9 年 半四郎   2.085 116 享和元年 甚五兵衛   2,181
144 天明元年 宇重   2.325 71 文化元年 嘉十   4,613 140番家（6.061）

に吸収
147 天明 5 年 幸重   2.628 134 文化元年 孫四郎   4,715 52番家（12.487）

に吸収
146 天明 6 年 友吉   2.154 149 文化 2 年 伊与十   3,030 44番家（5.415）

に吸収
37 天明 7 年 又衛門   0.186 76 文化 4 年 伊兵衛   3,590 77番家（4.363）

に吸収
34 天明 8 年 市平   0.460 83 文化 4 年 与惣衛門   3,810

145 天明 8 年 嘉重   4.188 148 文化11年 兵十   3,250 130番家（10.067）
に吸収

150 寛政元年 吉左衛門   0.600 153 文化11年 吉郎衛門   0,205 13番家（17.159）
に吸収

106 寛政 2 年 友平   1.440 107 文政元年 嘉衛門   3,128
出典と注記は表 6 と同じ。
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寛
政
四
年
の
小
割
付
帳
の
記
載
軒
数
は
九
一
軒
、
足
す
と
一
〇
〇
軒
余
の
以

前
の
軒
数
に
近
い
か
ら
、
小
割
付
帳
に
記
載
さ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
と
判
断

で
き
る
）。
寛
政
四
年
の
小
割
付
帳
に
記
載
さ
れ
た
農
家
の
約
三
分
の
一
が

困
窮
人
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
六
軒
が
一
五
石
以
上
の
上

層
農
民
で
あ
っ
た
。
次
に
そ
の
概
略
を
示
そ
う（
（（
（

。

　

四
〇
石
余
三
番
家
吉
左
衛
門
は
、
未
進
金
五
両
一
分
余
・
拝
借
金
七
両
三

分
を
負
っ
て
い
た
。
彼
の
家
は
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
か
ら
天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
ま
で
庄
屋
を
務
め
た
。
一
五
石
余
一
三
番
家
藤
之
允
は
、
未

進
金
一
両
二
分
余
・
拝
借
金
四
両
二
分
余
を
負
っ
て
い
た
。
彼
の
家
は
利
衛

門
が
安
永
八
年
か
ら
天
明
六
年
ま
で
庄
屋
を
務
め
た
。
三
〇
石
余
二
〇
番
家

勘
衛
門
は
拝
借
金
三
〇
両
二
分
余
を
負
っ
て
い
た
。
彼
の
家
は
享
保
九
年

（
一
七
二
四
）
か
ら
安
永
三
年
と
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
か
ら
三
年
ま
で

庄
屋
を
務
め
た
。
一
六
石
余
一
番
家
吉
衛
門
は
未
進
金
一
分
余
を
負
っ
て
い

た
。一
九
石
余
四
二
番
家
三
郎
兵
衛
は
未
進
銭
本
二
〇
六
文
を
負
っ
て
い
た
。

二
四
石
余
一
四
一
番
家
八
郎
兵
衛
は
、未
進
銭
本
三
九
六
文
を
負
っ
て
い
た
。

　

庄
屋
を
務
め
た
三
人
が
多
額
の
拝
借
金
を
負
っ
て
い
た
の
は
、
年
貢
皆
済

の
問
題
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
の
み
で
は
な
い

こ
と
は
、
吉
左
衛
門
と
藤
之
允
に
未
進
金
が
あ
っ
た
こ
と
、
と
く
に
残
り
の

三
人
は
一
分
か
そ
れ
未
満
の
未
進
で
あ
っ
た
点
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
上

層
農
民
が
、
そ
ん
な
小
額
の
年
貢
を
上
納
で
き
な
か
っ
た
点
に
、
事
態
の
深

刻
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
六
軒
の
上
層
農
民
は
、
そ
の
後
も
上
層
農
民
で
あ
っ
た
。
た
だ

四
二
番
家
は
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
村
内
一
の
高
持
で
あ
っ
た
家
で
あ

る
。
同
家
は
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
に
分
家
を
出
し
た
の
ち
は
、
次
第
に

持
高
を
漸
減
さ
せ
た
。
こ
の
後
も
減
ら
し
続
け
、文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）

以
後
は
一
五
石
余
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
の
ほ
か
の
上
層
農
民
の
経
営
も
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
寛
政

─ 188 ─

表15　安永 4年から天保 7年まで堀村新百姓

家番号 年代 人名 持高　石 備考　（　）内元持高　石

142 安永 4 年 要七　　  10.075 1 番家（11.469）より分家
143 安永 6 年 祐吉　　   4.601
144 安永 9 年 ゆく　　   2.325
145 天明 4 年 嘉重　　   5.538
146 天明 4 年 友吉　　   2.154
147 天明 5 年 幸重　　   2.628
148 天明 5 年 兵重　　   4.236
150 天明 8 年 吉左衛門   0.600
149 寛政元年 伊予十　   2.758
151 寛政 6 年 半四郎　   2.088
152 寛政 9 年 平五郎　  13.528 3 番家（40.631）より分家
153 寛政11年 勘次衛門   0.506
154 文化 6 年 次郎兵衛   4.606 75番家（10.752）より分家
155 天保 4 年 藤衛門　   6.220 52番家（17.202）より分家

出典と注記は表 7 と同じ。
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四
年
（
一
七
九
二
）
の
小
割
付
帳
に
は
、
も
う
六
軒
の
上
層
農
民
が
い
る
。

二
二
石
余
六
〇
番
家
弥
次
兵
衛
・
一
五
石
余
の
三
〇
番
家
吉
兵
衛
・
五
七
番

家
善
兵
衛
・
七
九
番
家
利
惣
次
・
一
二
七
番
家
介
十
・
一
三
七
番
家
彦
十
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
家
は
遅
く
と
も
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
ま
で
に
一
一
石

か
ら
一
四
石
に
持
高
を
減
ら
し
て
、
中
層
農
民
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

上
層
農
民
の
経
営
が
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
庄
屋
の
任
免
を
み
て
も

理
解
で
き
る
。
右
に
み
た
庄
屋
の
任
免
で
は
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
か

ら
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
の
間
、吉
左
衛
門
と
利
衛
門
が
重
複
し
て
い
る
。

こ
の
理
由
は
帳
簿
に
よ
っ
て
異
な
る
か
ら
で
あ
る（
（（
（

。
同
じ
帳
簿
で
も
指
銭
帳

で
は
、
村
役
人
の
出
張
旅
費
の
書
上
と
帳
末
の
署
名
で
は
違
っ
て
い
る
。
そ

の
後
は
田
野
村
庄
屋
吉
次
と
利
衛
門
が
重
な
り
、
天
明
八
年
は
吉
次
の
み
と

な
る
。
な
ぜ
庄
屋
が
二
人
い
た
の
か
、
不
自
然
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
ど
ち
ら

か
が
後
見
人
な
の
で
あ
る
。
荒
廃
下
の
堀
村
で
は
一
軒
で
庄
屋
を
務
め
ら
れ

る
家
は
な
く
、
つ
い
に
は
北
隣
の
田
野
村
庄
屋
吉
次
の
兼
帯
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

荒
廃
下
に
あ
っ
た
堀
村
で
あ
っ
た
が
、
寛
政
以
後
、
復
興
し
て
く
る
。
年

貢
高
が
停
滞
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
明
確
に
そ
れ
を
示
す
史
料
に
欠
け
る
が
、

こ
の
点
を
示
唆
す
る
事
実
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
七
節
に
み
た
よ
う
に
、

寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
に
田
方
本
郷
分
に
九
石
余
の
開
発
分
が
計
上
さ

れ
た
。
ま
た
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
は
、
新
た
に
永
引
に
九
升
六
合
の

江
代
が
加
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
復
興
の
た
め
に
田
方
の
整
備
が
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

上
層
農
民
も
安
定
し
て
き
た
。
右
に
み
た
よ
う
に
、
上
層
農
民
の
下
降
現

象
は
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
ま
で
で
あ
っ
た
。
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）

に
は
、
庄
屋
一
七
石
余
一
三
番
家
富
衛
門
は
、
安
蔵
の
苗
字
を
名
乗
る
よ
う

に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
一
代
御
免
だ
っ
た
よ
う
で
、
次
代
の
儀
介
は
苗
字
を

名
乗
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
は
、
農
民
の
身
分
上
昇
は
献
金
に

よ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
か
ら
、
上
層
農
民
が
献
金
で
き
る
ほ
ど
安
定
化
し

た
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
一
〇
節
に
述
べ
る
が
、
幕
末
の
堀
村
で

は
苗
字
を
名
乗
る
者
が
十
指
に
余
る
ほ
ど
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

下
層
も
変
貌
し
た
。
小
割
付
帳
の
請
作
人
の
右
肩
に
書
か
れ
た
潰
人
の
記

載
が
、
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
か
ら
消
え
る
。
た
だ
し
、
文
政
八
年

（
一
八
二
五
）
か
ら
復
活
す
る
が
、
天
保
に
な
る
と
、
ま
た
消
え
る
。
さ
ら

に
表
14
を
み
る
と
、
潰
人
（
こ
の
場
合
は
小
割
付
帳
に
記
載
さ
れ
な
く
な
っ

た
者
）
は
文
政
元
年
ま
で
で
絶
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
一
〇
節
に
述
べ
る
が
、
天
保
検
地
の
結
果
、
堀
村
の
減
石
率
は
五
・

六
パ
ー
セ
ン
ト
と
非
常
に
低
か
っ
た
点
も
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
着
実

に
復
興
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

堀
村
の
復
興
に
は
、
こ
の
村
が
水
戸
の
商
圏
に
組
み
込
ま
れ
た
経
済
活
動

の
活
発
な
村
で
あ
っ
た
こ
と
が
有
利
に
働
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
意

味
で
藩
側
の
対
策
も
有
効
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）

に
実
施
さ
れ
た
未
進
・
拝
借
の
恩
恵
的
と
い
え
る
処
理
で
あ
り
、
同
年
と
五

年
に
実
施
さ
れ
た
畑
方
年
貢
の
大
幅
な
軽
減
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
皆
済
状

の
蔵
入
分
の
代
方
金
は
寛
政
二
年
分
の
三
四
両
余
か
ら
、
六
年
分
は
一
六
両

と
、
半
減
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
般
に
畑
方
年

貢
は
田
方
に
比
べ
て
安
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
時
期
に
こ
れ
ほ
ど
大
々
的
な
畑

方
の
減
免
は
例
外
中
の
例
外
と
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
経
済
の
発
展
し
て
い
た

堀
村
に
と
っ
て
、
代
金
納
で
あ
る
高
い
畑
方
年
貢
は
桎
梏
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

九　

農
地
の
所
持
と
荒
廃
へ
の
対
応

　

表
16
は
、
潰
人
の
い
な
く
な
っ
た
文
政
二
年
（
一
八
一
八
）
の
農
民
階

層
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
で
七
九
軒
あ
る
。
上
層
農
民
は
八
軒
で

─ 187 ─
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一
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
中
層
農
民
は
七
〇
軒
で
八
八
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
下

層
農
民
は
一
軒
で
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
平
均
一
軒
当
た
り
九
石

八
五
五
に
増
大
し
て
い
る
。
表
12
の
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
と
比
べ
る
と
、

全
体
で
一
八
軒
減
っ
て
い
る
。
上
層
農
民
は
一
軒
増
え
て
い
る
が
、
三
〇
石

以
上
が
い
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
六
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
手
作
り
経
営
を

目
指
し
た
結
果
と
い
え
る
。
よ
り
詳
し
く
み
る
と
、
三
石
未
満
の
下
層
農
民

が
一
二
軒
か
ら
一
軒
と
、
一
一
軒
減
っ
た
。
中
層
農
民
の
う
ち
六
石
未
満
層

は
二
七
軒
か
ら
一
五
軒
と
、
一
二
軒
減
っ
た
。
ま
た
九
石
未
満
層
は
三
七
軒

か
ら
二
四
軒
と
、
一
三
軒
減
っ
た
。
合
計
し
て
九
石
未
満
の
農
民
が
三
六
軒

減
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
二
石
未
満
層
は
九
軒
か
ら
二
〇
軒

と
、一
一
軒
増
え
た
。一
五
石
未
満
層
も
五
軒
か
ら
一
一
軒
と
、六
軒
増
え
た
。

上
層
農
民
も
一
軒
増
え
て
い
る
。
合
計
し
て
九
石
以
上
の
農
民
は
一
八
軒
増

え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
農
家
の
盛
衰
は
別
に
し
て
、
九
石
未

満
層
の
農
民
の
う
ち
一
八
軒
は
潰
れ
て
、
一
八
軒
は
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。

　

堀
村
は
、
以
前
に
増
し
て
安
定
し
た
持
高
の
中
層
農
民
の
多
い
村
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
荒
廃
に
対
す
る
村
方
の
対
応
、
努
力
の
成
果
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
対
策
が
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

表
15
を
み
る
と
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
以
降
、
堀
村
は
新
百
姓
の
取

立
を
以
前
の
よ
う
に
は
行
っ
て
い
な
い
。
と
く
に
一
九
世
紀
に
な
る
と
、
ほ

と
ん
ど
ま
れ
に
な
っ
た
。
堀
村
は
零
細
な
経
営
規
模
の
新
百
姓
の
取
立
に
慎

重
に
な
っ
た
、
と
い
え
る
。
そ
の
一
方
、
堀
村
は
既
存
の
農
家
の
維
持
に
努

め
た
。
そ
の
方
法
は
四
つ
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
七
節
に
述
べ
た
潰
人
と
分

付
と
入
置
、
そ
し
て
村
役
人
の
支
配
で
あ
る
。
以
下
、
簡
単
に
解
説
し
よ
う
。

　

潰
人
に
関
し
て
は
、
六
節
で
は
田
畑
の
引
請
人
が
い
な
く
な
っ
た
点
を
指

摘
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
単
純
に
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
安
永
四
年

（
一
七
七
五
）
か
ら
文
政
一
二
年
（
一
八
三
〇
）
ま
で
の
間
に
、
小
割
付
帳

に
潰
人
と
一
回
で
も
記
さ
れ
た
農
家
は
二
七
軒
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
一
七
軒

は
潰
人
記
載
が
消
え
て
も
存
続
し
た（
（（
（

。
ま
た
八
軒
は
潰
人
記
載
が
消
え
て
か

ら
平
均
で
約
一
〇
年
後
に
、
小
割
付
帳
に
記
載
さ
れ
な
く
な
っ
た（
（（
（

。
潰
人
記

載
が
あ
る
最
終
年
の
次
の
小
割
付
帳
に
記
載
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
は
、
二
軒

し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る（
（（
（

。

　

潰
人
記
載
に
は
さ
ら
な
る
問
題
が
あ
る
。
堀
村
は
五
二
五
石
余
の
蔵
入
分

の
ほ
か
に
、
太
田
原
・
門
奈
・
穂
坂
・
市
川
・
林
・
鵜
殿
の
六
人
の
家
臣
の

給
郷
分
二
五
六
石
余
が
あ
っ
た
。
当
然
、
堀
村
の
農
民
の
多
く
は
、
蔵
入
分

の
ほ
か
に
給
郷
分
に
一
給
か
ら
四
給
の
田
畑
を
所
持
し
て
い
た
。
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）
の
小
割
付
帳
で
み
る
と
、
九
一
軒
の
う
ち
七
〇
軒
が
給
郷
分

の
田
畑
を
所
持
し
て
い
た
。
小
割
付
帳
は
蔵
入
分
と
給
郷
分
と
で
は
別
冊
で

あ
り
、
給
郷
分
で
は
給
人
ご
と
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
帳
簿

の
潰
人
記
載
が
不
自
然
な
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
の
小
割
付
帳
で
は
八
軒
が
潰
人
と

記
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
八
軒
の
記
載
を
み
て
み
る
。
二
番
組
で
は
六
石

余
二
三
番
家
作
衛
門
は
蔵
入
分
と
太
田
原
分
と
門
奈
分
に
田
畑
を
所
持
し
て

い
る
が
、
こ
の
う
ち
門
奈
分
の
み
に
潰
人
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
石
余
三
八

番
家
杢
衛
門
は
、
太
田
原
分
と
鵜
殿
分
に
田
畑
を
所
持
し
て
い
る
が
、
こ
の

─ 186 ─

表16　文政 2年堀村農民階層

持高　石 人数 人数 ％
27 ～ 30 　1

8 10.1
24 ～ 27 　1
21 ～ 24 　1
18 ～ 21 　0
15 ～ 18 　5
12 ～ 15 11

70 88.7
　9 ～ 12 20
　6 ～　9 24
　3 ～　6 15
　0 ～　3 　1 　1 1.3
合計 79 79 100

年貢小割付帳（240，261）より作製。
宗教関係者 2 名は除いた。
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う
ち
太
田
原
分
の
み
に
潰
人
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

三
番
組
で
は
、
一
二
石
余
五
二
番
家
六
左
衛
門
は
蔵
入
分
と
林
分
に
田
畑

を
所
持
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
林
分（

（（
（

の
み
に
潰
人
と
記
さ
れ
て
い
る
。
三

石
余
五
八
番
家
八
兵
衛
は
蔵
入
分
の
み
で
、そ
こ
に
潰
人
と
記
さ
れ
て
い
る
。

七
石
五
九
番
家
半
七
は
蔵
入
分
と
林
分
に
田
畑
を
所
持
し
て
い
て
、
両
方
と

も
潰
人
と
記
さ
れ
て
い
る
。
五
石
余
一
三
番
家
孫
四
郎
は
蔵
入
分
と
門
奈
分

に
田
畑
を
所
持
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
門
奈
分
の
み
に
潰
人
と
記
さ
れ
て

い
る
。

　

四
番
組
で
は
、
四
石
余
八
六
番
家
新
衛
門
は
、
蔵
入
分
と
門
奈
分
に
田
畑

を
所
持
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
門
奈
分
の
み
に
潰
人
と
記
さ
れ
て
い
る
。

六
石
余
七
番
家
嘉
衛
門
は
蔵
入
分
と
林
分
と
鵜
殿
分
に
田
畑
を
所
持
し
て
い

る
が
、い
ず
れ
に
も
潰
人
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
彼
に
は
蔵
入
分
に「
嘉

衛
門
分
義
衛
門
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
潰
人
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

右
に
み
た
よ
う
に
、
蔵
入
分
・
給
郷
分
の
複
数
に
田
畑
を
所
持
し
て
い
た

場
合
、
す
べ
て
に
潰
人
と
書
か
れ
ず
に
一
部
の
み
に
書
か
れ
る
事
例
の
ほ
う

が
、
は
る
か
に
多
い
。
そ
の
う
え
、
連
続
し
て
潰
人
と
記
さ
れ
た
年
数
も
少

な
い
。
右
の
八
軒
で
み
る
と
、
二
三
・
三
八
・
五
二
・
八
六
・
一
三
四
番
家
は
一

年
の
み
で
あ
る
。
ほ
か
は
八
番
家
七
年
、
五
九
番
家
八
年
、
一
〇
七
番
家

一
一
年
で
あ
る
。

　

な
ぜ
潰
人
記
載
は
、
所
持
す
る
蔵
入
分
・
給
郷
分
の
す
べ
て
に
記
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
と
右
に
記
し
た
潰
人
と
記
さ
れ
な
く
な
っ

て
も
存
続
し
て
い
る
事
例
が
圧
倒
的
な
こ
と
と
、
連
続
し
て
記
載
さ
れ
た
年

数
の
少
な
さ
か
ら
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
き
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
潰
人
と
は
絶
前
人
と
違
っ
て
、
経
営
破
綻
し

た
者
で
あ
っ
て
、
本
人
や
家
族
、
ま
た
は
相
続
権
の
あ
る
者
が
村
の
内
外
に

存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
状
況
に
あ
わ
せ
て
拡
大
解
釈
し
て
、
適
用

し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
当
の
潰
人
を
出
さ
な
い
た
め
に
、
は
や
め

に
蔵
入
分
・
給
人
分
ご
と
に
経
営
破
綻
を
認
め
て
、
早
急
に
破
綻
処
理
を
し

た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
を
と
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

た
だ
二
点
指
摘
で
き
る
。
組
頭
支
配
に
入
っ
た
者
が
九
軒
あ
る（
（（
（

。
ま
た
潰
人

に
な
っ
た
と
き
か
、
解
除
後
に
分
付
に
な
っ
た
者
が
一
一
軒
あ
る（
（（
（

。

　

分
付
は
労
働
力
が
不
足
し
て
耕
作
で
き
な
い
者
の
田
畑
を
、「
分
」
と
し

て
所
持
権
を
認
め
た
う
え
で
、
ほ
か
の
農
民
に
耕
作
を
引
請
け
さ
せ
る
方
法

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
に
一
三
石
余
五
二
番
家
六

左
衛
門
が
、
五
石
余
一
三
四
番
家
孫
四
郎
の
田
畑
四
石
余
を
引
請
け
た
と
き

に
、
例
外
的
に
請
作
人
は
孫
四
郎
と
記
さ
れ
、
そ
の
右
肩
に
「
六
左
衛
門
引

請
」
と
書
か
れ
て
い
る（
（（
（

。
一
見
、
地
主
小
作
関
係
を
思
わ
せ
る
が
、
村
が
仲

介
に
な
っ
て
い
る
の
は
疑
い
な
い
。
分
付
主
は
中
下
層
農
民
が
多
い
。
小
作

料
を
納
め
た
か
ど
う
か
記
し
た
も
の
は
な
い
が
、
納
め
た
と
し
て
も
通
常
よ

り
小
額
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
年
で
も
分
付
主
に
な
っ
た
こ
と
の
あ
る
農
家
は
、
安
永
七
年

（
一
七
七
八
）
か
ら
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
間
に
五
七
軒
あ
る
。
実
に

こ
の
期
間
に
堀
村
に
存
在
し
た
農
家
の
約
半
分
に
も
な
る
。
時
期
的
に
み
る

と
、
安
永
七
年
は
二
四
石
余
二
〇
番
家
勘
衛
門
の
み
で
あ
っ
た
。
次
第
に
増

加
し
た
が
、
天
明
三
年
ま
で
は
せ
い
ぜ
い
数
軒
程
度
と
思
わ
れ
る（
（1
（

。
大
飢
饉

に
襲
わ
れ
て
、
以
後
増
大
し
た
。
四
年
に
一
一
軒
、
六
年
に
一
九
軒
に
達
し

た
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
か
ら
四
年
に
か
け
て
は
「
支
配
」
が
導
入
さ

れ
て
、
四
年
に
五
軒
に
な
る
が
、
六
年
に
は
一
五
軒
に
ま
た
増
え
た
。
そ
の

後
は
減
少
し
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
一
〇
軒
を
割
っ
て
九
軒
に
な
っ

た
。
文
化
・
文
政
年
間
は
八
軒
の
年
が
多
い
が
、
天
保
年
間
に
な
る
と
ま
た

増
え
る
。

　

こ
の
時
期
に
最
大
で
あ
っ
た
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
で
よ
り
詳
し
く
み

て
み
る
。
中
下
層
農
民
が
中
心
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
上
層
農
民
も
右
に
勘

衛
門
に
み
た
よ
う
に
分
付
主
に
な
っ
た
。
勘
衛
門
は
こ
の
年
、
二
七
石
余
の
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持
高
の
う
ち
五
石
余
を
五
筆
に
分
け
て
分
付
に
出
し
て
い
た
。
ほ
か
に
上
層

農
民
と
し
て
は
一
四
一
番
家
酉
之
介
が
い
る
。
こ
の
年
彼
は
一
三
石
余
し
か

所
持
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
八
石
近
く
を
六
筆
に
分
け
て
本
家
以

外
に
分
付
に
出
し
て
い
た
。
同
家
は
本
家
で
あ
る
二
六
石
余
三
番
家
吉
左
衛

門
の
援
助
を
受
け
て
改
革
に
当
た
っ
て
い
た
。
天
明
三
年
に
は
一
五
石
余
の

田
畑
を
吉
左
衛
門
が
引
請
け
て
い
た（
（（
（

。
改
革
は
成
功
し
た
。
同
家
は
天
明
七

年
に
一
九
石
余
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
は
二
四
石
余
に
回
復
し
て
い

る
。
分
付
も
同
年
ま
で
で
あ
っ
た
。

　

四
石
か
ら
一
三
石
の
中
層
農
民
一
〇
軒
が
分
付
に
出
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
八
軒
は
一
部
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
石
余
一
九
番
家
次
五
右
衛
門
は
三

石
余
、
一
〇
石
余
五
三
番
家
次
郎
兵
衛
は
一
石
余
、
九
石
余
六
二
番
家
三
左

衛
門
は
四
石
余
、
四
石
余
七
三
番
家
治
郎
平
は
一
石
余
、
六
石
余
一
〇
七
番

家
嘉
衛
門
は
一
石
余
、
五
石
余
一
三
四
番
家
孫
四
郎
は
四
石
余
、
一
三
石
余

一
三
九
番
家
善
蔵
は
一
石
未
満
、
七
石
余
一
四
〇
番
家
六
蔵
は
一
石
余
で

あ
っ
た
。
ほ
か
の
二
軒
、
七
石
余
一
二
六
番
家
仁
左
衛
門
と
五
石
余
一
四
五

番
家
嘉
重
は
す
べ
て
を
出
し
て
い
た
。

　

三
石
未
満
の
下
層
農
民
は
七
軒
の
う
ち
一
軒
を
除
い
て
、
す
べ
て
を
分
付

に
出
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
二
石
余
一
〇
六
番
家
友
平
は
一
石
余
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
ほ
か
四
斗
余
三
四
番
家
市
平
、
一
斗
余
三
七
番
家
又
衛
門
、
二

石
余
六
四
番
家
彦
八
、一
石
余
八
五
番
家
五
郎
兵
衛
、
二
石
余
一
一
六
番
家

甚
五
兵
衛
、
二
石
余
一
三
六
番
家
与
衛
門
は
す
べ
て
で
あ
っ
た
。

　

右
に
み
た
よ
う
に
、
上
層
農
民
と
中
層
農
民
の
多
く
は
田
畑
の
一
部
を
分

付
に
出
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
分
付
が
労
働
力
の
不
足
を
補
う
た
め
で

あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
ま
た
ほ
と
ん
ど
の
下
層
農
民
は
、
僅
か

な
田
畑
を
み
な
分
付
に
出
し
て
い
た
。
彼
ら
は
わ
ず
か
な
田
畑
を
耕
す
労
働

力
さ
え
確
保
で
き
な
い
ほ
ど
、
経
営
破
綻
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理

由
と
し
て
三
点
、
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
貧
し
い
農
家
ほ
ど
家
族
を
養
え

な
い
の
で
、
間
引
を
す
る
な
ど
し
て
家
族
数
が
少
な
い
。
第
二
に
、
飢
饉
の

後
は
食
料
確
保
が
困
難
で
、
そ
の
た
め
に
餓
死
を
免
れ
て
も
栄
養
状
態
が
悪

く
、長
患
い
に
陥
り
や
す
い（
（（
（

。第
三
に
、奉
公
に
出
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

一
九
軒
三
四
筆
あ
る
な
か
で
、
継
続
し
た
期
間
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
。

最
長
は
孫
四
郎
分
の
二
二
年
で
、
一
一
年
以
上
が
五
筆
あ
る
が
、
一
年
だ
け

の
も
の
が
四
筆
で
、
八
年
以
下
が
二
九
筆
あ
る
。
一
筆
平
均
で
五
・
六
五
年

で
あ
る
。
期
間
の
短
さ
は
、
あ
く
ま
で
も
分
付
が
臨
時
的
な
措
置
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

分
付
は
天
保
に
な
る
と
、
ま
た
増
え
た
。
蔵
入
分
と
給
郷
分
の
小
割
付
帳

の
揃
っ
て
い
る
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
で
は
一
〇
軒
一
七
筆
で
あ
っ
た

が
、
給
郷
分
の
み
の
一
二
年
と
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
は
、
五
軒
五
筆
と

一
〇
軒
一
一
筆
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
種
の
小
割
付
帳
が
揃
っ
て
い
る
翌
二

年
に
は
一
九
軒
二
九
筆
に
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
年
か
ら
確
認
で
き
る
九
軒

分
の
蔵
入
分
の
分
付
は
、
天
保
元
年
か
ら
始
ま
っ
た
と
み
て
も
、
そ
れ
ほ
ど

間
違
い
で
は
な
い
。

　

天
保
に
な
っ
て
、
な
ぜ
分
付
は
ふ
た
た
び
増
大
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し

か
も
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
の
大
飢
饉
以
前
に
、
で
あ
る
。
そ
の
理
由

を
考
え
る
た
め
に
、
三
点
の
指
摘
を
し
て
お
こ
う
。
第
一
は
長
期
化
で
あ

る
。
文
政
以
前
か
ら
の
分
付
は
一
二
筆
あ
る
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
ま

で
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
分
付
で
あ
っ
た
か
を
み
る
と
、
最
短
は
文
政
一
一
年

（
一
八
二
八
）
以
来
の
四
年
で
、
最
長
は
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
以
来
の

四
三
年
で
あ
る
。
平
均
し
て
二
二
・
四
年
で
あ
る
。
天
明
期
に
比
べ
て
約
四

倍
に
な
っ
て
い
る
。
長
期
化
の
理
由
と
し
て
は
、
慣
例
化
し
て
一
度
指
定
す

る
と
、
解
除
し
づ
ら
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
表
現
を
変
え
れ

ば
、
緊
張
感
が
薄
れ
て
天
明
期
の
よ
う
に
厳
密
に
、
そ
の
時
ど
き
の
農
家
の

経
営
状
態
を
点
検
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
中
下
層
農
民
の
み
で
あ
る
点
で
あ
る
。
各
家
の
天
保
二
年
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（
一
八
三
一
）
の
持
高
を
列
挙
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
四
石
余
一
九

番
家
藤
七
、六
石
余
二
一
番
家
安
兵
衛
、
六
石
余
二
三
番
家
和
吉
、
八
石
余

二
六
番
家
新
蔵
、
六
石
余
三
一
番
家
吉
蔵
、
一
〇
石
余
四
五
番
家
も
よ
、
四

石
余
五
四
番
家
要
吉
、
六
石
余
七
四
番
家
与
次
衛
門
、
八
石
余
七
九
番
家
勘

兵
衛
、
七
石
余
八
一
番
家
源
蔵
、
七
石
余
八
二
番
家
利
介
、
二
石
余
八
六
番

家
新
衛
門
、
四
石
余
九
一
番
家
作
左
衛
門
、
六
石
余
九
九
番
家
富
次
、
三
石

余
一
〇
四
番
家
介
衛
門
、
六
石
余
一
〇
五
番
家
清
吉
、
五
石
余
一
二
二
番
家

嘉
市
、
二
石
余
一
五
一
番
家
半
四
郎
、
四
石
余
一
五
四
番
家
次
郎
兵
衛
。

　

上
層
農
民
が
い
な
い
の
は
、
復
興
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
三
石

以
上
、
一
五
石
未
満
の
中
層
農
民
は
一
七
軒
、
下
層
農
民
は
二
軒
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
年
下
層
農
民
は
こ
の
二
軒
の
み
で
あ
る
。
中
層
農
民
と
い
っ
て

も
一
〇
石
余
も
よ
を
除
く
と
み
な
九
石
未
満
で
あ
る
。
表
16
を
み
る
と
、
九

石
未
満
と
は
こ
の
村
の
下
半
分
の
貧
農
で
あ
る
。
ま
た
当
主
が
女
性
で
あ
っ

た
も
よ
の
家
の
経
営
は
苦
し
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

第
三
に
、
一
九
軒
の
う
ち
一
四
軒
は
持
高
の
す
べ
て
を
分
付
に
出
し
て
い

た
。
残
り
五
軒
の
う
ち
、
も
よ
は
門
奈
分
二
斗
余
以
外
を
、
勘
兵
衛
は
門
奈

分
一
斗
余
以
外
を
す
べ
て
分
付
に
出
し
て
い
た
か
ら
、
事
実
上
、
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
で
あ
る
。
相
応
に
自
作
し
て
い
た
の
は
新
蔵
が
蔵
入
分
六
石
余
、
清

吉
が
林
分
四
石
余
、
嘉
市
が
太
田
原
分
三
石
余
の
み
と
な
っ
て
し
ま
う
。
た

だ
し
、
嘉
市
は
名
前
か
ら
判
断
し
て
、
請
作
人
の
兵
左
衛
門
と
同
じ
家
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
例
は
寛
政
期
に
も
五
例
認
め
ら
れ
る（
（（
（

。
分
付
に
は
、

年
貢
負
担
者
を
明
確
に
す
る
と
の
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
六
軒
の
中
下
層
農
民
が
、
事
実
上
す
べ
て
の
田
畑
を
分
付
に
出
し
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
農
業
を
営
ま
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
七
九
軒
し

か
な
い
堀
村
で
あ
る
。
こ
の
村
は
復
興
期
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
不
自
然
で

あ
る
。
し
か
も
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
は
中
層
農
民
八
軒
の
う
ち
六

軒
は
、
一
部
し
か
分
付
に
出
し
て
い
な
か
っ
た
。
分
付
は
蔵
入
分
な
ら
蔵
入

分
の
す
べ
て
を
、
太
田
原
分
な
ら
太
田
原
分
の
す
べ
て
を
と
い
う
よ
う
に
領

主
単
位
で
出
さ
れ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
上
層
農
民
は
右

の
記
述
で
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
蔵
入
分
な
ら
蔵
入
分
の
一
部
を
分
付
に

出
し
た
。
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
の
中
層
農
民
の
な
か
で
も
、
一
三
九
番

家
善
蔵
は
門
奈
分
の
一
部
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
に
は
細

か
く
精
査
せ
ず
に
、
領
主
単
位
で
扱
う
こ
と
が
慣
例
化
し
た
点
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
名
請
人
は
か
な
ら
ず
し
も
名
請
地
を
す
べ
て
耕
作
し
て
い
た
の
で

は
な
い
、
と
推
測
さ
れ
る
。
労
働
力
の
不
足
し
て
い
た
貧
困
な
中
下
層
農
民

を
援
助
し
、
と
く
に
年
貢
上
納
の
責
任
を
負
う
点
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
分
付
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
右
に
同
じ
家
の
も
の

が
分
付
主
で
あ
り
、
名
請
人
で
あ
る
事
例
が
寛
政
期
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
初
期
か
ら
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
天
保
に
な
っ
て
分
付
が
増
え
た
理
由
で
あ
る
が
、
長
期
化
し

た
こ
と
、全
部
を
出
し
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

か
な
り
形
骸
化
し
て
い
た
、
と
い
え
る
。
し
か
し
、
労
働
力
不
足
に
苦
し
む

困
窮
人
を
救
済
す
る
方
法
と
し
て
、依
然
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
、
復
興
し
て
き
た
と
は
い
え
、
困
窮
人
は
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
に

違
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
復
興
を
確
実
に
す
る
た
め
に
も
、
天
保
に
な
っ

て
ふ
た
た
び
分
付
を
強
化
し
た
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
改

革
は
八
節
の
末
に
指
摘
し
た
、
天
保
に
な
る
と
肩
書
の
潰
人
記
載
が
な
く
な

る
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　

あ
る
農
民
の
田
畑
を
、
ほ
か
の
農
民
に
「
入
置
」
制
度
は
、
天
明
年
間
に

も
わ
ず
か
な
が
ら
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
絶
え
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
実
例
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

　

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
に
二
二
石
余
四
二
番
家
三
郎
兵
衛
分
の
畑
三
斗

九
升
が
、
七
石
余
五
九
番
家
勘
四
郎
と
七
石
余
六
二
番
家
三
左
衛
門
と
八
石

─ 183 ─
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余
六
八
番
家
清
兵
衛
に
、
三
等
分
し
て
入
れ
置
か
れ
た
。
ま
た
一
六
石
余

一
三
七
番
家
彦
十
分
の
畑
が
六
斗
五
升
づ
つ
、
六
石
余
三
一
番
家
庄
衛
門
と

三
左
衛
門
と
清
兵
衛
に
入
れ
置
か
れ
た
。
一
筆
の
畑
を
三
等
分
し
た
と
は
明

記
し
て
い
な
い
が
、
そ
う
理
解
で
き
る
。
天
明
四
年
に
は
、
彦
十
分
畑
六
斗

五
升
が
庄
衛
門
に
入
れ
置
か
れ
た
。
同
じ
畑
が
年
季
の
関
係
で
ふ
た
た
び
記

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
に
次
郎
兵
衛
分
の
畑
一
石
六
斗
が
勘
兵
衛
に
、

翌
六
年
に
も
次
郎
兵
衛
分
畑
一
石
六
升
が
勘
兵
衛
に
入
れ
置
か
れ
た
。
請
手

は
二
七
石
余
二
〇
番
家
勘
衛
門
で
あ
る
が
、
次
郎
兵
衛
の
名
は
四
番
組
に

一
〇
石
余
五
三
番
家
と
四
石
余
七
三
番
家
と
二
家
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
か
明
確

で
な
い
。

　

同
年
に
伝
左
衛
門
分
畑
三
斗
二
升
が
八
石
余
五
九
番
家
勘
四
郎
に
入
れ
置

か
れ
た
。
伝
左
衛
門
の
名
は
こ
の
年
の
小
割
付
帳
に
は
な
い
が
、
三
石
余

八
二
番
家
伝
衛
門
は
い
る
。
右
と
左
は
よ
く
誤
記
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
家
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
六
年
に
は
誰
分
か
、
ま
た
田
畑
い
ず
れ
か
も
記
し
て
い
な

い
が
、
一
石
四
八
七
が
、
一
一
石
余
六
番
家
祐
吉
に
入
れ
置
か
れ
た
。
な
お

祐
吉
は
組
頭
で
あ
っ
た
。

　

入
置
は
分
付
と
違
っ
て
、
一
時
的
に
所
持
権
の
移
動
を
と
も
な
う
と
認
め

ら
れ
る
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
件
数
も
対
象
と
な
っ
た
田
畑
の
高
も
少
な

く
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
荒
廃
期
に
一
時
的
に

預
か
る
不
安
定
さ
が
嫌
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

支
配
は
組
頭
の
支
配
下
に
入
る
の
で
あ
る
。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
か

ら
四
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
こ
の
方
法
は
、
所
持
権
を
分
付
や
入
置
以
上

に
制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
み
な
せ
る
。
開
始
の
時
期
は
正
確
に
は
天

明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
、
九
升
一
合
常
念
が
利
兵
衛
の
支
配
下
に
入
っ
た

の
が
最
初
で
あ
る
。
利
兵
衛
は
六
石
余
六
六
番
家
で
、
常
念
と
同
じ
一
番
組

の
元
組
頭
で
あ
っ
た
が
、
現
職
で
は
な
い
。
常
念
は
指
銭
帳
に
は
道
心
と
あ

る
か
ら
、
お
そ
ら
く
墓
守
で
あ
る（
（（
（

。

　

支
配
に
入
っ
た
農
家
軒
数
は
一
五
軒
で
あ
る
。
元
年
に
一
〇
軒
、
二
年

に
五
軒
、
三
年
に
一
三
軒
、
四
年
に
九
軒
あ
っ
た
。
組
別
に
各
家
の
持
高

と
支
配
に
入
っ
た
高
を
み
る
と
、
二
番
組
に
七
石
余
二
四
番
家
潰
人
七
郎

兵
衛
が
四
石
余
、
三
番
組
に
三
石
余
五
八
番
家
潰
人
八
兵
衛
が
三
石
余
、
七

石
余
五
九
番
家
潰
人
勘
四
郎
が
六
石
余
、
四
番
組
に
七
石
余
五
三
番
家
次
郎

兵
衛
が
六
石
余
、
二
石
余
六
四
番
家
潰
人
彦
八
が
二
石
余
、
四
石
余
七
三
番

家
潰
人
次
郎
平
が
一
石
余
、
三
石
余
七
六
番
家
潰
人
伊
兵
衛
が
三
石
余
、
四

石
余
七
七
番
家
潰
人
伝
五
兵
衛
が
三
石
余
、
三
石
余
八
三
番
家
与
惣
衛
門
が

三
石
余
、
一
石
余
八
五
番
家
潰
人
五
郎
兵
衛
が
一
石
余
、
四
石
余
八
六
番
家

潰
人
新
衛
門
が
二
石
余
、
三
石
余
九
一
番
家
潰
人
作
衛
門
が
三
石
余
、
五
石

余
一
〇
四
番
家
介
衛
門
が
五
石
余
、
六
石
余
一
〇
七
番
家
潰
人
嘉
衛
門
が
二

石
余
、
二
石
余
一
一
六
番
家
潰
人
甚
五
兵
衛
が
二
石
余
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

七
石
以
下
の
中
下
層
農
民
で
あ
っ
た
。
な
お
支
配
も
領
主
単
位
に
指
定
さ
れ

る
。
こ
の
ほ
か
に
六
石
余
三
五
番
家
神
主
河
内（
（（
（

の
三
石
余
が
支
配
に
入
っ
て

い
る
。

　

各
家
は
原
則
的
に
そ
の
組
頭
の
支
配
に
入
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
二
番
組
は

九
石
余
二
二
番
家
吉
郎
兵
衛
・
七
石
余
四
三
番
家
兵
左
衛
門
に
、
三
番
組
は

介
三
郎
に
、
四
番
組
は
一
五
石
余
七
九
番
家
利
惣
次
の
家
の
義
衛
門
に
、
で

あ
る（
（（
（

。
た
だ
唯
一
の
例
外
は
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
介
衛
門
が
吉
郎

兵
衛
の
支
配
に
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。

　

右
の
う
ち
次
郎
兵
衛
と
与
惣
衛
門
と
介
衛
門
以
外
の
一
二
軒
は
潰
人
（
こ

の
潰
人
は
請
作
人
の
肩
に
記
さ
れ
た
も
の
）
で
あ
っ
た
。
潰
人
と
記
さ
れ
な

か
っ
た
三
軒
も
含
め
て
、い
か
に
彼
ら
が
苦
境
に
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
後
、
実
際
に
潰
れ
た
家
は
、
表
14
と
照
ら
し
あ
わ
せ
て
理
解
で
き
る

よ
う
に
、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
次
郎
平
が
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）

に
八
兵
衛
・
五
郎
兵
衛
・
甚
五
兵
衛
が
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
伊
兵
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衛
・
与
惣
次
が
、
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
嘉
衛
門
が
潰
れ
た
。
七
軒
は

潰
れ
た
が
、
す
ぐ
に
は
潰
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
残
り
八
軒
は
少
な
く
と
も
天

保
検
地
ま
で
は
存
続
し
た（

（（
（

こ
と
か
ら
、
組
頭
支
配
は
相
応
の
効
果
を
挙
げ
た

と
い
え
る
。

　

右
の
四
つ
の
方
法
、
潰
人
・
分
付
・
入
置
・
組
頭
支
配
に
よ
っ
て
、
堀
村

は
荒
廃
の
進
行
に
対
応
し
て
村
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
た
し
か
に
安
永
の

九
七
軒
か
ら
天
保
の
八
〇
軒
と
、
軒
数
は
減
少
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
堀
村

が
も
う
一
つ
の
方
法
を
採
用
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
百
姓

の
取
立
に
慎
重
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

堀
村
は
各
農
家
を
維
持
す
る
努
力
を
す
る
な
か
で
、
経
営
の
困
難
な
零
細

な
農
家
を
整
理
す
る
一
方
、
経
営
の
で
き
る
農
家
の
育
成
に
努
め
た
の
で
あ

る
。
寛
政
に
強
権
を
発
動
し
て
組
頭
の
支
配
下
に
置
い
た
こ
と
、
天
保
に
分

付
を
ふ
た
た
び
強
化
し
た
こ
と
は
、
こ
の
点
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
堀
村
の
方
針
は
次
節
で
み
る
よ
う
に
、
天
保
検
地
の
と
き
に
も
貫

徹
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

潰
人
・
分
付
・
入
置
・
支
配
は
共
同
体
が
各
農
家
の
所
持
権
を
規
制
す
る

方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
所
持
権
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
方
法
が
採
用
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
は
、
困
窮
人
が
田
畑
を
手
離
し
た
と
き
、
ま
た
潰
百
姓
が
出

た
と
き
、
そ
の
配
分
に
村
が
関
与
し
た
こ
と
で
あ
る
。
表
14
で
八
軒
の
潰
人

の
田
畑
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
軒
の
農
家
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
点

を
暗
示
し
て
い
る（
（（
（

。

十　

天
保
検
地
と
そ
の
後
の
発
展

　

天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
二
月
、
堀
村
に
検
地
が
実
施
さ
れ
た
。
検
地

帳
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幸
い
に
検
地
野
帳
が
残
さ
れ
て
い
る
。
表
17
は

田
畑
の
位
付
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
堀
村
は
慶
安
の
と
き

と
同
じ
く
、
畑
勝
ち
の
上
田
・
上
畑
の
少
な
い
、
地
味
の
悪
い
村
で
あ
っ
た
。

　

村
高
七
四
六
石
四
四
五
の
う
ち
、七
石
七
五
一
は
寺
社
領
除
分
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
年
貢
地
は
七
三
八
石
六
九
四
で
あ
る
。
検
地
前
の
年
貢
地
は

七
八
二
石
三
七
二
で
あ
っ
た
か
ら
、
四
三
石
六
〇
五
の
減
石
で
あ
っ
た
。
減

石
率
は
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
を
水
戸
藩
領
全
体
と
比
べ
る
と
、

一
一
万
八
七
八
五
石
九
七
三
減
ら
し
て
、
二
九
万
九
六
〇
八
石
四
八
二
を
打

ち
出
し
た（
（（
（

の
だ
か
ら
、
減
石
率
は
二
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
八
節
に

も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
低
さ
は
堀
村
が
復
興
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
、
復
興
は
順
調
に
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
側
面
も
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
表
18
は
野
帳
に
基
づ
く
農
民
階
層
で
あ
る
。
二
町
以
上
の
上
層

農
民
は
九
軒
で
一
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
町
未
満
五
反
以
上
の
中
層
農
民

が
六
二
軒
で
七
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
五
反
未
満
の
下
層
農
民
が
一
四
軒
で

一
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
中
層
農
民
が
多
い
と
い
う
意
味
で
は
以
前

─ 181 ─

表17　堀村天保検地田畑位付

種　類 面積　町反畝歩 石高
上田   4.6.2.19   60.142

上下田   8.5.4.24   94.028
中田  12.7.9.　8  115.134
下田   5.8.1.　6   40.684

下々田   2.0.9.　9   10.465
田　計  33.8.7.　6  320.453
屋敷   5.3.6.29   53.697
上畑   9.5.3.28   95.393

上下畑 　9.1.4.23   73.181
中畑  21.5.3.10  129.200
下畑  18.5.2.14   74.099

下々畑     2.1.　3    0.422
畑　計  64.3.2.17 425.992
合計  98.1.9.23  746.445

「茨城郡堀村田畠御検地野帳」（26）より作製。
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と
同
じ
で
あ
る
が
、
人
数
も
比
率
も
下
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
上
に
問
題
な

の
は
、
下
層
農
民
が
一
四
軒
と
増
え
て
、
全
体
も
八
五
軒
で
あ
る
点
で
あ
る
。

表
16
の
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
の
軒
数
は
七
九
軒
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
表

15
で
み
た
よ
う
に
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
新
百
姓
が
一
軒
取
り
立
て

ら
れ
た
か
ら
、
検
地
直
前
の
堀
村
の
軒
数
は
八
〇
軒
で
あ
っ
た
。
な
お
小
割

付
帳
が
天
保
八
年
か
ら
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
の
間
、
欠
け
て
い
る
か
破

損
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
間
に
取
立
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
次
に

述
べ
る
こ
と
か
ら
そ
の
可
能
性
は
な
い
と
い
え
る
。

　

検
地
の
と
き
に
藩
側
は
下
層
農
民
を
中
心
に
五
軒
の
取
立
を
求
め
、
ま
た

農
業
経
営
が
十
分
出
来
な
い
中
層
農
民
の
規
模
縮
小
を
求
め
た
こ
と
に
な

る
。
と
こ
ろ
で
、
野
帳
は
検
地
の
と
き
に
作
製
さ
れ
た
帳
簿
で
、
そ
の
後
に

調
整
が
な
さ
れ
て
正
式
な
検
地
帳
が
作
製
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
調
整
が
な

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
、
正
式
な
帳
簿
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ

を
示
す
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
小
割
付
帳
で
農
民
階
層
を
み
た
の
が
表

19
で
あ
る
。

　

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
農
民
階
層
は
、
一
五
石
以
上
の
上
層
農
民
が

一
〇
軒
で
一
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
五
石
未
満
三
石
以
上
の
中
層
農
民
が

六
四
軒
で
八
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
石
未
満
の
下
層
農
民
が
二
軒
で
二
・
六

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
全
部
で
七
六
軒
で
あ
る
。
野
帳
よ
り
も
九
軒
減
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
堀
村
は
藩
側
の
提
案
を
拒
否
し
て
四
軒
整
理
す
る
と
と

も
に
、
零
細
な
新
百
姓
の
取
立
と
中
層
農
民
の
経
営
規
模
の
縮
小
を
拒
否
し

た
の
で
あ
る
。
天
保
に
な
っ
て
か
ら
ふ
た
た
び
分
付
に
よ
っ
て
経
営
難
の
農

家
の
救
済
に
努
め
て
き
た
堀
村
は
、経
営
破
綻
し
た
農
家
を
整
理
す
る
一
方
、

零
細
な
経
営
で
な
く
、
安
定
し
た
規
模
の
既
存
の
農
家
を
育
成
す
る
方
針
を

堅
持
し
た
の
で
あ
る
。

　

表
16
の
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
と
表
19
の
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の

階
層
構
成
を
比
較
す
る
と
、
も
う
一
点
重
要
な
指
摘
が
で
き
る
。
全
体
で
三

軒
減
っ
て
い
る
が
、
階
層
ご
と
に
比
較
す
る
と
、
上
層
農
民
が
二
軒
増
え
て

い
る
。
一
方
、
中
層
農
民
の
一
五
石
未
満
九
石
以
上
層
は
三
一
軒
か
ら
二
三

軒
に
八
軒
減
っ
た
。
六
石
未
満
の
中
層
農
民
は
二
軒
増
え
、
下
層
農
民
も
一

軒
増
え
た
。
す
な
わ
ち
、
堀
村
で
は
農
民
層
分
解
が
進
行
し
始
め
て
い
た
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
現
象
は
商
品
貨
幣
経
済
が
発
展
し
た
た
め
と
い

え
る
。

　

負
高
の
問
題
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
買
い
手
の
豪
農
が
困
窮
化
し
た
売
り

手
の
貧
農
か
ら
、
評
価
額
以
上
の
田
畑
を
購
入
し
た
負
高
は
、
検
地
以
前
の

大
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
村
内
一
、二
位
の

高
持
で
あ
っ
た
三
番
家
吉
左
衛
門
と
二
〇
番
家
勘
衛
門
で
、
天
保
七
年
の
小

割
付
帳
と
一
四
年
の
名
寄
帳（
（1
（

を
用
い
て
確
認
す
る
。
吉
左
衛
門
は
二
四
石

五
五
三
か
ら
二
三
石
五
〇
九
に
持
高
を
減
ら
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
勘
衛
門

は
二
一
石
五
二
六
か
ら
二
六
石
九
二
三
に
増
や
し
て
い
る
。
負
高
が
一
般
的

に
行
わ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
検
地
の
と
き
に
豪
農
の
持
高
は
増
加
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
軒
は
増
え
、
一
軒
は
減
っ
た
と
い
う
こ

─ 180 ─

表18　天保検地堀村農民階層

面積　反 人数 人数 ％
30 ～ 35 　1

　9 10.625 ～ 30 　2
20 ～ 25 　6
15 ～ 20 11

62 72.910 ～ 15 27
　5 ～ 10 24
　0 ～　5 14 14 16.5
合計 85 85 100

出典は表17と同じ。村持、蔵地、宗教関係者
は除いた。

表19　弘化 2年堀村農民階層

持高　石 人数 人数 ％
24 ～ 27 　1

10 13.221 ～ 24 　2
18 ～ 21 　1
15 ～ 18 　6
12 ～ 15 　8

64 84.2　9 ～ 12 15
　6 ～　9 24
　3 ～　6 17
　0 ～　3 　2 　2 　2.6
合計 76 76 100

小割付帳（277）より作製。村持と宗教関係
者は除いた。
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と
は
、少
な
く
と
も
堀
村
で
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

共
同
体
が
一
致
し
て
荒
廃
に
対
処
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
暇
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　

年
貢
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
20
は
検
地
後
の
新
し
い
割
付
に

な
っ
た
最
初
の
年
で
あ
る
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
割
付
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
は
表
13
の
割
付
を
継
承
し
て
き
た
が
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
大
変
簡

潔
な
も
の
に
な
っ
た
。
定
例
引
高
が
多
く
な
っ
た
理
由
は
、
一
二
石
二
斗
の

屋
敷
地
が
免
除
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
取
箇
、
年
貢
率
が
低
い

の
が
特
徴
で
あ
る
。
田
方
は
二
一
石
余
増
え
た
が
畑
方
は
八
一
石
余
減
っ

た
。
こ
れ
を
計
算
す
る
と
、
田
方
の
年
貢
は
七
一
石
三
八
八
、
畑
方
は
五
八

石
〇
二
、
合
計
で
一
二
九
石
四
〇
八
に
な
る
。
以
前
と
比
べ
て
田
方
で
八
石

余
、
畑
方
で
二
四
石
余
、
合
計
で
三
三
石
余
の
減
免
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
実
は
畑
方
の
換
算
率
は
二
石
五
斗
一
両

か
ら
、
一
石
二
斗
五
升
一
両
に
倍
増
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
計
算
す
る
と
畑

方
の
金
納
額
は
、
以
前
の
三
二
両
八
八
二
か
ら
四
六
両
四
一
六
と
一
三
両
余

の
増
徴
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
三
雑
穀
分
が
入
っ
て
い
な
い
。
雑

穀
値
段
は
知
り
え
な
い
が
、
三
分
の
一
ほ
ど
の
増
徴
と
い
わ
れ
る
。
し
か

し
、
表
13
に
み
る
よ
う
に
堀
村
の
三
雑
穀
を
賦
課
さ
れ
る
本
郷
分
の
畑
方
の

う
ち
、
五
三
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
が
免
除
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
五

両
程
度
の
負
担
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
増
徴
は
八
両
ほ
ど
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
荒
い
不
正
確
な
計
算
で
あ
る
が
、
堀

村
の
年
貢
は
田
畑
を
通
算
し
て
ほ
と
ん
ど
同
額
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

天
保
検
地
の
結
果
、
堀
村
の
畑
方
の
年
貢
は
増
徴
さ
れ
た
。
こ
の
点
で
見

逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
寛
政
の
と
き
は
大
幅
な
減
免
で
あ
っ
た
の
と
対
照

的
に
、
よ
り
多
く
金
納
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
商
品
貨
幣

経
済
が
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ふ
た
た
び
表
3
に
戻
っ
て
、
検
地
以
後
の
年
貢
の
変
遷
を
み
て
み
よ
う
。

第
一
九
期（
（（
（

の
弘
化
年
間
は
不
作
の
年
が
多
か
っ
た
。
堀
村
で
も
弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
に
田
方
検
見
引
一
二
七
石
余
を
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
後
は
明
治
に
至
る
ま
で
安
定
し
て
い
た
。
以
後
、検
見
引
を
出
し
た
の
は
、

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
三
七
石
余
の
み
で
あ
る
。

　

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
か
ら
は
田
方
の
取
箇
が
「
い
ノ
組
」
で
二
ツ
六

分
に
、「
ろ
ノ
組
」
で
一
ツ
九
分
に
二
分
づ
つ
上
が
っ
た
。
そ
し
て
、
嘉
永

二
年
（
一
八
四
九
）
か
ら
は
一
四
石
八
二
〇
（
内
田
方
六
石
六
一
二
、
畑
方

八
石
〇
一
四
、
数
字
は
あ
わ
な
い
）
の
新
田
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
田
方
に
は

新
た
に
取
箇
一
ツ
二
分
の
「
は
ノ
組
」
六
石
一
五
一
が
新
設
さ
れ
た
。

　

か
く
し
て
第
一
九
期
は
第
一
八
期
に
比
べ
て
年
貢
は
、
田
方
で
一
石
余

減
っ
て
、
七
三
石
九
五
七
で
あ
っ
た
。
畑
方
で
も
二
一
石
余
減
っ
て
、
五
八

石
四
六
八
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
も
二
三
石
余
減
少
し
て
、
一
三
二
石

四
二
五
で
あ
っ
た
。
年
貢
率
も
二
・
一
ポ
イ
ン
ト
下
降
し
て
、
一
七
・
八
パ
ー

─ 179 ─

表20　天保14年堀村年貢割付

種類 取箇　ツ分 年貢地高　石

定例引高 　17.549

田方
いノ組 2.4  251.366
ろノ組 1.7   65.058

田　計  316.424

畑方
いノ組 1.5  363.886
ろノ組 0.9   38.183

畑　計  402.069
合計  736.042

年貢割付状（600）より作製。
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セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
数
値
は
畑
方
に
お
い
て
実
態
を
示
し
た

も
の
で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
時
期
全
体
と
し
て
は
、
わ
ず
か
で

あ
る
が
増
徴
に
な
っ
た
、
と
い
え
る
。

　

第
二
〇
期（
（（
（

は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
三
三
石
八
八
八
（
内
田
方
〇

石
九
五
一
、
畑
方
三
二
石
三
四
七
、
ほ
か
屋
敷
免
）
の
打
出
を
え
た
。
そ
し

て
、
右
に
述
べ
た
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
田
方
検
見
引
の
ほ
か
は
、
年

貢
は
一
定
し
て
い
た
。

　

か
く
し
て
第
二
〇
期
は
第
一
九
期
に
比
べ
て
年
貢
は
、
田
方
で
四
石
余
増

え
て
、
七
八
石
七
三
五
で
あ
っ
た
。
畑
方
で
も
四
石
余
増
え
て
六
三
石
四
三

で
あ
っ
た
。全
体
と
し
て
も
九
石
余
増
加
し
て
一
四
一
石
五
六
五
で
あ
っ
た
。

年
貢
率
も
〇
・
二
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

第
二
一
期
の
始
ま
る
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
は
、
水
戸
藩
の
ほ
ぼ
全
領

で
新
田
検
地
が
実
施
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
堀
村
で
も
一
七
石
〇
六
五
（
内
田

方
一
石
二
八
五
、
畑
方
一
五
石
七
八
、
ほ
か
は
位
上
な
ど
）
の
打
出
が
あ

り
、
年
貢
地
の
村
高
は
八
〇
二
石
五
〇
二
に
な
っ
た
。
以
後
、
明
治
三
年

（
一
八
七
〇
）
に
至
る
ま
で
年
貢
高
は
一
定
し
て
い
る
。

　

か
く
し
て
第
二
一
期
は
第
二
〇
期
に
比
べ
る
と
年
貢
は
、
田
方
で
三
斗

余
増
え
て
七
九
石
〇
八
二
で
あ
っ
た
。
畑
方
で
も
一
石
余
増
え
て
六
五
石

三
一
六
で
あ
っ
た
。
全
体
と
し
て
も
二
石
余
増
加
し
て
一
四
四
石
三
九
八
で

あ
っ
た
。
年
貢
率
は
前
期
と
同
じ
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

天
保
検
地
後
、
堀
村
の
年
貢
は
着
実
に
上
昇
し
続
け
た
。
主
と
し
て
新
田

の
打
出
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
打
出
で

年
貢
地
の
村
高
は
七
八
四
石
余
と
な
り
、
検
地
前
の
七
八
二
石
余
を
凌
駕
し

て
し
ま
っ
た
点
は
見
逃
せ
な
い
。堀
村
は
確
実
に
発
展
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

発
展
し
始
め
た
堀
村
は
、
幕
末
ま
で
潰
人
を
出
さ
な
か
っ
た
。
分
付
も
弘

化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
時
点
で
四
軒
あ
っ
た
が
、
解
消
し
て
い
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
三
石
余
二
三
番
家
和
吉
分
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
か
ら
八
百

蔵
に
な
っ
た
。
九
石
余
四
四
番
家
伊
左
衛
門
分
は
嘉
永
五
年
に
太
四
郎
に

な
っ
た
。
四
石
余
七
九
番
家
勘
兵
衛
分
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
幸
衛

門
に
な
っ
た
。三
石
余
九
三
番
家
藤
吉
分
は
嘉
永
六
年
に
源
蔵
に
な
っ
た
が
、

慶
応
二
年
に
ふ
た
た
び
藤
吉
分
に
な
っ
て
明
治
に
至
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
五

石
余
八
一
番
家
源
蔵
分
は
、弘
化
二
年
三
年
は
「
村
持
源
蔵
」
で
あ
っ
た
が
、

四
年
に
「
源
蔵
分
」
に
な
っ
て
明
治
に
至
っ
た
。
ま
た
嘉
永
二
年
三
年
に
は

四
石
余
丑
太
郎
が
分
付
に
出
し
て
い
る
。

　

潰
人
が
な
く
な
り
、
分
付
が
解
消
の
方
向
に
向
か
っ
た
の
と
は
逆
に
、
新

百
姓
が
取
り
立
て
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
二
一

石
余
五
七
番
家
喜
兵
衛
か
ら
、
九
斗
余
の
須
能
徳
蔵
が
分
家
し
た
。
安
政
三

年
（
一
八
五
六
）
に
二
九
石
余
三
番
家
吉
左
衛
門
か
ら
、
六
石
余
鉄
三
郎
が

分
家
し
た
。
四
年
に
一
一
石
余
の
一
四
二
番
家
吉
衛
門
か
ら
、
三
斗
余
豊
之

助
が
分
家
し
た
。
六
年
に
二
三
石
余
六
番
家
藤
兵
衛
か
ら
、
六
石
余
伊
三
郎

が
分
家
し
た
。慶
応
元
年（
一
八
六
五
）に
二
斗
余
久
吉
が
取
り
立
て
ら
れ
た
。

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
年
に
二
石
余
寺
門
豊
之
進
・
一
石
余
村
衛
門
・
五

斗
余
力
之
介
・
八
石
余
源
之
助
・
一
石
余
治
三
郎
が
取
り
た
て
ら
れ
た
。
た

だ
し
、力
之
介
と
源
之
助
と
治
三
郎
の
名
は
翌
二
年
の
小
割
付
帳
に
は
な
い
。

五
軒
も
取
り
立
て
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
、
中
止
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ほ
か
に
こ
の
年
二
石
余
須
能
徳
蔵
が
、
ま
た
前
年
に
四
石
余
大
森
新

作
が
消
え
て
い
る
。
苗
字
を
持
つ
こ
の
二
人
に
関
し
て
は
、
尊
攘
運
動
と
の

関
連
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る（
（（
（

。

　

堀
村
が
復
興
か
ら
発
展
へ
と
向
か
っ
た
大
き
な
理
由
は
、
商
品
貨
幣
経
済

の
発
展
に
順
応
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
経
営
や
産
物

な
ど
で
具
体
的
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
史

実
が
あ
る
。
そ
れ
は
八
節
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
苗
字
を
名
乗
る
家
が
幕

末
に
一
〇
軒
以
上
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
右
に
二
一
石
余
の
喜
兵
衛
か
ら
分
家

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
須
能
徳
蔵
が
九
斗
余
し
か
田
畑
を
も
た
ず
に
、
し

─ 178 ─
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か
も
苗
字
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
象
徴
的
に
示
す
よ
う
に
、
彼
ら
は
非
農

業
の
営
業
を
経
営
し
て
、
利
益
を
え
て
い
た
と
み
な
せ
る
。
表
8
に
み
た
諸

営
業
が
活
性
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

小
割
付
帳
に
ふ
た
た
び
苗
字
を
名
乗
る
も
の
が
現
れ
る
の
は
、
弘
化
四

年
（
一
八
四
七
）
の
八
人
が
最
初
で
あ
る
。
次
第
に
増
え
て
慶
応
元
年

（
一
八
六
五
）
ま
で
に
一
五
人
に
な
る
。
と
く
に
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）

に
苗
字
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
庄
屋
吉
左
衛
門
は
、
こ
の
年
に
庄
屋
を
息

子
の
安
蔵
秀
介
に
譲
っ
た
。
秀
介
は
以
後
、
庄
屋
と
は
署
名
せ
ず
に
「
長
」

と
署
名
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
家
は
郷
士
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
ま
で
に
一
〇
人
に
減
る
が
、
明
治
元

年
（
一
八
六
八
）
は
最
大
の
一
七
人
、
二
年
も
一
五
人
で
あ
る
。
表
21
は
最

多
で
あ
っ
た
明
治
元
年
の
一
覧
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
渡
辺
和
泉
は
こ
の
村
の

吉
田
神
社
の
神
主
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
一
六
軒
の
農
家
を
み
る
と
、
一
五

石
以
上
の
上
層
農
民
が
六
人
い
る
。
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
一
五
石
未
満

の
中
下
層
農
民
が
一
〇
人
も
い
る
こ
と
は
、
堀
村
の
営
業
活
動
が
、
い
か
に

活
発
で
あ
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

堀
村
は
そ
の
後
も
発
展
し
た
。
小
割
付
帳
の
最
後
の
年
で
あ
る
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
の
農
家
軒
数
は
八
二
軒
で
あ
る
が
、七
年
に
は
八
四
軒
に
な
っ

た（
（（
（

。
そ
し
て
明
治
二
〇
年
の
誤
謬
地
取
調
の
と
き
の
も
の
と
思
わ
れ
る
書
上（
（（
（

で
は
、
戸
数
九
五
戸
人
口
五
九
四
人
と
あ
る
。
な
お
、
人
口
の
わ
か
る
嘉
永

七
年
（
一
八
五
四
）
の
書
上（
（（
（

で
は
人
別
四
一
六
人
（
内
男
二
一
一
人
、
女

二
〇
五
人
）、
明
治
七
年
に
学
制
が
布
か
れ
た
と
き
の
小
学
区
ご
と
の
書
上（
（（
（

で
は
四
八
〇
人
で
あ
っ
た
。

　

田
畑
も
増
加
し
た
。
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
の
地
租
改
正
の
と
き
の

帳
簿（
（（
（

で
は
、
田
四
六
町
八
反
二
畝
一
〇
歩
、
畑
九
六
町
五
反
八
畝
二
八
歩
、

宅
地
一
二
町
五
畝
三
歩
で
あ
っ
た
。表
17
の
天
保
検
地
の
と
き
と
比
べ
る
と
、

田
方
で
一
二
町
九
反
余
、
畑
宅
地
で
四
四
町
三
反
余
も
増
え
た
の
で
あ
る
。

　

私
は
こ
の
報
告
に
お
い
て
、
農
家
軒
数
を
検
地
帳
や
小
割
付
帳
に
基
づ
い

て
、
田
畑
を
所
持
す
る
軒
数
で
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
正
確
で
な
い
。

第
一
に
、
田
畑
を
所
持
し
な
い
無
高
の
水
呑
が
存
在
す
る
こ
と
が
十
分
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
う
え
、近
世
の
農
家
の
数
え
方
は
多
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
『
水
府
志
料（
（（
（

』
で
は
、
堀
村
の
戸
数
は
「
戸
凡

七
十
六
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
右
の
嘉
永
七
年
の
書
上
で
は
「
内
廿
五

軒
隠
居　

一
家
数
九
拾
九
軒
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

（
1
） 

光
圀
の
農
政
と
の
関
連
で
は
、
拙
著
『
水
戸
光
圀
の
時
代　

水
戸
学
の
源
流
』

（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
一
章
第
2
節
「
石
川
村
に
み
る
年
貢
の
変
遷
と

農
政
」。
近
村
と
の
関
係
で
は
、
拙
著
『
明
治
維
新
と
水
戸
農
村
』（
同
時
代
社
、

一
九
九
五
年
）
補
論
二
「
長
岡
村
余
稿
」。
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表21　明治元年堀村苗字者

家番号 人名 持高　石

141 安蔵八郎兵衛  16.528
　3 安蔵吉左衛門  26.004
152 安蔵平五郎   3.905
　35 渡辺和泉   8.216
115 川崎平衛門  15.993
109 川崎治兵衛  16.313
121 安蔵清兵衛  10.439
不明 安蔵絹カ蔵  12.065
　43 安蔵儀兵衛  13.613
105 小林元衛門   8.455
　66 安蔵利左衛門  16.765
　67 大原清介 15.010
　74 須能作兵衛  8.582
　57 須能喜兵衛  13.990
　13 安蔵重之介   6.607
　87 市毛友衛門   6.343

新百姓 寺門豊之進 2.395
年貢小割付帳（30）より作製。
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（
2
） 

『
水
戸
市
史
』
下
巻
㈠
、
四
五
三
～
四
六
四
頁
、
水
戸
市
役
所
、
一
九
九
三

年
。
同
書
㈡
、
一
四
八
～
一
五
〇
頁
、
水
戸
市
役
所
、
一
九
九
五
年
。
な
お
「
堀

区
定
例
総
会
議
決
録
」
は
、
明
治
二
二
年
か
ら
大
正
一
四
年
ま
で
の
分
が
残
さ

れ
て
い
る
（
一
一
六
七
～
一
一
七
八
、一
一
八
〇
～
一
一
九
九
、一
二
三
七
～

一
二
四
七
、
堀
区
有
文
書
整
理
番
号
。
以
下
は
番
号
の
み
記
す
）。

（
3
） 

御
用
留
（
三
三
～
三
九
、七
二
七
～
七
二
九
）。

（
4
） 

も
ち
ろ
ん
、
私
は
こ
の
作
業
を
等
閑
に
ふ
し
て
き
た
の
で
は
な
い
。
現
職
に

つ
い
て
か
ら
も
そ
の
成
果
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
次
の
二
冊
を
刊
行
し
た
。『
明

治
維
新
と
水
戸
農
村
』。『
近
世
近
代
の
地
域
寺
社
の
展
開
過
程
―
常
陸
高
田
神

社
を
事
例
に
―
』（
名
著
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）。
ま
た
「
荒
廃
前
期
水
戸
藩
領

下
伊
勢
畑
村
の
百
姓
一
揆
」（『
東
京
家
政
学
院
筑
波
女
子
大
学
紀
要
』
第
1
集
、

一
九
九
七
年
）
は
、『
日
本
史
学
年
次
別
論
文
集
』
近
世
2
（
学
術
文
献
刊
行
会
、

一
九
九
七
年
）
に
転
載
さ
れ
た
。

（
5
） 

年
貢
割
付
状
（
四
五
七
～
六
一
六
）。

（
6
） 

年
貢
小
割
付
帳
（
三
〇
、七
三
～
一
〇
九
、一
一
一
～
一
一
六
、一
一
八
～

二
九
九
）。

（
7
） 

な
お
以
後
、
割
付
状
・
小
割
付
帳
の
よ
る
と
き
は
、
と
く
に
必
要
と
認
め
た

場
合
の
み
記
す
。
整
理
番
号
も
省
略
す
る
。

（
8
） 

『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈠
、
一
〇
五
頁
、
水
戸
市
役
所
、
一
九
六
八
年
。

（
9
） 

拙
稿
「
徳
川
光
圀
の
治
世
と
近
世
の
石
川
村
」
拙
著
『
明
治
維
新
と
水
戸
農
村
』

二
六
二
頁
。

（
10
） 

天
保
検
地
以
前
の
水
戸
藩
の
実
高
は
約
四
二
万
石
（『
水
戸
藩
史
料
』
別
記
下
、

四
一
八
～
四
一
九
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
）
で
、
農
家
軒
数
は
文
化

五
年
六
万
軒
（『
国
用
秘
録
』
上
、
九
九
・
一
一
一
頁
、
茨
城
県
、
一
九
七
一
年
）

で
あ
る
。

（
11
） 

こ
の
上
中
下
の
階
層
別
は
、『
国
用
秘
録
』（
前
掲
書
、
九
九
頁
）
の
「
高

三
四
石
持
で
は
作
徳
至
て
少
く
経
営
な
り
が
た
し
」、「
拾
五
石
よ
り
」「
一
家
人

別
八
九
人
ニ
て
も
作
り
余
り
て
」
に
よ
り
、
前
注
の
七
石
を
一
町
と
み
て
設
定

し
た
。

（
12
） 

水
戸
市
堀
「
耕
地
整
理
記
念
碑
」
の
碑
文
。

（
13
） 

『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈠
、
九
九
～
一
〇
一
・
一
〇
六
～
一
一
〇
頁
。
な
お
、
引

用
は
『
水
府
系
纂
』
巻
十
一
、
跡
部
の
項
。
ま
た
御
前
山
地
区
の
荒
廃
に
関
し

て
は
、
拙
稿
「
野
口
村
の
関
沢
家
」
第
二
章
「
関
沢
家
の
窮
乏
」、
中
妻
地
区
に

関
し
て
は
、
拙
稿
「
近
世
杉
崎
村
の
領
主
と
年
貢
」
第
一
章
「
正
保
三
年
の
領

知
替
」、い
ず
れ
も
拙
著『
農
村
史
の
基
礎
的
研
究　

茨
城
県
地
方
史
研
究
Ⅰ
』（
同

時
代
社
、
一
九
八
六
年
）
所
収
。

（
14
） 

石
川
村
に
お
い
て
も
田
方
に
一
反
以
上
の
面
積
が
多
い
。
ま
た
こ
こ
で
も
小

農
自
立
化
政
策
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
、（
9
）
の
拙
稿
参
照
。

（
15
） 

「
田
制
考
証
」『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
第
八
巻
、
二
八
四
頁
、
吉
川
弘
文

館
、
一
九
六
九
年
。
ま
た
『
勧
農
或
問
』『
幽
谷
全
集
』
三
三
頁
、
吉
田
弥
平
、

一
九
三
五
年
。

（
16
） 

「
古
今
税
務
要
覧
」『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
第
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
九
年
。

（
17
） 

（
13
）
の
杉
崎
村
の
拙
稿
。
な
お
領
知
替
で
水
戸
藩
か
ら
わ
た
さ
れ
た
中
妻
郷

の
村
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
飯
島
村
、
大
足
村
、
牛
伏
村
、
田
島
村
、

三
野
輪
村
、
杉
崎
村
、
築
地
村
、
中
原
村
、
黒
磯
村
、
高
野
村
、
田
沢
村
、
池

野
辺
村
。

（
18
） 

一
八
世
紀
以
後
の
堀
村
に
寺
院
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
こ
で
寺
院
関
係
の
記

事
で
確
認
し
て
お
く
。
正
保
の
検
地
帳
（
一
）
に
よ
れ
ば
、
除
地
高
は
一
六
石

五
六
四
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
二
石
六
一
四
（
内
田
方
一
石
二
七
八
）
は
禰
宜

と
宮
左
衛
門
の
所
持
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
の
村
の
吉
田
神
社
の
神
主
で
あ
っ
た

と
認
め
ら
れ
る
。
残
り
一
三
石
九
六
（
内
田
方
二
石
三
一
九
）
は
福
勝
院
・
医

徳
院
・
西
光
寺
・
地
蔵
院
の
四
寺
の
分
で
あ
る
。
な
お
ほ
か
に
実
法
院
が
あ
る
。

安
永
四
年
「
堀
村
本
郷
分
田
方
順
帳
」（
一
九
）
に
よ
れ
ば
、
延
宝
元
年
に
一
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石
二
五
七
、
元
禄
二
年
に
一
石
〇
六
二
が
「
改
入
」
に
な
っ
て
い
る
。
天
保
検

地
の
野
帳
（
二
二
）
の
付
札
に
よ
る
と
、
寺
領
の
除
地
の
う
ち
九
石
一
九
二
が

上
知
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
田
方
は
二
石
三
一
九
で
あ
り
、
田
方
の
す
べ

て
で
あ
る
。
畑
方
は
六
石
八
七
三
が
上
知
に
な
っ
て
い
た
。
上
知
は
田
畑
と
も

に
、
右
の
と
き
、
延
宝
と
元
禄
に
行
わ
れ
た
と
み
な
せ
る
。
残
り
の
畑
方
四
石

七
五
九
は
「
元
帳
面
八
石
五
九
九
」
と
あ
る
。
元
帳
面
と
は
年
貢
を
取
る
た
め

の
元
帳
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
訳
は
〇
石
七
八
四
が
本
行
寺
、
七
石
八
一
五

が
不
動
院
で
あ
っ
た
。『
新
編
常
陸
国
誌
』（
二
一
七
頁
、
一
九
六
九
年
、
宮
崎

報
恩
会
）
に
よ
る
と
、
本
行
寺
は
貞
享
年
間
に
水
戸
か
ら
堀
村
に
移
さ
れ
た
が
、

元
禄
年
間
に
袴
塚
村
に
移
さ
れ
た
。
そ
の
関
係
で
あ
ろ
う
、
貞
享
三
年
か
ら
堀

村
に
三
石
六
三
三
の
本
行
寺
分
の
定
例
引
高
が
設
定
さ
れ
る
。
不
動
院
は
明
治

六
年
の
御
用
留
（
六
一
〇
）
の
寺
社
領
年
貢
の
書
上
に
よ
れ
ば
、
北
隣
の
田
野

村
に
あ
っ
た
。
正
保
の
と
き
に
一
村
に
除
地
を
持
つ
寺
院
が
四
寺
、
ほ
か
一
寺

も
あ
っ
た
の
は
、
不
自
然
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
堀
村
に
あ
っ
た
一
、二
寺
は
光
圀

の
寺
社
整
理
の
と
き
に
破
却
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
不
動
院
は
残
り

の
村
外
に
あ
っ
た
寺
院
の
寺
領
を
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
19
） 

（
9
）の
石
川
村
の
拙
稿
第
二
節「
初
期
の
年
貢
高
に
み
る
徳
川
光
圀
の
治
政
」。

ま
た
拙
著
『
水
戸
光
圀
の
時
代
』
第
一
章
第
二
節
「
元
禄
改
革
」。

（
20
） 

た
だ
し
、
明
暦
二
年
の
割
付
状
を
欠
い
て
い
る
の
で
三
年
の
割
付
状
に
よ
っ

た
。
ま
た
寛
文
四
年
六
年
も
欠
。

（
21
） 

拙
稿
「
徳
川
光
圀
の
治
政
と
近
世
の
石
川
村
」
前
掲
書
、
二
七
五
頁
。

（
22
） 

「
水
戸
義
公
年
譜
」『
水
戸
義
公
伝
記
逸
話
集
』
二
九
五
頁
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
八
年
。

（
23
） 

『
勝
田
市
史
』
中
世
編
近
世
編
、四
三
〇
～
四
三
二
頁
、勝
田
市
、一
九
七
八
年
。

（
24
） 

延
宝
三
年
四
年
五
年
欠
。

（
25
） 

『
余
聞
小
識
』
七
、
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
。

（
26
） 

『
水
戸
紀
年
』『
茨
城
県
史
料
近
世
政
治
編
』
Ⅰ
、
四
六
九
頁
、
茨
城
県
、

一
九
七
〇
年
。

（
27
） 

町
付
分
に
関
し
て
は
、
次
節
に
論
じ
る
。

（
28
） 

「
古
今
税
務
要
覧
」
前
掲
書
、
三
〇
一
・
三
〇
二
～
三
〇
五
・
三
〇
七
頁
。

（
29
） 

天
和
元
年
二
年
三
年
、
元
禄
元
年
二
年
欠
。

（
30
） 

『
勧
農
或
問
』
前
掲
書
、
二
〇
〇
頁
。

（
31
） 

元
禄
改
革
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
徳
川
光
圀
の
治
政
と
近
世
の
石
川
村
」
第

二
節
「
初
期
の
年
貢
高
に
み
る
徳
川
光
圀
の
治
政
」（
前
掲
書
所
収
）
と
『
水
戸

光
圀
の
時
代
』
第
一
章
第
三
節
「
元
禄
改
革
」。

（
32
） 

（
31
）
な
ど
の
拙
稿
で
、こ
の
時
期
の
各
村
の
年
貢
の
分
析
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
33
） 

元
禄
四
年
五
年
、
一
二
年
～
一
六
年
欠
。

（
34
） 

宝
永
四
年
五
年
の
年
貢
割
付
に
は
町
付
分
が
な
い
。
宝
永
の
新
法
に
よ
る
こ

と
は
疑
い
な
い
が
、
な
ぜ
年
貢
増
徴
を
目
的
と
し
た
新
法
に
あ
っ
て
、
年
貢
率

の
高
い
町
付
分
が
廃
止
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
な
お
宝
永
三
年
の
町
付
分

の
取
箇
は
四
ツ
六
分
で
あ
っ
た
。

（
35
） 

『
勧
農
或
問
』
前
掲
書
、
一
二
六
頁
。

（
36
） 

正
徳
四
年
欠
。

（
37
） 

こ
の
家
番
号
は
整
理
の
都
合
上
、
私
が
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
堀
村
で
は
襲

名
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
う
え
、
た
と
え
ば
、
同
じ
小
割
付
帳

で
も
、
蔵
入
分
と
給
郷
分
と
で
は
同
じ
家
な
の
に
人
名
が
違
っ
て
い
る
な
ど
複

雑
な
の
で
、
家
に
番
号
を
つ
け
た
。
つ
け
方
は
、
享
保
二
年
の
小
割
付
帳
の
記

載
順
に
ま
ず
つ
け
た
。
次
に
取
り
立
て
ら
れ
た
順
に
加
え
た
。
た
だ
し
、
判
断

が
難
し
く
後
に
な
っ
て
独
立
し
た
家
と
認
め
た
場
合
が
あ
る
の
で
、
か
な
ら
ず

し
も
年
代
順
に
な
っ
て
い
な
い
。

（
38
） 

大
塚
英
二
は
、「
イ
エ
と
し
て
成
立
し
、
百
姓
株
が
い
っ
た
ん
認
定
さ
れ
る
と
、

そ
の
イ
エ
は
一
時
的
に
潰
れ
た
り
絶
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
家
名
を
相
続
す

る
こ
と
で
再
興
さ
れ
永
続
す
る
と
意
識
さ
れ
た
」（
新
体
系
日
本
史
3
『
土
地
所

有
史
』
二
八
二
頁
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
と
述
べ
て
い
る
。
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（
39
） 

組
番
号
も
私
が
便
宜
上
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
40
） 

堀
村
指
銭
帳
（
四
六
・
三
六
八
～
四
五
六
）。
以
後
、
指
銭
帳
の
正
式
名
称
と

整
理
番
号
は
省
略
。

（
41
） 
嘉
永
七
年
「（
堀
村
銘
細
書
上
）」（
四
五
）。
カ
ッ
コ
を
つ
け
た
の
は
、
つ
け

表
題
の
た
め
。

（
42
） 

水
戸
の
城
下
か
ら
南
へ
一
〇
キ
ロ
ほ
ど
の
丘
陵
に
位
置
し
た
石
川
村
も
、

一
七
世
紀
以
来
、水
戸
へ
薪
炭
を
出
荷
し
て
栄
え
た
村
で
あ
っ
た
。前
掲
拙
稿「
徳

川
光
圀
の
治
政
と
近
世
の
石
川
村
」。

（
43
） 

『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈠
、
四
二
四
頁
。

（
44
） 

同
右
書
、
四
二
三
頁
。

（
45
） 

『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈡
、
一
五
七
～
一
六
一
頁
、
水
戸
市
役
所
、
一
九
六
九
年
。

（
46
） 

享
保
一
二
年
欠
。

（
47
） 

堀
村
年
貢
皆
済
状
（
六
一
七
～
七
二
五
）。
以
後
、
と
く
に
整
理
番
号
は
注
記

し
な
い
。

（
48
） 

寛
延
二
年
、
宝
暦
元
年
四
年
欠
。

（
49
） 

『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈡
、
一
九
〇
～
一
九
一
・
二
〇
六
頁
。

（
50
） 

（
4
）
の
下
伊
勢
畑
村
の
拙
稿
。

（
51
） 

宝
暦
六
年
八
年
一
二
年
一
三
年
、
明
和
二
年
三
年
六
年
欠
。

（
52
） 

『
水
戸
市
史
』
中
巻
㈡
、
一
三
八
～
一
三
九
頁
。

（
53
） 

藤
田
幽
谷
は
『
勧
農
或
問
』
に
お
い
て
、「
免
は
四
ツ
取
に
て
も
此
雑
穀
代
を

勘
定
す
れ
ば
、
五
ツ
三
四
分
の
取
に
な
り
」（
前
掲
書
、
一
五
八
頁
）
と
指
摘
し

て
い
る
。

（
54
） 

表
11
に
延
享
四
年
に
潰
れ
た
農
家
が
一
一
軒
も
あ
る
の
は
、
こ
の
年
に
そ
の

す
べ
て
が
潰
れ
た
の
で
は
な
い
。
表
6
に
注
記
し
た
よ
う
に
彼
ら
の
存
在
が
確

認
で
き
る
の
は
、
延
享
四
年
ま
で
で
あ
る
、
と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
の
後
、
寛

延
元
年
か
ら
宝
暦
四
年
ま
で
の
小
割
付
帳
が
欠
け
て
い
る
か
、
給
郷
分
し
か
な

い
た
め
に
存
在
が
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
確
に
い
え
ば

彼
ら
が
潰
れ
た
の
は
、
寛
延
元
年
か
ら
宝
暦
四
年
ま
で
の
間
で
あ
る
。

（
55
） 

下
層
と
記
し
た
と
き
は
、
三
石
未
満
の
下
層
農
民
の
意
味
で
は
な
く
、
中
層

農
民
の
下
層
、
六
石
未
満
層
を
含
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
56
） 

拙
稿
「
近
世
の
有
賀
村
」
拙
著
『
農
村
史
の
基
礎
的
研
究　

茨
城
県
地
方
史

研
究
Ⅰ
』（
同
時
代
社
、
一
九
八
六
年
）
所
収
。

（
57
） 

庄
屋
・
組
頭
の
任
免
に
関
し
て
は
、
小
割
付
帳
・
指
銭
帳
・
小
検
見
引
方
帳

（
一
一
〇
・
一
一
七
・
三
〇
一
～
三
六
七
）
な
ど
の
署
名
に
よ
っ
た
。

（
58
） 

寛
政
二
年
欠
。

（
59
） 

水
戸
藩
の
化
政
改
革
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
水
戸
藩
に
お
け
る
化
政
期
の
改

革
」
拙
著
『
後
期
水
戸
学
研
究
序
説　

明
治
維
新
史
の
再
検
討
』（
本
邦
書
籍
、

一
九
八
六
年
）
所
収
。

（
60
） 

郡
奉
行
の
任
免
と
諱
は
『
水
府
系
纂
』（
彰
考
館
所
蔵
、
茨
城
県
立
歴
史
館
写

真
版
）
に
よ
る
。
以
下
、
同
じ
。

（
61
） 

寛
政
三
年
「
堀
村
未
進
拝
借
年
賦
上
納
仕
抜
面
付
帳
」（
三
一
）。

（
62
） 

な
お
組
頭
も
違
っ
て
い
る
が
、
煩
雑
に
な
る
の
で
省
略
し
た
。
こ
こ
で
は
上

層
農
民
、
堀
村
で
は
正
確
に
は
富
裕
層
が
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
せ
ば
よ

い
の
で
あ
る
。

（
63
） 

家
番
号
の
み
を
記
す
。
二
一
、二
三
、二
四
、三
〇
、三
一
、三
八
、五
二
、五
三
、

五
四
、五
九
、六
四
、七
四
、七
五
、八
六
、八
八
、九
一
、九
三
。な
お
小
割
付
帳
は
天

保
八
年
か
ら
弘
化
元
年
ま
で
の
間
、
欠
け
て
い
る
か
揃
っ
て
い
な
い
の
で
、
数

軒
分
連
続
が
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
正
確
に
は
少
な
く
と

も
天
保
七
年
ま
で
で
あ
る
。

（
64
） 

家
番
号
の
み
を
記
す
。
五
八
、七
六
、八
五
、八
九
、一
〇
七
、一
一
六
、一
二
二
、 

一
三
四
。

（
65
） 
家
番
号
の
み
を
記
す
。
一
二
八
、一
五
〇
。

（
66
） 
正
確
に
は
林
分
の
名
は
又
衛
門
で
あ
る
が
、
前
後
の
小
割
付
帳
で
六
左
衛
門

家
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
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（
67
） 

家
番
号
の
み
を
記
す
。五
八
、五
九
、七
六
、八
三
、八
六
、八
九
、九
一
、一
〇
七
、 

一
一
六
。

（
68
） 
家
番
号
の
み
を
記
す
。
二
一
、二
三
、三
一
、五
三
、五
八
、八
八
、九
一
、九
三
、

一
〇
七
、一
一
六
、一
二
二
。

（
69
） 

こ
の
種
の
例
外
的
な
記
載
と
し
て
は
、
同
じ
天
明
三
年
に
与
衛
門
に
「
吉
郎

兵
衛
引
請
」
と
あ
り
、
ま
た
六
年
に
又
衛
門
に
「
仲
衛
門
作
り
」
と
あ
る
。

（
70
） 

天
明
元
年
二
年
三
年
の
小
割
付
帳
は
不
揃
い
か
欠
け
て
い
る
。

（
71
） 

こ
の
改
革
の
間
、
小
割
付
帳
に
連
続
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
両
家
の
所
持
関

係
は
一
定
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
天
明
元
年
に
は
分
家
が
本
家
に
吸
収
さ
れ
た

よ
う
に
記
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

（
72
） 

寛
政
三
年
「
堀
村
未
進
拝
借
年
賦
上
納
仕
抜
面
付
帳
」
に
よ
れ
ば
、
書
き
上

げ
ら
れ
た
三
五
人
の
う
ち
一
人
が
病
死
、
五
人
が
病
気
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

（
73
） 

分
付
主
と
請
作
人
が
同
じ
家
と
認
め
ら
れ
る
五
例
は
、
寛
政
三
年
に
始
ま
る

八
八
番
家
武
次
衛
門
、
寛
政
七
年
の
八
七
番
家
庄
十
、
寛
政
八
年
の
五
七
番
家

善
兵
衛
、
文
化
三
年
に
始
ま
る
五
七
番
家
善
兵
衛
と
一
〇
四
番
家
介
衛
門
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
名
前
が
当
主
と
先
代
・
嗣
子
と
が
同
じ
こ
と
か
ら
判
断
で
き
た

の
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
こ
れ
ら
の
名
前
が
違
っ
て
い
て
、
同
じ
家
で
あ
る
事
例

も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
74
） 

常
念
は
享
保
一
〇
年
に
置
か
れ
、
明
治
に
至
る
ま
で
存
続
し
た
。

（
75
） 

二
軒
あ
っ
た
神
主
の
家
は
享
保
一
〇
年
に
合
併
し
た
。

（
76
） 

（
62
）
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
荒
廃
期
に
は
組
頭
も
混
乱
し
て
い
た
。
一
番
組

で
は
寛
政
三
年
四
年
は
史
料
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
。
以
前
か
ら
の
吉
郎
兵
衛

と
兵
左
衛
門
と
が
出
て
く
る
。
三
番
組
の
介
三
郎
の
家
は
特
定
で
き
な
か
っ
た
。

四
番
組
の
利
惣
次
家
の
寛
政
六
年
か
ら
の
当
主
名
は
義
衛
門
な
の
で
、
こ
の
家

と
み
て
間
違
い
な
い
。

（
77
） 

（
63
）
の
小
割
付
帳
に
関
す
る
説
明
。

（
78
） 

な
お
史
料
的
な
制
約
の
た
め
に
、
十
人
組
に
関
し
て
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
。

（
79
） 

『
水
戸
藩
史
料
』
別
記
下
、
四
一
八
～
四
一
九
頁
。

（
80
） 

天
保
一
四
年
「
茨
城
郡
堀
村
田
畑
持
主
名
寄
帳
」（
二
三
・
二
五
）。
三
冊
の
内
、

二
冊
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（
81
） 

弘
化
元
年
欠
。

（
82
） 

安
政
五
年
欠
。

（
83
） 

堀
村
は
元
治
の
内
乱
に
二
六
、七
人
が
尊
攘
派
に
参
加
し
た
。
そ
の
た
め
に
慶

応
元
年
二
年
に
、
尊
攘
派
の
帰
村
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
村
方
騒
動
が
起
き
て
い
る

（
拙
著
『
明
治
維
新
と
水
戸
農
村
』
五
五
～
五
六
頁
）。
た
だ
し
、
こ
の
二
人
が

こ
の
時
期
に
こ
の
関
係
で
村
を
出
た
と
す
れ
ば
、
反
尊
攘
派
で
あ
っ
た
た
め
で

あ
る
。

（
84
） 

明
治
七
年
組
毎
「
田
畑
反
別
名
寄
帳
」（
二
八
・
二
九
・
一
〇
八
四
・
一
〇
八
五
）。

（
85
） 

「（
堀
村
銘
細
取
調
書
上
帳
）」（
一
〇
九
八
）。

（
86
） 

（
41
）
と
同
じ
。

（
87
） 

明
治
七
年
「
茨
城
県
支
配
区
内
」、
東
茨
城
郡
茨
城
町
上
石
崎
、
大
貫
周
美
家

文
書
（
一
六
）。

（
88
） 

明
治
一
〇
年
「
耕
宅
地
等
級
調
一
筆
限
帳
」（
九
五
四
）。

（
89
） 

『
茨
城
県
史
料
近
世
地
誌
編
』
二
二
七
頁
、
茨
城
県
、
一
九
七
四
年
。
原
文
は

「
内
廿
五
軒
隠
居
」
は
肩
書
で
あ
る
。
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